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序章	 津波被災後の仮設住宅団地の統合的研究に向けて	

序-1	研究の背景	

	 現在、日本の人口は高齢化・減少局面を迎えており、平時の都市づくり・まちづくりでも

パラダイムシフトが求められている。社会に心身が弱った要支援・要介護の人口が急増する

ことが予想されており、医療介護の領域では、社会保障費の増大が恐れられている。また、

地域づくりの分野では担い手の不足が深刻化し、これまでそのため、特に、まちづくり、地

域福祉や医療介護分野、コミュニティ政策の間で知見を共有し、新しい時代を切り開かなけ

ればならない時代が訪れている。 

	 そのような中、2011年 3月 11日に東日本大震災が起き、岩手・宮城・福島に津波が襲っ

た。これまでに経験したことのない甚大な被害を及ぼし、多数の被害者と犠牲者をも出した。

これまでの震災復興以上にハードとソフトの融合が求められ、行政だけでなく、市民や地域

住民、企業が一体となって復興に取り組むことが求められるようになった。 

	 こうした「共創」の議論は、決して新しいものではない。特に、都市政策分野においては、

EU の都市間競争が激化する中、地域の役割が重要視されるようになっていた。特に、地域

再生政策として、地域のパートナーシップの充実とコミュニティの再生に力が注がれるよう

になっていた。 

	 また、社会福祉分野においても、地域福祉計画の策定が可能になって以降、市民やボラン

タリー組織が政策立案の現場に参加し、実際の福祉サービスの提供において、市民やボラン

タリー組織が持つ力の可能性に期待が寄せられてもいる。 

	 しかしながら、このようなパートナーシップ、あるいは協働の議論は他分野で行われて久

しいが、いずれも分野を横断して、行政も民間も市民も参加して協働のまちづくりを進める

研究も実践も多くはないのが現状である。2000年にイギリスの労働党政権の時に、導入され

た「コミュニティ戦略」が、そうした多主体が参加し、あらゆる分野の政策課題を体系化し、

協働の体制で事業まで行う枠組みを提供した。とても画期的な枠組みであったが、政権が交

代したためと、運用が難しかったために、多くの自治体で策定を取りやめてしまったのは残

念なことであった。いずれにせよ、分野を横断し、行政から市民から企業までも巻き込んだ

協働のまちづくりの仕組みが模索されている。 

	 こうした平時のまちづくりの課題に加え、津波被災後の仮設住宅団地では、コミュニティ

形成をゼロベースで取り組まなければならない。平時の郊外のまちづくりであれば、ある程

度、社会関係が形成されている上で、住環境の課題やインフォーマルケアの模索などに取り

組めるところ、今回のような場合では、まずは社会関係を醸成するところから行わなければ

ならない。そのため、目に見える成果を住民が達成していくことを第一の目標に据える必要

がある。都市部のタワーマンションなども社会関係は希薄であるが、そこの住民はあえてそ

れを選んでいる傾向があるため、これまでの居住地特性とは異なる特殊性を有していると指

摘できる。 
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	 また、ステークホルダーの参加という観点でも特殊性がある。仮設住宅団地の居住者構成

が流動的であることは当然ながら、支援に入っている様々な個人や団体の数も平時では考え

られないくらいに増減する。さらに、行政も全国からたくさんの応援職員を抱え、数ヶ月か

ら 2年のスパンで人員が入れ替わる。そのため何もかもが流動的な中で共創を実現する必要

がある。 

	 しかし、こうした特殊なケースを研究することで、これからのまちづくりの新しいモデル

を作るチャンスであり、その実験をして検証することの意義があると考える。この度の津波

被災が類を見ない甚大な被害で、人口減少地域でもあったため、国の方でも過去になかった

国の施策やソフト施策にも活用できる国からの復興補助金が新設された。そのため、これを

機に新しい取り組みが行える環境が整備されたとも言える。すなわち、新しいモデルを作り、

復興後の地域づくりに波及する挑戦ができた。本研究も、その恩恵を受けて、大槌町で新し

いモデルを関係者と一緒に検討しながら、実践した。 

 
序-2	既往研究	

	 このような背景があった上で、本研究の基底にある問いは、市民や非営利組織、行政が新

しい地域づくりの形に向けて協力し、お互いの強みや弱みを補い、実際に地域のコミュニテ

ィ生活環境を変えられるのだろうかということである。コミュニティ生活環境というのは、

「ある一定の範囲に関係する市民が、社会関係を再生・強化しながら、共通で認識する物的

社会的インフラ」のことである。 

	 大規模災害後のコミュニティ形成について文献をレビューすると、4 つの主流に整理でき

る。 

第一に、総合的な復興計画の策定である。大規模災害後は社会経済的な課題が付随してくる。

そのため、インフラや住宅の復旧を進めるだけでは、復興まちづくりとしては不十分である

ことが指摘されている。そのため、住宅再建や防災施設等の整備だけでなく、地域経済の再

生やコミュニティの形成などを推進しやすい環境整備を目的とした計画の策定に関する研究

が数多く行われている。第二に、地域住民が関与する復興プロセスの実践である。生活再建

や今後の展望に対して、地域住民の考えは多様であるため、復興計画や復興事業計画の策定

には、地域住民の意向集約・共有・調整の実現が欠かせない。この合意形成のプロセスに関

する研究も多く行われている。第三に、被災地域住民のエンパワーメントである。行政行動

の限界が明確である際、コミュニティの力による自力的共同的な再建・復興のあり方を模索

する研究が行われている。 後に、仮設期のコミュニティ形成の支援である。復興が達成さ

れるまでの期間、被災者の生活や社会的交流活動をどのように支援し、健康を維持する取り

組みを模索する研究が多い。しかし、仮設住宅や被災者個人に着目した研究が多く、仮設住

宅団地の生活環境やコミュニティ環境に着目した研究はまだ少ないのが現状である。仮設住

宅団地の生活が安定しないと、その先の復興に影響を与えることを踏まえると、この 4点目
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の研究は非常に重要な意味を持つ。さらに、共創という観点からの既往研究は行われておら

ず、本研究が初となる。 

	  
序-3	本研究の目的	

	 本研究の目的を次のように設定した。 

	 第一の目的は、市民や非営利組織、行政を巻き込みながら、お互いの強みや弱みを補い、

実際に仮設住宅団地のコミュニティ生活環境を変えられるようになったのか、ということを

岩手県大槌町で「共創手法の実験場」として実験し、検証してみることである。 

	 第二の目的は、そうした検討を通じて、体制と事業の組み立ての問題を明らかにし、市民

や非営利組織、行政が仮設住宅団地のコミュニティ生活環境の再編を実現できるようになる

ガバナンスの条件を明らかにすることである。すなわち、仮設住宅団地での取り組みをもと

に、市民や非営利組織の能力を高め、行政と連携を目指した新しい地域運営の枠組みを提言

することである。 

 

序-4	研究の対象と方法	

	 こうした目的を具体的に検証する対象として、本研究では岩手県大槌町の仮設住宅団地の

取り組みを選択した。岩手県大槌町では、2011年に東京大学と震災後包括協定を締結した結

果、大学研究チームが支援と研究の両面性を持って、現地での活動を行うことができるよう

になった。そこで、コミュニティ生活環境の共創手法を開発し、大槌町で実践的に取り組み、

検証した。 

	 岩手県大槌町が本研究の対象として、他の事例と比べて、特徴的な点が３つある。第一に

エリアベースドの取り組みである点である。災害からの生活復興策は、特定のテーマを軸に

おいて、被災者の生活を支える仕組みや事業を構築する。例えば、福島県や仙台市、石巻市、

岩手県気仙地区などでは、被災地域の保険体制の不足を補うために、支援ネットワークの強

化、ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチの使い分け、新規事業の立ち上げ

という３つの戦略で、当該分野の機能の再生とパフォーマンスの向上を図っている。こうし

た取り組みは、その性質上、被災者の生活のある一部に特化した支援になり、その地域での

生活の全体を支援するものではない。一方で、大槌町のコミュニティ支援は、仮設住宅団地

を単位としたことで、あるエリアを中心とした生活ニーズを総体的に把握し、関連するテー

マの取り組みに繋げることを目指している点が特徴的である。第二の特徴としては、セルフ

ヘルプ志向の取り組みである点である。大規模災害後の復興は、地域の空間的な再編を伴う

ため、復興に向けた協議や計画策定が、本質的にエリアベースドのコミュニティ支援である。

しかし、その実行においては、特に空間整備に関して、行政の役割が大きい。大槌町のコミ

ュニティ支援は、被災者の主体性を再生し、生活環境を行政や支援組織等と協力しながら創

造する取り組みである。ゆえに、その実現のためにセルフヘルプが志向されている。第三の
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特徴は、戦略性である。仮設住宅団地でのコミュニティ支援は、物資支援から傾聴支援、交

流支援、技術支援、活動支援まで多様に行われている。これらの支援は、特定の問題への対

処に特化しているのが特報である。一方で、大槌町のコミュニティ支援は、特定の問題の直

接解決を目指してはおらず、被災者の問題解決能力の向上に働きかける取り組みである。そ

のため、その達成のために、戦略的に支援が行われたことに特徴がある。これらエリアベー

スド、セルフヘルプ、戦略性の３つの特徴を兼ねた大槌町のコミュニティ支援は、コミュニ

ティ生活環境の共創手法の研究の対象には適しており、また他の被災後のコミュニティ支援

とも区別できる。 

	 本研究のデータ収集は、インタビュー調査および行政や仮設住宅団地の代表者が所有して

いた資料、住環境点検活動・コミュニティ環境点検活動で作成した中間成果物で行なった。

インタビュー調査は、被災者支援室職員、用地管理課職員、岩手県保守管理センター職員、

各仮設住宅団地代表者 34名、NPO法人北上広域ネットワーク職員、サークル活動団体のメ

ンバー6名、地域支援員 10名に行なった。 

 

序-5	研究の構成	

	 本研究の構成と各所の内容は次の通りである。 

	 まず、第 1章では、震災関連の研究をレビューし、仮設期のまちづくり支援の論点を確認

する。それに加え、多元的社会のまちづくりのキー概念として、「政府の統治主体としての能

力の喪失」を背景とした「多様なサービスの供給主体」「行政と非営利組織の強みと弱み」「コ

ミュニティの自治と負担」があること、およびインフォーマルケアのキー概念として、「ニー

ズの全体性」「個の主体性」「福祉コミュニティ」があることを確認する。それらを踏まえて、

「コミュニティ生活環境」および「共創」の概念を整理する。それらのキー概念と問題の所

在をもとに、分析の視点を設定し、本研究におけるコミュニティ環境の共創手法の過程と取

り組みを明確化する。 

	 第 2章では、物的改善及びコミュニティ形成を目的とした「住環境点検活動」の実践を踏

まえて、公的組織による住環境の改善のシステムの特徴と自助・共助による住環境の改善の

特徴を整理する。そして、住環境点検活動の実施が、コミュニティの利益の誘導と主体性の

創出において、公助・共助・自助の領域に与える影響を明らかにする。 

	 第 3章では、インフォーマルケアの環境整備を目的に実施した「コミュニティ環境点検活

動」の実践を踏まえて、公的組織によるフォーマルケア体制の構築及びコミュニティレベル

でのケア環境の整備を整理する。そして、コミュニティ環境点検活動が、さらなるコミュニ

ティの利益の誘導と主体性の創出において、公助・共助・自助の領域に与える影響を明らか

にする。 

	 第４章では、仮設住宅団地の社会的交流活動の形成プロセスについて明らかにしている。

まず、仮設住宅団地における交流活動の意義を既存の研究のレビューから明らかにした。一
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方で、交流活動の推進の要として、集会施設と自治組織の存在を解説した上で、各仮設住宅

団地の物的環境及び社会的環境の整備の形成、住民主体の活動の形成について概観する。そ

して、住民主体の活動の形成について、社会的環境、物的環境、心理的要因の 3点から形成

プロセスのモデルを明らかにしている。 

	 後に第 5章で、第 1章〜第４章までの研究成果から、コミュニティ生活環境の整備にお

ける行政、ボランティア団体、専門家集団の相互作用の影響を整理し、本研究の目的である

市民やボランティア団体、行政が仮設住宅団地のコミュニティ生活環境の再編を実現できる

ようになるガバナンス環境を明らかにし、共創手法の構図を示す。 後に、今後の研究の課

題をまとめる。各章の役割および関係性を図序-1に示した。 

 

 

図序-1 本論文の各章の役割および関係性 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1章	 公共の実現と集団、津波被災後のコミュニティ 

生活環境の共創手法 
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第 1 章	 公共の実現と集団、津波被災後のコミュニティ生活環境の共創手法	

1.1	津波被災がもたらす諸問題と生活復興行	

1.1.1	津波被害後のコミュニティ崩壊と行政機能低下	

	 復興は単に建物や道路などの空間的な環境の整備を指すものではないことは、共通認識に

なってきている。特に、コミュニティ形成の重要性を多くの文献で指摘されている。高寄

（1999）によると、災害を大規模と小規模に分けた上で、大規模災害後のコミュニティ形成

には公共性があり、それを根拠に行政による介入が必要であると指摘している1。大規模災害

によって、住宅や店舗などの生活の場が破壊され、近隣関係等も破壊されることで、地域社

会の崩壊が起こる。その結果、生活面の問題を引き起こす。第一に被災者の健康や精神の破

壊を促す。また、コミュニティによる地域サービスが喪失する。さらに、自治能力が低下す

る。これらの状況は、その後の生活環境の悪化の起因となり、経済活動や社会活動を阻害し、

生活習慣病や孤立、虚弱化などの社会問題を引き起こすことになる。こうしたことから、地

域社会の崩壊が大規模災害特有の生活復興の困難性を作り出しているのである。したがって、

大規模災害後のコミュニティ形成には公共性があり、生活環境の悪化を防ぐことが生活復興

政策上、重要であると言えるのである。 

	 大規模災害の発生後の生活復興を促すためには、上記の問題を行政が統治し、解決するこ

とが必要不可欠である。しかし、行政による生活復興の実行には多くの課題が存在している

（高寄, 1999）。 

	 第一に公平性の問題である。災害は年齢や性別などに関係なく、等しく人々を襲うが、そ

の後の生活支援や経済支援の程度は被災者によって異なる。そのため、基準を設置して、支

援業務を行うこととなるが、その基準の設定が不公平を生むことがあり、批判が起こること

は少なくない。阪神・淡路大震災の際には、世帯人数が異なっても同じく 2K の間取りの仮

設住宅が供与されたという批判や、被災後熱心に地域救助活動をした人が公認の避難所に満

員で入れず、その後の支援にも差が生じるというケースも生じていた。東日本大震災で津波

が襲った地域では、同じ集落内でも自宅が残った人と自宅を失った人とが明確に分かれ、そ

の後の生活支援に差が生じていたというケースも少なくない。このような批判を回避するた

めにも、生活復興に携わる行政には柔軟な対応が求められている。 

	 第二に総合性の確保である。阪神・淡路大震災では、中央省庁・府県・市町のセクショナ

リズムにより、災害行政が被災者のニーズに即応できなかったという課題が露呈した。その

結果、部門ごとにバラバラの中途半端な対応をしていると非難された。これは、基本的には

現場重視のシステムになっていなかったため、上流から下りてきた指針や方針で実務が個別

に実行された結果であると言える。それでも、地域コミュニティが機能し、コミュニティ内

でバラバラの対応を統合することができれば、被災者のニーズへの即応にもある程度対応で

きるであろう。しかし、前述の通り、大規模災害ではそもそも地域コミュニティが崩壊する

ため、コミュニティ内でバラバラの対応を統合することは厳しく、現場に近い市町村が総合
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性を確保し、被災者のニーズに対応することが求められる。 

	 第三に市民ニーズの調整である。現代社会の市民ニーズは多様であり、特定の社会的階層

や所得階層などによるニーズの偏りは少なくなってきている（P.Healey, 2010）。ゆえに、市

民ニーズの調整は、ときに慎重かつ丁寧に行う必要がある。さらに、津波被害においては、

地理的にも被災の程度が異なり、また仮設住宅が離散的に建設され、多様なバックグラウン

ドを持った被災者が入居することで、被災者のニーズは一層多元化することとなる。生活復

興行政という観点からは、市民ニーズの調整は大きな課題である。 

	 第四に即応力の確保である。いくら総合性を確保し、市民ニーズを丁寧に調整しても、解

決策を実行できる能力が伴わなければ、被災者の生活復興の実現には至らない。しかしなが

ら、高次の政策的対応を求められる被災自治体にとって、能力的に限界があり、制度の壁も

あるため、行政がすべての市民ニーズに即応することは不可能であると言える。そのため、

民間ボランティアや団体などの機能を活用するため、官民が連携して、即応力を補完するこ

とが求められる。 

	 生活復興行政を実行するにあたっては、被災自治体はこうした課題に対応する必要がある。

しかし、ことに津波被害においては、被災自治体の行政機能が破壊されることとなり、そも

そも統治主体としての能力を失う結果をもたらした。それゆえに、後述の空間的環境・ケア

サポート環境・社会的環境の問題を、統治主体としての能力を失った行政が一手に対処する

ことは不可能であることは明らかであった。そのため、まずは総合性の確保、市民ニーズの

調整、即応力の確保が可能な状況を作り出す必要があった。 

 

1.1.2	津波被災後の仮設住宅団地における生活環境の問題とその影響	

	 行政サイドの課題として、統治主体としての能力の喪失を指摘した。一方で、被災者サイ

ドの課題としては、生活環境の悪化が問題となることを前述した。本節では、その仮設住宅

団地における生活環境の問題について整理を行う。 

	 物的環境に着目すると、仮設住宅団地内に集会施設があり、そこにアクセスしやすい施設

と空間配置が肝心であることがこれまでの知見から明らかである。例えば、田中正人は、仮

設住宅団地に設置された「ふれあいセンター」が「希薄化したコミュニティを回復する制度

として重要な役割を果たしてきた」（田中, 2014）と指摘しており、入居者同士の交流施設の

重要性が示唆されている。落合らがインドネシアで行った調査の結果では、多目的ホールを

中心とした配置形態を取った仮設住宅団地では、そうではない仮設住宅団地よりも居住者の

自治が確立し、コミュニティ活動も活性化しており、コミュニティ形成における施設および

空間配置の重要性が示唆されている（落合ら, 2009）。 

	 しかし、津波被災後の仮設住宅団地の住環境の問題は、集会施設の問題には止まらない。

津波被災はこれまでの地震のみの被災と異なり、市街地を面的に破壊していることが大きな

特徴の一つである。したがって、津波が被ったエリアの外に仮設住宅団地を作る必要があっ
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た。それゆえに、移動環境の不備な地区に仮設住宅団地を建設することもあり、医療や買い

物などのサービスへのアクセスが困難であることが指摘される。また、周囲に日常的に通え

る娯楽施設や運動施設、散策路なども不足するため、家での引きこもりによる運動不足のリ

スクも高まることとなった。さらに、道路環境の不備や害獣の出没などによる事故リスクも

挙げられる。また、スピード重視の仮設住宅の建設だったため、団地内の環境も砂利敷や段

差（玄関等）手すり未設置等があり、高齢者による転倒骨折のリスクもあった。被災者にと

って、こうした怪我の発症や生活習慣の悪化を引き起こしやすい物的環境が問題として認識

される。 

	 空間的環境の問題に加え、災害後に被災者をケアするための支援環境の整備にも課題があ

る。この重要性が顕在化したのは、阪神・淡路大震災の経験からであると言っても過言では

ない。阪神・淡路大震災の現場で生活支援に取り組んだ神戸協同病院院長の上田耕造氏の著

書（上田, 2000）によれば、仮設住宅での孤独死とメンタルヘルスの疾患が震災における公

衆衛生の問題として顕在化した。身体は大丈夫であっても、大規模災害によって家族や仕事

の喪失を経験し、心に大きなダメージを受ける人は少なくない。その結果、すでにメンタル

疾患だった患者だけでなく、新たに急性ストレスやアルコール依存症、鬱状態など精神的な

疾患を患った人が精神科の受診を希望した。また、仮設住宅への移動は、被災者を元の地域

やコミュニティから離し、世帯の分離を促し、被災者を社会的に孤立な状況に追い込みやす

い。社会的孤立が人と社会に悪影響を及ぼすことはよく知られており、心臓疾患のリスクの

増加や生活習慣の悪化、治安の悪化などに影響を及ぼす（浦, 2014）。これらの影響は死亡リ

スクを高め、仮設住宅の独居世帯の孤独死の発生を招いた。こうした状況は社会的にも問題

化した。そこで、従来の枠を超えた精神科サービス2を提供する「こころのケアセンター」と

仮設住宅団地での「コミュニティケア」が実践され、被災者の心身のケアに有効であること

が示唆された。後者の「コミュニティケア」では、グループホームケア事業と生活支援員（LSA）

派遣事業が実践され、高齢者や障害者に対し、行き届いたケアと住まいの一体化のみならず、

コミュニティづくりやインフォーマルケアによって孤立の予防を可能にした。この経験は、

高齢社会時代の災害後のケアサポート環境のイメージを提示した。 

	 東日本大震災では、津波によって市街地が面的に破壊され、保健医療サポートの不足によ

る疾病悪化リスクであったり、要介護・要支援者への介護サポート不足による ADL の低下

促進であったり、被災者の虚弱回復を助けるサポート体制の不足がより深刻となった。もと

もと弱者のケアには、家族によるサポートが強力だった地域だったため、その体制が崩壊し

たことによって、弱者の虚弱化が深刻な問題になり得た。ケアサポート環境の未整備は、

悪孤独死や孤立死リスクを高めることにもなった。 

	 後に、社会的環境の整備にも課題がある。仮設住宅団地の入居者は、自宅が被災して家

を失ったという共通点はあるが、出身地域や経済状況、社会的地位などバックグラウンドが

異なる人々の集団であり、社会的関係を形成する拠り所が脆弱である。例えば、長谷川らが



 16 

仮設住宅団地の集会施設が一部の居住者のみが利用し、排他性が顕在化している実態を見て、

「新しいコミュニティの自主的な発生が望める場所ではない」（長谷川ら, 2006）と指摘した

ように、団地で形成されたサークルや社会関係等の社会的環境が仮設住宅団地での社会的交

流の弊害になりうる。これは、孤立予防の観点からは、被災者の社会的環境の整備には介入

が必要であると言える。 

	 東日本大震災では、大量の仮設住宅の供与が必要であったため、各仮設住宅団地には 低

限の社会的交流環境しか供与されなかった。規模によっては、施設が不足したり、支援環境

に差が出るなどのことが予想された。交流活動レベルが低下すると、仮設住宅団地内のコミ

ュニティでの孤立化や心身の虚弱の進行を引き起こすことになる。 悪、自殺のリスクが考

えられた。 

	 このように、大規模災害が発生すると、コミュニティの崩壊と行政の統治主体としての能

力の低下が起き、仮設住宅団地での被災者の生活の課題が解決されない結果、生活環境の悪

化と被災者の心身の虚弱化が起きることが予想された。そこで、まずは被災者がコミュニテ

ィの力を再生させ、主体性を取り戻し、行政やボランティア団体などの主体と連携すること

が必要であった。 

 
1.1.3 仮設住宅団地におけるコミュニティ形成	

	 このように、これまでの震災に関わる知見からは、仮設住宅団地におけるコミュニティ形

成の支援の必要性が明らかとなった。しかも、理念的にコミュニティの形成を求めるという

よりかは、手段としてコミュニティの形成を促す必要があった。そこで、コミュニティが形

成される生活環境として物的社会的環境を整備し、コミュニティの主体性の内発的発展を促

し、インフォーマルケアや自発的活動を形成することを目指す必要があった。 

	 それでは、コミュニティを作るための物的社会的環境とはなんだろうか。それを「場所」

の概念を整理することで、その定義を行う。そもそも、ある場所を規制や政策によって物的

環境を整備するだけでは、望ましいコミュニティを作ることはできないことを我々はよく知

っている。20世紀に誕生したニューアーバニズムという考え方は、魅力的で機能的な物理的

形態の整備を通じて望ましいコミュニティ3を作ることを模索した。しかし、実際には、その

コミュニティにおける社会的経済的な効果を生み出していなかったことが指摘されている

（Gill, 2006）。そこで、「場所」は、物質的な要素で規定されるものではないことを認識し

なければない。むしろ社会的にも形成される概念である。人々は場所に意味や価値を込めて

いる。その意味や価値というのは、人々が生活の中での体験から作りだすものであり、個々

人で意味や価値が異なる。現代のように、人や情報の流通が高速に広範囲に渡ると、人々が

所有する経験や知識は一致しづらい。必然的に人々の価値や考え方は多様化し、同じものを

見たり体験したりしても、意見は異なってくる。ゆえに、人々が交流し、それぞれが場所に

持つ意味や価値の相互交換を通じて、ある場所に品質が社会的に形成される（Healey, 2010）。
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したがって、場所というのは、特定の地理的範囲もしくはその範囲にある住宅や公園、道路

などの施設の集合のみを指すのではなく、そうした環境の上で行われる生活から意味が生み

出され、社会的に形成される概念でもあると理解できる。このような場所の概念から考える

と、ある場所にコミュニティを作るということは、人々が共生し、そこでの生活に共同性を

認識し、主体性を創出する物的社会的環境を整えることであると理解できる。それを「コミ

ュニティ生活環境」と定義する。 

	 では、大規模災害後の仮設住宅団地のコミュニティ生活環境を整備するとは具体的にどう

いう行為なのだろうか。これまでの議論より、大規模災害後の仮設住宅団地におけるコミュ

ニティ生活環境の整備とは、開放的な集会施設の整備やその自由なアクセシビリティの確保

とともに、自治組織の設立を通じて、居住者の社会関係を包摂し、その関係を維持する社会

的活動を形成することであると理解する。そのためには、外部の主体が支援や介入をし、仮

設住宅団地のコミュニティにとっての共同利益の有無を発見するだけでなく、その利益の維

持や改善に貢献するための合理性や誘因を共に作る必要がある。それは、仮設住宅団地のコ

ミュニティに、共通のアイデンティティや共同利益が暗黙裡で共有されているものではない

ため、誰もがフリーライダーになることを合理的に判断しうるためである。したがって、後

述するように、コミュニティを形成し、行動を促すためのプロセスを作っていく必要がある。

次節では、ガバナンス論、コミュニティ活動論、ケア論を整理し、そのプロセスを構築する

ための知見を整理する。 

 
1.2 コミュニティ形成を見る 3 つの視点	

1.2.1	政府の統治主体としての能力の喪失と多様な公共の担い手	

	 前節では、津波被災によって被災自治体は統治能力を喪失し、生活復興行政上、対応が求

められる総合性の確保、市民ニーズの調整、即応力の確保が可能な状況を整えることが先決

であることを説明した。その解決策として、コミュニティを作り、コミュニティが多様な担

い手と連携するアプローチが必要であることを、ガバナンスの観点から概観し、その特徴と

課題を整理する。 

	 まちづくりの歴史において、担い手の多様化が著しいことが見て取ることができる。例え

ば、20世紀の都市計画に関して言えば、都市の人口増加や開発需要等を予測し、行政がある

べき都市像を計画し、規制や事業によって都市空間の整備や改良が行われてきた。その点か

らは、ハードの側面のまちづくりの担い手は行政であったと言えよう。一方で、20世紀後半

になってくると、行政が行う規制や事業に対して、自分たちの生活環境を守ろうとする住民

運動が世界各地で発生し、市民や住民自らが主導して、生活環境を保全し、改善する動きが

取られるようになった（佐藤, 1999）。日本では地区計画制度が、住民発意のまちづくりを推

進する制度として参照されているが、こうした制度の導入とともに、市民が計画の策定プロ

セスに参加し、住民が主体となったまちづくりが模索されるようになった。さらに、経済低
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迷によって、税収の減少や景気の悪化が発生すると、景気を刺激するために、民間の活力を

積極的に活用しようとする政策が行われるようにもなった。その結果、土地利用などの規制

緩和やパートナーシップの締結など、企業と連携するまちづくり手法も模索されるようにな

った。こうした背景の中で、行政だけでなく、市民や企業もまちづくりの担い手であるとい

う認識が徐々に形成され、現実的に多様化する結果を生み出している。 

	 こうした担い手の多様化は、都市計画分野だけでの現象ではない。特に、社会福祉分野で

もこうした現象は起きている。西欧を中心に、19世紀後半から福祉国家が形成され、貧困層

や社会的弱者を国が税金で支えるシステムを構築してきた。しかし、上述と同様、経済低迷

による税収減少や経済のグローバル化による産業構造の変化によって、福祉国家のシステム

が危機に陥り、公共セクターの改革が求められるようになった。1980 年代以降には、NPO

に代表される市場志向の改革が推し進められ、行政以外の主体が公共サービスを供給できる

ように変化した。しかしながら、この改革は政府の空洞化を引き起こし、市場でのサービス

が難しくなった時に、必要な公共サービスが提供できなくなる危機に直面することとなった。

そこで、注目されるようになってきたのは、コミュニティ組織やボランタリー組織であった。

市場では小さすぎてサービスを提供できないニーズに対し、彼らはニッチな領域にサービス

を提供することができた。そうした非営利組織の強みを生かすため、多様なサービスの供給

主体をネットワーク化し、連携しようと政府が模索するようになってきたのである。 

	 このように、公共の空間整備やサービス供給に対して、政府は統治主体としての能力を失

っていった。市民の視点からは、政府を自分たちが求める公共を実現できないものとして認

識することなり、政府は信用も失われてきた。その一方で、市民社会はコミュニティの力で

身近な生活環境やニッチな領域のサービスの供給が行われた。 

	 価値が多元化した社会での公共の実現には、多様な供給主体が連携することが必要不可欠

であるが、そうした連携の実現には大きな課題が存在する。その一つは公共のスケールの問

題である。ある地域コミュニティを構成する集団にとっての共同利益と市町村全体の集団に

とっての共同利益は必ずしも一致するものではない。したがって、それぞれの共同利益や優

先課題を巡って緊張関係を作り、ときには対立を生むこともある。この緊張関係や対立は

NPM論の台頭によってより加速されている。 

	 NPM は 70 年代の財政危機を乗り越えるため、行政も民間のように、業務を効率化して、

効果を高める経営手法のことである。その結果、公共政策の成果を指標化し、目標を設定す

ることで、その達成するように努力を促すようになった。また、資金提供者が目に見える成

果達成を求めることによって、財政の厳しい地方行政はますます成果主義を強化することと

なった。しかし、こうしたアプローチは必ずしもコミュニティにとってのアウトカムにはな

らないことが指摘されており（L. Pugalis, 2013）、パートナーシップ形成の障壁となってい

る。ゆえに、特に都市再生政策を実施する上では、アウトカムの捉え方が問題となっている

（Tyler et al., 2013）。地域コミュニティと自治体との連携を考えるときには、双方の利害を
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尊重しつつも、合意できるアウトカムを模索することが必要であると言えよう。 

	 行政と非営利組織にはそれぞれの固有の強みと弱みがある。行政には平均的な態度を持っ

た市民に対しサービスを提供し、ニッチなサービスを求める人々に対して提供しづらいとい

う特性がある。全ての人が平均的で画一的な社会であれば、行政のサービスに十分に質が担

保されるのであろう。しかし、現代のように社会が複雑になり、人々の要求も多様化してく

ると、行政が提供できるターゲット層の範囲は狭くなり、よりきめ細やかなサービスを提供

できる主体の協力が欠かせなくなってくる。こうしたニーズに対して民間営利企業がサービ

スを提供することは可能であるが、利益が出ない分野には企業はサービスを提供しなくなり、

「市場の失敗」が起きる。こうした分野において、NPO などの非営利組織は強みを発揮す

る。すなわち、少数派への対応ができ、迅速に柔軟に対応することができる特性をもつから

である。 

	 しかしながら、NPO等の非営利組織も弱みがあり、「ボランタリーの失敗」（Salamon, 1999）

を発生する状況がある。第一に不十分性であり、現代の多様なニーズに対して供給力が不足

している点である。第二に偏重性の特性があり、特定の関心や目的を持っているため、偏っ

た層にしかサービスを提供しない恐れがある。第三にパターナリズムを有しており、支援者

の自立の機会を奪う可能性を持っている。 後に、専門性の不足であり、多くの場合、アマ

チュアがサービスを提供しているため、複雑な問題に対処できないことも起こりうる。この

ように現代の社会に対して、行政も非営利組織も一方だけでは、ニーズを充足することは難

しいことが言える。ゆえに、どちらか一方が相手に完全に取って代わることは理論的に不可

能である。双方の強みと弱みは、足してプライマイゼロになるようなゼロサムの関係ではな

く、相互補完させることが肝心であることを理解する必要がある（廣川, 2007）。 

	 ところで、こうした緊張関係や対立は地域コミュニティと自治体の間だけのことではない。

統治機構の中でも、高速鉄道整備などの利害を巡って、市町村や県、国など統治のスケール

間でも発生する（Tornberg, 2012）。ゆえに、こうしたスケール間での利害の調整を図る行

為が公共の実現には求められている。 

	 広原はコミュニティ政策の文脈においては、スケール間での利害調整の行為について別の

指摘をしている（広原, 2011）。広原によると、一般に言って、地方自治は国家支配のための

統治機構の一部でありながら、住民生活を維持管理することができなければ権力としての統

治機構を果たすことができないために、地方自治は自治体機構と行政機能を通して住民支配

の制度や手法を発達させるとされている。そこで、地方自治・住民自治の発展につながるの

か、それとも地域住民の負担と管理統制につながるのかということの判断がきわめて重要で

あることを指摘している。 

	 ここまでの議論で見てきたことは、21世紀のまちづくりが抱える論点である。政府の統治

主体としての能力の喪失を背景に、市場志向やコミュニティ組織やボランタリー組織と連携

し、協力しあって、より良い公共の実現が目指されつつあることを指摘した。しかし、その
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一方で、多様な主体が関わることの問題として、スケール間やセクター間の調整が必要不可

欠になることも理解した。特に、それぞれの主体が持つ特性が異なり、その特性を理解して、

補完関係の構築をし、新しいガバナンスを志向することが求められていると理解できる。 

 
1.2.2	コミュニティと集団行動の理論	

	 社会経済が多元化し、輻輳化していく中で、政府は公共の実現の責任を十分に果たせなく

なってきた。そこで、コミュニティの力を活用した新たな公共の実現に期待が寄せられるよ

うになってきた。しかし、一方でコミュニティの希薄化が地域の疲弊を促してきたことも指

摘されている。ゆえに、コミュニティの紐帯を強め、コミュニティの力を再生する方策を探

る必要がある。そこで、本節は、コミュニティと集団行動に関する理論について整理し、コ

ミュニティの力の再生の論点を探る。 

	 オルソンは「集合行為の論理−公共財と集団の理論」を 1965年に公刊し、集団の中におけ

る個人の行動の論点を提示した。オルソンの議論の出発点は、彼によれば、「集団が利己的な

行為するという考え方が、合理的で利己的な行動という前提から論理的に生じるということ

は、実際に真実ではない。たとえ集団のすべての個人が合理的で利己的であるとしても、彼

らは、その集団の目的が達成されれば獲得するので、その目的を達成するために行為するこ

とにはならない。それどころか、集団の中の個人の人数がきわめて少数でない限り、あるい

は個人を共通の目的のために行為させる強制ないし何らかの他の特別な工夫がない限り、合

理的で利己的な個人は、その共通の利益ないし集団の利益を達成するために行為しないであ

ろう。」 

	 ここでオルソンが指摘していることは、集団が個人と同じように合理的で利己的な行動を

とることはまず真実ではないという問題である。すなわち、個人が合理的で利己的に行動す

る存在であるならば、そうした個人が共通の利益のために集団を形成しても、その集団を構

成する個人は何もしないで集団の目標を享受することが賢い選択であると判断し、結果的に

集団のために行動をしないことになる問題をついている。つまり、フリーライダーを排出す

る結果を生む。このフリーライダー問題に対処する方法は３つ提案されており、小集団の形

成、強制、選択的誘因としている。 

	 こうした問題を地域コミュニティに当てはめて考えることはできる。例えば、ある団地の

自治組織に所属していなくても、その自治組織は団地内の清掃活動などを行ってくれるので、

同じ団地の住民であるだけで、自分は何もしなくても良好な住環境を享受することができて

しまうことになる。さらに、自治組織に所属しているメンバーの間でも、そうした清掃活動

に参加する人と参加しない人に分かれ、参加しない人は前述の組織外の団地住民と同じよう

に何もしなくても良好な住環境を維持するという共通の利益を享受できてしまうことになる。

近年は高齢化も背景となり、地域の消防団などの地域団体の活動に参加する人が減少し、担

い手不足が深刻化してきている。オルソンの理論からは、集団行動は自然発生的なものでは
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なく、集団の構成員が一定の目的意識を共有し、行動を促進させる力が伴う必要があること

を示唆している。 

	 集団が実行する行動は、そのコミュニティが形成し、成立する相互作用の“産物”として

捉えられることもできる（Gallent&Ciaffi, 2015）。その産物の目的は 4 種類存在し、「脅威

や機会に対する対処」「社会的一体性の持続」「弱者の支援」「住民支配」に分類することがで

きるが、いずれのタイプの集団行動にしろ、自然発生的には存在しえない。なぜなら、フリ

ーライダー問題が発生するためである。そこで、注目されるのがソーシャルキャピタルやコ

ミュニティ意識であり、これらがコミュニティ活動の発生に影響を与えていることは多くの

文献で指摘されている。例えば、Chaskin ら（2001）は、「コミュニティのウェルビーイン

グを改善・維持し、集団的問題を解くことを押し上げる」のは、集団内にあるソーシャルキ

ャピタルであると指摘している。「集団的問題」とウェルビーイングを継続に必要な行動に対

する同意を定義づけるのは集団内の対話的特性であるとしている。また、Welzelら（2005）

によれば、規範や信頼、互恵という形でソーシャルキャピタルが集団内の繋がりを集団行動

に変換する役割を担っていると指摘している。逆に言えば、ソーシャルキャピタルが機能す

るには、コミュニティ内の繋がりが必要不可欠であり、社会取引のネットワークや集団のア

イデンティティなどがあることが条件となることを示唆している。また、コミュニティ意識

もコミュニティの生活の質を測る指標としてよく使用され、地域活動の参加を促進させると

広く認識されている（Chavizら, 1990; Perkinsら, 2002）。 

	 しかし、Nienhuis ら（2011）の調査によると、コミュニティ活動に参加する人は、確か

にコミュニティ意識の高さが強く影響しているが、一方で参加しない人が助け合いなどに否

定的というわけではないことを指摘している。むしろ、個人の生活スタイルに依存している

ことも明らかにしている。このことから、地理的な範囲を持つ集団は、否応なくその地理的

な範囲に関して共同利益を作り出しうるが、自動的にその共同利益に対して集団行動を取る

ものと考えるべきではない。個人の生活スタイルによって、その集団行動に参加するかどう

かが分かれるため、その生活スタイルに犠牲を与えない程度に、集団内の社会交流の質を高

めていく必要があることが示唆される。また、個人の方もうまく生活スタイルを合わせてい

く努力も必要になることが示唆される。すなわち、現代のまちづくりとしては、弾力性のあ

るコミュニティ形成支援が求められていると言えよう。 

	 このように、コミュニティと集団行動に着目してみた結果、オルソンの理論からは、集団

は自然発生的に存続するものではないし、特に公益的な行動を伴うものであれば、その持続

には何かしらの仕掛けが必要であることが見えてきた。ただ、個人の合理的な判断だけが集

団行動を決定しているわけではなく、社会的交流の高まりが、コミュニティの強化や行動化

に関係している。したがって、個人の生活スタイルとのバランスが成り立っている人が、コ

ミュニティの活動に参加している。ゆえに、個人の心理を変化させる支援や介入がコミュニ

ティの活動には必要となる。 
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1.2.3	コミュニティとインフォーマルケア	

	 高齢社会時代の災害時のケアサポート環境には、仮設住宅団地におけるコミュニティケア

を実現する環境が求められる。その実現には、コミュニティケアの概念を整理し、その実践

上の課題を明らかにする必要がある。そこで、本節ではケア分野におけるコミュニティの扱

いを明らかにし、インフォーマルケアとコミュニティ形成の相互作用について議論する。 

	 ケアを理解するには、ケアはケアを受ける主体とケアを提供する主体との関係がある上で

存在する概念であるということを理解する必要がある。稲葉によると、ケアの目的は「他者

の福祉の実現」であり、ケアそのものは「他者の様々なニーズを充足する行為および対応」

という手段であると言う (稲葉, 2013)。このケアの概念は、育児や介護などの手段性の強い

ケアと傾聴や悩み事の相談などの表出性の強いケアの二種類の手段の組み合わせによって

「他者の福祉の実現」、すなわち他者の幸福の増大化を実現することを意味している。逆に言

えば、ケアを受ける主体のニーズがなければ、ケアという行為は発生しないことになる。 

	 このニーズは必ずしもケアを受ける主体によって設定されるニーズ（主体的ニーズ）だけ

ではない。ケアを提供する主体が想定するニーズ（外挿的ニーズ）もあり、社会が設定する

ニーズ（社会的ニーズ）という三者に区分できることに注意する必要がある。三者のニーズ

が一致するようであれば、望ましいケア行為がなされることになる。しかし、それぞれが異

なるニーズを設定すると、コンフリクトが生じることが理解できる。したがって、ケアの環

境を整えるということは、主体間のニーズを調整し、ニーズに合わせた手段が選択できる環

境を整えることになる。 

 
図 1-1	 ケアを構成するニーズ（出典：稲葉昭英「インフォーマルなケアの構造」, p.229, 2013） 
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	 実際的には、手段はフォーマルケアとインフォーマルケアで構成される。フォーマルケア

とは、契約に基づくフォーマルな関係によって提供されるケア行為であり、インフォーマル

ケアとは、非制度的・非契約的な個人的関係（例えば、家族や友人など）によって提供され

るケア行為である。フォーマルケアとインフォーマルケアが代替・補完できない機能を有し

ているとする主張もあるが、冷水らの研究からはケア内容によってフォーマルケアとインフ

ォーマルケアの選好が変わることが指摘されており、これらの関係は競合するものではなく

機能分担が可能であることが示唆されている（2009, 冷水編）。ケアサポート環境として達

成すべきことは、これらのフォーマルケアとインフォーマルケアの適切な組み合わせである

と言える。 

	 こうしたケアの概念の中で、コミュニティはどのように扱われるのであろうか。コミュニ

ティは、ケアの受給、ケアの提供、ケアニーズの設定にそれぞれ関わる要素であり、コミュ

ニティの捉え方次第で、コミュニティケアの捉え方は大きく変わってくるはずである。日本

の地域福祉の歴史を見ると、コミュニティケアの考え方が登場するのは 1980 年代のことで

あり、急激な高齢化社会に対応するために、従来の施設型福祉中心が見直されたためであっ

た（2014, 田中）。イギリスが発祥のコミュニティケアの考え方は、関連する福祉資源を強

化し在宅ケアを行う「ニーズの全体性」と地域の当事者を組織化する「個の主体性」という

地域福祉の骨格を形成した。しかし、伝統的なコミュニティケア論では、コミュニティの内

容に触れないまま、保健・医療・福祉の領域からの制度によるサービスを議論しがちであっ

た（1997, 金子勇）。つまり、地域社会性や地域共同性とケアの実践を切り離して考えてい

たのである。地域福祉におけるコミュニティ（福祉コミュニティ）の対象化が理論と実践で

定位していないのである。 

	 その後、地域福祉の実践が試みられる中で、福祉コミュニティの概念の議論も活発化した。

日本の福祉コミュニティの類型化については、瓦井（2003）が参考になる。瓦井の分析では、

日本におけるコミュニティ概念は、要援護者の支援を目的とした機能的コミュニティのあり

方を追求する概念と、福祉活動を出発点として、地域コミュニティの自治を追求する概念が

共存していると指摘している。前者と後者のコミュニティの特徴の違いは、そのコミュニテ

ィを構成する集団が限定的か包括的かの違いである。この特徴の違いは、ケアのあり方に影

響を与える。要援護者の支援の目的が強い福祉コミュニティが提供するケアは、手段性が強

いケアに有効と言えるだろう。また、フォーマルケアとインフォーマルケアの組み合わせの

調整の場としての機能が期待できる。一方で、包括的な福祉コミュニティの力は、住民間の

相互援助の下支えが前提となるため、表出性の強いケアの提供に有効と言えるだろう。 

	 しかし、このような福祉コミュニティの概念は規範的な性質が強く、実態的には実現して

いないと言えるだろう。例えば、前者の機能的コミュニティとしての福祉コミュニティは、

伝統的には民生委員などの行政委託の制度が担ってきた。民生委員は、自主的に奉仕的に地
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域で福祉を支える住民側のキーパーソンであり、その活動は「関係行政機関に対する『行政

協力活動』と、規則や法律によることなく任意の実践を進める『自主活動』の 2つの側面で

捉えられ」、その性格は二重性を有している（稲葉一, 2004）。しかし、その性格ゆえに、担

い手の若返りや活動の自主性・主体性の維持、活動の計画性・組織性が課題となっている。

上記で期待するようなフォーマルケアとインフォーマルケアの調整の場にコミュニティが関

わることはできず、またインフォーマルケアとも見なせる自主活動の発展にも支障が出てい

ることを考えると、「公的な組織はサービスの提供者であり、住民はそれを受け取るだけの立

場であるという従来型の図式はうまく機能しない」ことを認識せねばならない（浦, 2014）。

むしろ、関係機関や多職種の連携を進めることが重要となる。 

	 さて、後者の福祉コミュニティの実現の課題も大きい。相互扶助が下支えとなったコミュ

ニティによる地域福祉活動の推進は、伝統的なコミュニティであれば現実的であったであろ

う。かつての社会は地域コミュニティの心理的な厚い壁によって、地域内部の人々が固く結

ばれて、相互に助け合っていた。しかし、価値が多様化し、人の流動性も高い社会に変わっ

たことで、家庭と家庭との間の自由な往来を抑制するように家庭の壁が厚くなり、地域内部

での自然発生的な相互扶助を減少させることにもなった。そうした地域コミュニティの希薄

化が進行すると、個人のプライバシーを守るために、家庭の壁はますます厚くなる。結果と

して、地域内部での相互扶助はますます減少することとなり、地域コミュニティを基盤とし

た福祉活動の実現は不可能となる。そのため、現代社会においては自然発生的な相互扶助を

下支えとした地域福祉活動の推進を目指すのではなく、住民を主体としつつ、公的組織や中

間支援組織などによるコミュニティづくりが下支えをしながら、インフォーマルケアとなる

地域福祉活動を支援することを模索する必要がある。 

	 これまで見た通り、ケアの分野ではコミュニティの内容を適切に扱ってこなかった。地域

福祉という領域が誕生したことで、ケアとコミュニティが結びついたが、その意味は地域の

中での在宅ケアの推進という意味でしかなかった。福祉コミュニティの概念が議論されるよ

うになってきたことで、住民の福祉活動の組織化やケアニーズの調整のための他職種連携な

どが個別に取り組まれるようになってきたが、全体としてのシステムには発展できていない。

実態に即して、コミュニティ形成を支援し、他者の福祉の実現につなげていくための活動の

創出とプラットフォームの整備が必要となる。 

 

1.3	小括：津波被災後の仮設住宅団地におけるコミュニティ生活環境の共創手法	

1.3.1 共創手法：プロセスと取り組み	

	 ここまで、大規模災害によるコミュニティの崩壊によって引き起こされる問題を考えるこ

とは、東日本大震災前から問題になっていたガバナンスの問題と高齢社会の問題との関わり

があることを指摘した。現代を生きる我々の生活は、政府によって統治されて維持されてい

るわけではない。また、市場による経済活動のみで支えられているわけでもない。むしろ、
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これらの力は市民が望まない結果を招くこともあった。ゆえに、コミュニティの力によって、

生活を守り、新たに作っていく必要が出てきている。それは、ケアの観点も同様で、コミュ

ニティや家族の下支えによるインフォーマルケアと制度的・契約的なフォーマルケアの組み

合わせによって、ケアが必要な人の生活を支えることが、高齢社会時代においては望まれて

いる。しかし、コミュニティの希薄化や崩壊が進行している現代において、自然発生的なコ

ミュニティは期待できない上、政府が指導的に作るコミュニティは住民自治を弊害する恐れ

がある。したがって、上から組織を作って住民に押し付けるのではなく、住民同士が共同の

課題を発見し、コミュニティで活動する必要性を認識していくプロセスが重要である。	

	 こうした論点は、大規模災害後の仮設住宅団地でも同様である。政府の統治主体としての

能力の喪失は、津波被災後にも起こりうることが、東日本大震災の結果として、明らかとな

った。人口 1万人規模の小規模自治体では、首長や行政職員が津波の被害に会い、行政機能

の被災も甚大なものとなった。その結果、避難所の運営や仮設住宅の供与など、被災後の業

務にも混乱がきたしたところは少なくなく、行政の力だけで短期間に仮設住宅団地の生活環

境の問題を解消することは困難であった。一方で、仮設住宅団地のコミュニティ生活環境を

改善していかないと、被災者の虚弱化を促進するリスクが高いと指摘されていた。そこで、

なんでも行政頼みにならないように、各仮設団地のコミュニティの力を再生したり、NPO等

の非営利組織の力を活用したりして、仮設住宅団地のコミュニティ生活環境の問題に対処す

ることが必要となっていた。こうした政府の統治主体としての能力の喪失を背景として、多

様な非営利組織やコミュニティ組織の協力への注目は、これまでの公共の空間整備やサービ

ス供給の実現と類似性を見出すことができる。 

	 これまでの議論を踏まえると、津波被災後のコミュニティ生活環境のプロセスを以下のよ

うに整理することができる。 

1) 範囲の特定 

津波被災後の仮設住宅は一定の土地にまとめて供与され、団地を形成する。近隣の市街

地とは空間的にも社会的にも異質である。そのため、平時のまちづくりに比べると、コ

ミュニティを作る地理的な範囲は比較的明確であると言えよう。しかし、1.1.3で指摘し

たように、居住者が仮設住宅団地という地理的範囲に必ずしも意味を見出しているわけ

ではない。まずは、居住者同士の交流を促し、彼らにとっての生活の範囲を特定し、コ

ミュニティ生活環境の範囲を見出す作業が必要である。 

2) 社会関係の醸成 

範囲の特定が決まれば、そこでの住民相互のつながりと信頼感の醸成を促す。1.2.1で指

摘したように、コミュニティの基盤は相互の社会取引であり、そうしたものが不足して

いる仮設住宅団地においては、まずその醸成を促す必要がある。被災者の生活スタイル

は、生活再建や復興の動向によって、日に日に変化することが予想される。そうした環

境下で、仮設住宅団地のコミュニティの力を高めるとなれば、社会的交流のきっかけを
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意図的に仕掛けることを行う必要がある。 

3) 共同利益の特定 

オルソンの理論からは、集団行動は自然発生的なものではなく、集団の構成員が一定の

目的意識を共有し、行動を促進させる力が伴う必要があることを示唆した。仮設住宅団

地の居住者が社会的活動の形成を促すためには、居住者同士の共同利益を特定する作業

が必要である。そこで、彼らの生活環境を点検し、物的社会的インフラについて集団と

しての課題、目標を共有し、集団としての共同利益の特定を仕掛けることを行う。 

4) リソース・専門性の補完 

コミュニティ組織も非営利組織の一種であり、専門性が乏しいことが指摘される。共同

利益の達成に向けて、行動を起こすためには、リソースや専門的ノウハウを必要とされ

る。そこで、行政や支援団体に働きかけ、公的介入や外部支援リソースを獲得すること

を促すことが必要である。 

5) コミュニティ活動の実行 

上記の条件が整ってきたら、コミュニティ生活環境の改善のための具体的な計画や事業

の企画を支え、実践することを行う。 

	 ここまで津波被災後の仮設住宅団地におけるコミュニティについて考察をしてきた。これ

らのことから、津波被災後のコミュニティはゼロベースで流動的となるため、より強力なイ

ンセンティブや適切な介入をしていく必要があることが理解できる。ゆえに、仮設住宅団地

においてコミュニティを形成する行為は、市民社会・行政機構・市場（個人）の協力、すな

わち「共創」4によって達成される必要がある。 

	 これらの 5つのステップを進めるためには、それをファシリテートするプログラムと体制

が必要である。そのため、本研究では、トータルの津波被災後の仮設住宅団地におけるコミ

ュニティ生活環境の共創手法として（１）住環境点検活動と（２）コミュニティ環境点検活

動を開発した。これらの具体的なプログラムは、第２章及び第３章で説明をするが、両プロ

グラムは居住者が仮設住宅団地のコミュニティ生活環境を点検し、居住者同士の話し合いを

促進し、コミュニティの活動の形成を促すことを目的にした活動である。その過程において、

行政や専門家集団、ボランティア団体等の外部のノウハウやリソースを獲得し、活動の実行

を達成することを目指す。これらを推進するために、大槌町と専門家集団が包括的に協定を

結び、運営する体制を構築した。 

 
1.3.2	共創の分析の視点	

	 これまで仮設住宅団地における生活の問題を概観し、その問題への解決には、仮設住宅団

地のコミュニティの形成を目指す必要があることを示した（ここで言うコミュニティの形成

は、居住者同士の心理的なつながりを指さず、それを資本にして形成される居住者同士が主

体的に行う活動の形成を指す）。そして、コミュニティ形成には、仮設住宅団地におけるコミ
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ュニティ生活環境の整備が必要であり、居住者・行政・ボランティア団体や専門家が協力し

て創造することが重要であることを指摘してきた。東日本大震災の復興の事例を観察した糸

長も、「災害対応の多忙な行政セクションを補完する役割（を）専門家集団が果たしながら、

コミュニティの意志、コミュニティ主権を尊重し、行政も一部動かしながら、地域個性を活

かした復興事業の可能性が高まっている」（糸長, 2014）と指摘しており、行政支援の隙間の

補完とコミュニティの主体性の回復における専門家集団の役割の重要性を指摘している。こ

のことからも理解できるように、本研究を進めるにあたっては、主体の行動と関係を理解し、

相互作用に着目する必要がある。 

	 そこで、次章からの仮設住宅団地におけるコミュニティ生活環境の共創手法の評価では、

その過程において、行政・自治組織・ボランティア団体・専門家集団のそれぞれの行動と関

係を記述し、その相互作用を分析する。そして、その相互作用の結果として整備される物的

環境や社会的環境が、居住者の利益の誘導と主体性の創出を有するのかを評価することを目

指す。 
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4 「共創」という用語は近年使用されるようになってきたが、その定義は曖昧である。本論文では、「あ
る問題に関心や利害のある市民社会・行政機構・市場の主体が、当該問題を解決するための事業やシ
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第 2 章	 住環境点検活動を通じた住環境の改善と住民交流活動の促進	

2.1	仮設住宅団地における住環境改善のマネジメント	

2.1.1	仮設住宅団地の住環境の発展	

	 東日本大震災では津波による被害が大きく、多くの死者や行方不明者を出した一方で、生

き残った人々も家をなくし、応急仮設住宅での生活を余儀なくされた。特に三陸沿岸の都市

では平場が壊滅的な状況であり、まとまった敷地が取れない。今回の震災においても仮設住

宅の建設はスピード重視で行われ、阪神・淡路のときと同様に標準的な仮設住宅が多数建設

された。したがって、供与された仮設住宅は、必要 低限の性能しか有していない。また仮

設住宅への入居も公平性の観点から抽選式で行われた。その結果、仮設住宅団地には、もと

もとの人付き合いや地域のコミュニティを一から作り直すことが必要である。さらにまとま

った用地が見つからなかったために仮設住宅団地には集会所や公園などのコミュニティスペ

ースが必ずしも付置されなかった。これらの状況から、仮設住宅は決して住みやすいものに

はなっておらず、仮設住宅入居後に住環境を向上させる取組みを実施することが重要である

と考えた。 

	 そこで被害の大きかった自治体の一つである岩手県大槌町にて、応急仮設住宅での住環境

点検活動を実施した。本研究では、今後の災害も見据えて、仮設住宅地の住環境の改善及び

コミュニティの形成の観点から、住環境点検活動の意義と課題を明らかにすることを目的と

する。 

 
2.1.2	 仮設住宅の住環境とコミュニティの関係	

	 応急仮設住宅の既往研究としては、以下の研究が行われている。狩谷らによると、応急仮

設住宅の供給は、建設、入居、撤去の３つの期間に分かれているが、牧らや狩谷ら、室崎、

越山ら、斎藤らの研究によって、建設時の用地確保や資材調達などの課題、応急仮設住宅入

居後の居住性や生活上の問題、抽選方式の入居や住棟の配置によるコミュニティ形成への影

響が明らかになっている。また、高橋らは長期使用に伴う住環境の課題を明らかにしており、

仮設住宅が現代の生活水準や使用性能に合っていないことや建設後の住環境管理の必要性を

明らかにしている。 

	 これらの先行研究から、応急仮設住宅には物的環境や生活サービス、コミュニティに関す

る住環境の問題があり、入居後の改善が必要である。高齢者の居住環境改善や建築的な住み

こなし方法について、馬場や長谷川ら 、岩佐らの報告や研究がある。また、長谷川・岩佐ら

は「仮設カフェ」を通じた団地内の人付き合いの形成支援の評価をしている。これらは、主

に仮設住宅と住宅周りの住環境改善を扱っているが、仮設住宅団地の住環境改善は扱ってい

ない。また、コミュニティ形成において、居住者同士の主体的な活動の促進の手法について

は明らかではない。 

	 まず住環境点検活動についてその方法論を解説し、応急仮設住宅における物的・社会的環



 31 

境の改善プロセスを示す。次に、住環境点検ワークショップで作成した報告書や、議事録を

もとに、取組みの運営、結果について分析する。 

 
2.2	コミュニティ生活環境の整備に向けた各セクターの支援	

	 仮設住宅入居直後のコミュニティ生活環境の整備に向けた各セクターの支援について概観

する。 

2.2.1	公的組織による仮設住宅団地のコミュニティの支援	

	 災害救助法では、被災者を救助するために仮設住宅の供与を行う。各市町村で、仮設住宅

の入居を希望する被災者の数を調査し、必要戸数を県が取りまとめ、市町村と連携しながら、

用地を確保し、仮設住宅を整備・管理し、被災者の住まいに対して一時的に支援する。なお、

大規模災害に際しては、仮設住宅の入居期間の長期化に対応するために、集会室や談話室、

ベンチなどのコミュニティ施設やコミュニティスペースの確保、交通の確保などの生活環境

の確保を重要であると、国のガイドライン5に記載されている。 

	 応急仮設住宅の維持管理に関して、岩手県では３つの取り組みが行われた（図 2-1）。一つ

は、保守管理センターを設置し、仮設住宅の生活環境の問題のうち仮設住宅や共同施設等の

補修や修繕に関することを一元的に受付け、居住者からの仮設住宅の不具合に関するクレー

ムや苦情の対応をしている。この保守管理センターの業務は、岩手県建築住宅センターに委

託され、居住者との対応の結果は県に報告される体制をとっている。二つ目は、国の通知に

よって、県が仮設住宅の環境改善の整備が行われた。この取り組みでは、国が認めたメニュ

ーが通知で県に届き、県は優先順位をつけ、事業を行うパタンである。 後は、県が必要だ

と検討した改善策について、国と協議し、住環境改善の事業を実施するパタンである。 

	 一方、市町村は、災害救助法の協定に基づいて、県から仮設住宅の管理運営の業務を委託

される。しかしながら、その協定は、市町村と居住者の関係しか規定されておらず、仮設住

宅団地の自治組織などコミュニティ組織については触れていない。そこで、大槌町では、コ

ミュニティ単位からの要望を吸い上げるために、独自の仮設住宅の運営体制を３つ整備した

（図 2-1太枠）。一つは、仮設代表者会議であり、各仮設住宅団地の代表者が出席し、それぞ

れの団地のニーズや要望を発意、行政や代表者間で共有し、協議できる場を設置した。二つ

目は、仮設プロジェクトチーム会議であり、庁内の関係部署が集い、仮設住宅団地からあが

った要望の対応を検討する場を設置した。三つ目は、被災者支援室であり、仮設住宅の入居

者およびそのコミュニティの相談や苦情、要望等を受け付ける一元的な窓口を設置した。こ

の仕組みを導入することで、仮設住宅団地やコミュニティ単位の要望やニーズを町は聴取し、

必要な部署に要望をつないだり、県と協議したりすることができる仕組みになっている。 

 
2.2.2	居住者と専門家の連携による住環境点検活動	

	 上記の公的組織による仮設住宅団地の居住者の支援とは対照的に、専門家が個別の仮設住
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宅団地に介入し、そこの居住者や自治組織と連携して住環境点検活動を実施する支援を行な

った。本住環境点検活動は、平時に行う住環境点検活動をもとに、仮設住宅団地で実施すべ

く開発したものである。住環境点検活動は、専門家の支援のもと、仮設住宅団地の居住者が

住環境を点検し、それをきっかけに仮設住宅団地の住環境やコミュニティの課題を発見・共

有し、解決策を検討し、決定もしくは提案する活動全体を指す。本住環境点検活動は、住環

境点検ワークショップ（以下、点検 WS と呼ぶ）、報告会、関連して展開される自治組織活

動、及び改善策の提案・作成で構成される（図 2-2）。本活動のアウトプットとしては、行政

の住環境改善の仕組みに提案をすること、もしくは住民同士が取組む活動の決定をすること

である。以下に、本住環境点検活動のそれぞれの構成要素について説明する。 

 
図 2-1 大槌町の住環境改善の仕組み 

 
図 2-2 住環境点検活動のプロセス	  
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(1) 住環境点検ワークショップのプログラム 

	 点検WSは、仮設住宅団地の代表者から希望を受けて、居住者と実施する活動である。実

施希望のあった仮設住宅団地の居住者を対象に参加者を募り、集会室や談話室などを使用し

て実施する。参加者は事前にチラシを各戸にポスティングして、実施した（図 2-3）。 

	 プログラムは、大きく分けて３部で構成される。まずは、参加者に生活再建のための 3つ

の柱（図 2-4）と仮設住宅団地の基礎情報を提示する。生活再建のための 3つの柱とは、「い・

しょく・じゅう」である。「い（＝医）」は多少心身が弱ってきても特養などの施設に入らず、

在宅で元気に暮らせるようなコミュニティケアの領域を示している。「しょく（＝食・職）」

は高齢者を孤立させず、引きこもらせず、地域社会の輪の中で共に食べ・話し・楽しみ・活

動し・働く機会を広げるような、社会的包摂・社会参加の場の領域を示している。「じゅう（＝

住）」とは安全で健康的でバリアフリーな住まいの環境を整え、外出し・歩き・移動しやすい

地域の環境を整え、地域の交流や活動の場など物的空間の領域を示している。仮設住宅団地

の基礎情報としては、その団地に居住する人口構成、世帯構成（単身や高齢者のいる世帯等）

ごとの世帯数、前住地ごとの世帯数が説明される。 

 

図 2-3	 住環境点検ワークショップの募集チラシ 
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図 2-4	 生活再建のための 3つの柱 

	 続いて、仮設住宅団地とその周辺を参加者と一緒に約４０分〜１時間弱かけてまち歩きを

し、住んでいる仮設住宅団地の住環境の問題点や良い点を点検する。また、重要な箇所はイ

ンスタントカメラで撮影し記録する。 

	 まち歩き後は、集会室や談話室に戻り、地図上

にて課題整理をする。ここでは、参加者がまち歩

きで感じた感想や問題意識を写真とともにまとめ、

参加者同士で住空間に関する課題や良い点を共有

する。仮設住宅団地の住空間に関するまとめの実

施後は、生活再建に対する課題を整理するために、

冒頭で説明した「い・しょく・じゅう」という切

り口で仮設住宅での生活上の問題点や工夫につい

て意見交換し、仮設団地の住環境の課題を総合的

に整理する。 

	 後に、その日の作業の成果を発表し、全体で

共有し、報告会の開催日程を決めて、終了する。 
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(2) 報告会 

	 報告会は、点検WSで指摘された課題や良い点を

より多くの仮設住宅団地の居住者と課題を共有することを目的に開催する対話の場である。

点検 WS に参加した居住者以外にも参加を促すため、報告会の開催チラシ（図 2-5）を作成

し、自治組織を通じて、各戸に配布する。 

	 報告会では、「コミュニティ住環境点検報告」報告書（図 2-6）を配布し、ワークショップ

の成果を２０分ほどで報告し、その報告を元に居住者同士の意見交換を行う。特に整備が必

要な住空間の課題を確認し、必要ならば県や町に提案することを検討する。一方で、居住者

の意見交換をファシリテートし、居住者同士が仮設住宅団地内で取組みたい活動やアイディ

アを発意してもらう。 

	 報告会に参加しなかった居住者とも情報を共有するために、自治組織を通じて、報告書は

各戸に配布をする。 

 
(3) 関連して展開される自治組織活動 

	 報告会にて提案された居住者同士で取組む活動が決まらなければ、複数回会合を開き、居

住者の関心を引き出して活動の企画づくりのファシリテーションを実施する。これらの会合

で活動の企画が決まれば、その実現に向けて必要な支援のコーディネートを実施する。 

 
(4) 改善策の提案・作成 

	 点検WS及び報告会で指摘された住環境の問題点のうち、重要かつ緊急な課題に関しては、

専門家が調査を実施し、改善策の提案書を作成し、行政の対応を求める。これは、図 2-2で

示した通り、２段構えで行政に提案できる構造となっており、住環境改善の提案の機会が増

える効果がある。 

	 このように、住環境点検活動は、仮設住宅団地の住環境の課題を居住者同士で共有し、検

討することで、行政による解決策を提案したり、共同で課題解決策を実施したりする活動を

生みだすプロセスである。また、こうした住環境点検活動は継続的な性質を持っており、居

住者同士が納得した形で事業を決定することができる。 

 
2.2.3 仮設住宅団地における住環境改善のマネジメント	

	 このように、災害救助法によって、被災者が仮設住宅に入居が完了するまでには、公的組

織による住環境改善のシステムが整備された。さらに、大槌町では、仮設住宅団地のコミュ

ニティの要望を受け止める体制を整備し、行政の目の行き届かない課題に対してもきめ細か

く対応を取れるようにした。 

	 一方で、専門家が住環境点検活動を提供することで、住環境改善の要望が発生した場合、

代表者会議で対応することができるようになっている。点検WS及び報告会で共有された課 

図 2-5 報告会の開催チラシ 
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題を仮設団地の要望として、代表者が町に提案できる窓口となる一方で、専門家からも町に

 

 
図 2-6 コミュニティ住環境点検報告の例 
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対応を提案することができるようになっている。その２つを窓口に、住環境点検活動を通じ

て発生した住環境改善の要望を行政につなぐことができる。 

	 このように、住環境点検活動は、フォーマルな住環境改善プロセスに対し実効性を持つた

めの仕組みとして、被災者支援室と代表者会議を位置づけることができる。 

 

2.3	仮設住宅団地入居後 3 ヶ月間の住環境改善の実態	

2.3.1	公的組織による仮設住宅団地の管理の実態	

	 大槌町では、公的組織が仮設住宅を維持管理し、仮設住宅に居住する被災者のコミュニテ

ィの生活支援に相談に乗る体制ができていた。その結果、入居直後に、代表者会議を通じて、

被災者支援室に多くの生活上の問題が報告された。その内容からは、住環境に関わる問題が

多く報告されていたことがわかり、仮設住宅入居後しばらくは、被災者にとって住環境に対

する不満が強いことが見てとれる。 

	 こうした要望に対し、公的組織によって改善が行われた課題は次の通りである。まず、岩

手県が追加で行った事業は、畳の設置や庇の延伸工事などの寒さ対策、車椅子等のための玄

関スロープ工事などのバリアフリー化、居住者交流促進のためのプランターやベンチの設置、

収納不足解消のための物入れ設置、及び追い炊き機能付きの風呂への交換工事が行われた。

これらは、すべて国が認めた追加の整備メニューであり、これらの住環境の問題は国にとっ

ても重要視されていた結果であると読み取れる。 

	 一方で、国のメニューにはない事業も実際には行われている。具体的には、外灯の設置工

事、案内看板の設置工事、集会所の備品の提供、空き住戸の調査、融雪剤の配布などの道の

凍結対策、ポストの設置の依頼、防災無線の拡充、巡回バスの運行が実施された。これらは、

大槌町が内容を検討し、実施した事業となっている。こうした事業の特徴としては、仮設住

宅団地の敷地外の対策であることや生活支援に関わる対策であることが指摘される。すなわ

ち、災害救助法にかかる救助の範囲外である問題であることが指摘でき、国や県が関わりづ

らい問題であったことが考察される。そこで、大槌町は巡回バスの運行には、国土交通省の

地域公共交通確保維持改善事業を活用して、地元のタクシー業者に運行を委託したり、町道

の街灯や案内看板の設置工事には支援による寄付金を活用したりし、問題に対処した。 

	 仮設住宅に住む被災者からは。ベランダや棚、玄関のチャイムなどを住戸に設置してほし

いという要望も出された。こうした要望に関しては、公的組織が主体的に取り組むことを見

送った代わりに、ある一定のルールのもと、個人が自主的に改造を行なっても良いことにし

た。ある一定のルールとは、周りの居住者の迷惑にならない程度で、かつ、原状復帰が可能

な範囲であることである。つまり、簡単に取り外しが可能で、他人からクレームが出なけれ

ば良いとした。同様の理由で、敷地内における花壇の整備や物置の設置等も同様の範囲で認

めた。 

	 このように、公的組織には、生活に関わる様々な課題の改善の要望が集まり、その大部分
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は住環境に関する要望が占めた。敷地内の問題は、国や県の指示のもと、改善事業が行われ、

敷地外の問題や移動支援などの生活支援は、町が国の補助金や義援金、NPO 等による支援

を活用し、整備が行ない、柔軟な対応を取った。さらに、個人の行う改修も認める方針を取

り、仮設住宅団地の生活を安全で快適に過ごせるように努めた。 

 

2.3.2	コミュニティによる仮設住宅団地の住環境点検活動の実態	

	 個別の仮設住宅団地では、専門家集団が介入し、居住者と一緒に住環境点検活動を実施し、

居住者による仮設住宅団地の住環境改善のマネジメントが行われた。そのうちの特徴の異な

る３事例を対象に、住環境改善に関わる居住者の活動の実態を調査し、その成果を分析する。

表 2-1にそれぞれの団地／地域の特徴及び住環境に関わる主な居住者の意見を示してある。 

 

表 2-1	 住環境点検活動実施団地の概要及び結果 
団地/地域名 袰岩仮設団地 安渡地域 小鎚 4/16/19 
立地条件 大槌川沿いの山麓 津波浸水区域に隣接して立

地 
小鎚川沿いの町道沿い 

前住地の構成 2/3の世帯がもともと安渡地
域に居住 

9 割の世帯がもともと安渡
地域に居住 

特定の地区出身の世帯が多

いということなく、バラバラ

の構成 
世帯数 60世帯 63世帯 123世帯 
高齢化率 31.09% 43.70% 25.90% 
用地の所有 民有地 公有地が 1箇所、民有地が 3

箇所 
民有地が 3箇所 

住空間に関わ

る意見 
住宅(26)：畳の設置、収納、
湿気 
敷地内(16)：外灯、通路の狭
さ 
敷地外(25)：堀・溝、道路の
舗装、案内板 

住宅(10)：物干し、風除室 
敷地内(13)：水はけ・排水・
冠水 
敷地外(19)：道路の安全性
（側溝の蓋がないなど）、坂

道（路面凍結など）、舗装、

緑の管理 

住宅(53)：収納、風除室、庇、
間取り 
敷地内(17)：集会所、案内板、
火事の心配 
敷地外(35)：工場からの騒音
発生、道路の安全性（横断歩

道の設置など）、バス停・ル

ート、土砂崩れの心配 
生活サービス

に関わる意見 
・通院、買い物の困難（仮設

住宅団地周辺に施設の不在

／公共交通の不足／移動サ

ービスの情報の周知不足） 

・通院、買い物の困難（仮設

住宅団地周辺の施設の非充

実／公共交通の不足／移動

サービスの情報の周知不足） 

・通院、通勤、買い物、銀行

利用の困難（公共交通の不足

／移動サービスの頻度や品

数の少なさ／仮設住宅団地

周辺に施設の不在） 
交流や人付き

合いに関わる

意見 

・顔見知りの形成（趣味の場

としての談話室／縫い物の

先生の訪問／食事のおすそ

分け） 
・交流の課題（若い人は集ま

らない／団地に子どもが少

ない） 

・交流の場所（談話室が使い

づらい・不足／地域の活動を

再開したい） 
・交流の課題（若い人との付

き合いがない／少しだが、顔

を知らない人もいるため、知

り合う気概が必要／地域か

ら離れた人との連絡が困難） 
・子どもへの負担の心配（高

齢者の通院や生活の世話／

仕事・働く場の不足） 

・集まる場所と機会がない

（趣味の再開ができない／

集会所がない／グループホ

ームは集会には使いづらい

／談話室が行政管理） 
・団地内の交流に課題（元々

の地元のつながりの方が強

い／若い人は集まらない） 
・自治組織づくりの必要性

（自治会の未発足／「火の用

心」や「見守り隊」の結成） 
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2.3.2.1 HI仮設住宅団地 

1) 点検WS 

	 HI 仮設住宅団地の自治

会長の希望を受け、２０１

１年１０月２８日に点検

WSが実施された。当日は、

２０人の居住者が参加し、

グループを２つに分けて

点検した。 

	 点検 WS での主な議論

としては、表 2-1の通りで

ある。空間的には６７箇所

で課題が指摘されたが、敷

地内よりも敷地外のこと

についての指摘が多かっ

た。これらは、山間の地形

や基盤整備状況に対する

指摘が主であった。また、

生活サービスの指摘は、移

動が公共交通に頼らざる

を得ないことが主に指摘

された。もともとの土地が

農業用地であり、住宅用地として整備されていないため、周辺に生活基盤施設が乏しいなど、

住環境としての安全性や快適性、利便性が不足していることが原因にあったと考えられる。

一方で、団地内の交流は、趣味などを通じて顔見知りが 

作られているが、知らない人もいると指摘されており、社会関係の形成は多少行われている

ことが確認された。 

 
2) 報告会 

	 報告会には１３人の居住者が参加した。また、関係者として、被災者支援室の職員も同席

した。まずは、点検WSでの指摘を改めて確認し、手づくりの看板を共同で整備したことが

報告された。しかし、居住者は「ハードの改善の要望は町に言うことは言ってきた」と指摘

し、むしろ「団地のソフトの問題をこれから考えなければならない」と指摘した。特に、顔

や名前を知らない人や閉じこもりがちの人との交流の図り方や、声のかけ方が不安と指摘さ

れた。そこで、イベント周知にはチラシよりも直接声をかけることや民生委員として挨拶に
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図 2-7	 HI仮設住宅団地地図 
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回ることなどのアイディアが提案された。 

	 このように、HI仮設住宅団地では物的環境の改善を町に要望したため、団地の課題として

は居住者同士の交流の促進の方が今後は優先であるとされた。 

3) 関連して展開される自治組織活動 

	 報告会以降は、複数回、居住者や自治会長との会合を開いた。まずは、団地内での交流を

促進するために、専門家から交流会の企画の検討が提案された。しかし、冬の寒い時期は、

居住者は非活動的であったり、会合に自治会長が欠席したりしたため、企画は検討されなか

った。また、町の民生委員の再編が進まず、挨拶に回ることも断念された。ゆえに、団地内

の交流の課題に対して、具体的な対応策はすぐには取られなかった。 

	 ３月の会合で、空き住戸や人の入れ替わりがあり、団地のコミュニティの状況が変化しつ

つあることを自治会長が指摘し、お互いを知る機会を積極的に作ることに強い関心を示した。

そこで、居住者が外出するようになるゴールデンウィーク前後に交流会を開くことが決まり、

４月１５日に自治会で新入居者歓迎会を実施することが決まった。 

 

 
写真 1	 袰岩仮設住宅団地の住環境（当時） 

 

4) 改善策の提案・作成 

	 点検 WS 時に指摘されていた物的環境改善の要望は、自治会長から代表者会議を通じて、

町に要望した。しかし、取り付け道路の舗装化については、代表者会議で舗装化しないとい

う回答がなされ、自治会長は反発した。しかし、町からは方針を伝えられただけで、代表者

会議では対話が行われなかった。 

	 点検WSを通じて、路面凍結によって当該道路の安全性が損なわれる恐れが確認されてい

たため、専門家は現地の状況を改めて調査した。調査した結果、道路の路面が削れ、歩行者

にとっても危険であることが判明した。また、橋が狭く、歩行者と車のすれ違いが困難であ

り、危険であることも確認され、迂回路の誘導策の必要性も新たに確認された。そこで、専
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門家は上記の 2点を解決する提案書を作成し、被災者支援室に提出した。提出後、担当する

部署で検討が行われた。当該道路が仮設団地の生活道路であることと路面の傷みが著しいこ

とが認められた上、震災前から当該道路を舗装化する約束を都市計画課と行っていたことが

判明し、居住者の強い要望と地権者の約束が確認され、舗装化の実施が決定した。また、迂

回路についても、迂回する方の道に街灯と案内看板の設置をすることで、問題解決が行われ

た。 

 
5) HI仮設住宅団地の特徴 

本事例の特徴をまとめると以下の通りである。 

・	住環境点検活動時点で、多少の社会関係の形成は促されていた。点検活動実施後には、

一部の居住者同士によるセルフビルド活動が行なわれた。 

・	居住者同士の交流促進の課題認識は共有することはできたが、自治組織として活動の体

制ができてはおらず、活動の実施には自治会長の個人の意見が強く影響していた。 

・	行政との交渉の場として、代表者会議を活用していたが、 初の時点では、当該団地の

住環境の問題に対し、行政の協力を得ることはできなかった。そのため、問題について

専門家による点検と提案が実施され、問題解決に向けた行政の協力が得られた。 

 

2.3.2.2 A地域の仮設住宅団地 

	 A地域の仮設住宅団地は、津波が浸水した地域に隣接して立地する団地である。A地域に

は、全部で４つの仮設住宅団地があり、それぞれが小規模で、分散して立地している。周辺

は宅地であるが、家の多くが津波に流された。しかし、小学校が被害を免れ、そこが１０月

１日から仮設の公民館として機能し始めていた。 

1) 点検WS 

	 A地域の仮説住宅団地の点検WSは、町の職員が仲介して、実施が決まった。代表者の一

人から、一つの仮設住宅団地ではなく地域をまとめて実施したいという要望があったため、

４つの仮設住宅団地をまとめて点検WSを実施することになった。 

	 点検WSには、２０人の居住者が参加し、グループを３つに分けて実施した。主な指摘は

表 2-2に示した。空間的には４３箇所が指摘されたが、住宅に関する指摘よりも敷地内外の

指摘が多く、斜面地の地質や地形に関する指摘が主に行われた。また、道路の側溝の蓋がけ

など津波浸水地区特有の指摘もされた。交流については、他の団地と異なり、地域外に出て

しまった人との交流の希望の指摘があった。 

 

2) 報告会 

	 報告会には、１５人の居住者が参加し、意見交換を行なった。主な議論としては、二つあ

る。一つは、住空間に関する要望であり、防災無線の問題や冠水の問題の対応を行政に求め
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た。一方で、交流については居住者から「イベントに出て来ない人たちへのアプローチが必

要で、餅つきを行えば、餅を配ることでいろいろな人とコミュニケーションをとる機会にな

る」ため、出し物や特技を披露する祭やイベントの復活に取組みたいと指摘された。しかし、

その実現に向けては、場所や人集めの問題点が残った。 

 

 

写真 2	 安渡地域の住環境の様子（当時） 

 

3) 関連して展開される自治組織活動 

	 仮設住宅団地の代表者と会合を持ち、地域のイベントの企画について検討を行った。報告

会には、仮設住宅団地の代表者４人と旧町内会の会長が参加した。まずは専門家から報告会

図 2-8 A地域地図 
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までの経緯を説明したのち、地域のイベントの企画を提案した。会長が新しい町内会の立ち

上げを考えていたため、当該地域以外に避難している被災者を含めたコミュニティの再生の

初のイベントにしようということになり、代表者の総意で地域の新年会の実施が決まった。

場所の問題は、仮設公民館の館長が場所を開放することを提案し、採用された。また、イベ

ントの周知はそれぞれの人脈を使うこととなった。 

 
4) 改善策の提案・作成 

	 A地域の代表者の一人は、代表者会議で取り付け道路の側溝の蓋がけを町に要望した。し

かし、町からは蓋がけをしないという回答があり、代表者から反発が起きた。そこで、専門

家が問題の箇所を調査し、居住者の証言と測定の結果から、道路の見通しの悪さや幅、交通

量の増加によって、車の脱輪が起きやすいことが考察された。その結果と改善策を提案書と

してまとめ、被災者支援室に提出し、対応を求めた。当該道路は、津波浸水地区であり、災

害復旧工事として国の補助金で蓋がけを実施できるところであった。そこで、１２月の代表

者会議で、当該の蓋がけは国の補助金で整備することができるが、復興事業との兼ね合いで

整備が判断されると町が回答し、代表者は納得した。 

 
5) 本事例の特徴 

本事例の特徴をまとめると以下の通りである。 

・	居住者同士の交流促進の課題認識は共有することはできたが、自治組織として活動の体

制ができてはいなかったため、その体制づくりを促す機会となった。 

・	行政との交渉の場として、代表者会議を活用していたが、 初の時点では、当該団地の

住環境の問題に対し、行政の協力を得ることはできなかった。そのため、問題について

専門家による点検と提案が実施され、行政によって問題箇所の調査が行われた。結果と

しては、課題解決には至らなかったが、調査結果を報告し、方針を伝えた結果、住民の

納得を得られている。地域と行政のコミュニテケーションの不足を補うことができた。 

 

2.3.2.3 Ko16仮設住宅団地 

	 Ko16 仮設住宅団地は、異なる地区からの被災者が入居し、異なる事業者によって建設さ

れた３つの仮設住宅団地が一つの大きな団地を形成している。グループホームが併設されて

おり、そこが集会施設としても使用されることが想定されていた。 

1) 点検WS 

	 町の職員の仲介で、Ko16 仮設住宅団地の点検 WS は１０月１５日に実施されることが決

まった。当日は、１８人の居住者が集まり、３グループで点検活動を実施した。主な指摘は

表 2-2に示した。空間的には１０５箇所が指摘され、敷地内よりも外の指摘が多く、既存集

落や周辺施設と関係する指摘が主であった。交流については、人が集る場所や機会がなく、
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そのために団地内の交流に課題があり、１２３世帯もある自治会を正式に立ち上げることが

できないことも指摘された。一方で、火事の不安などは「見守り隊」などを結成し、自主的

に取組むことの必要性も指摘された。 

2) 報告会 

	 談話室を使用し、まずは居住者同士での会食や集りなどの活動の可能性が議論された。し

かし、代表者から集会所ができないと活動しづらいと指摘され、具体的な行動を起こすこと

はなかった。また、工夫して住空間を良くしたいというニーズも出ていたが、居住者同士よ

りも大工や知り合い、支援者など団地外の人に頼るという意見が出された。しかし、自治会

立ち上げやコミュニティ活動よりも、代表者は集会所の建設を優先し、それ以降の専門家の

支援を求めなかった。また、居住者も団地外の人に頼る傾向があり、居住者同士の活動の企

画には至らなかった。 

 

3) 改善策の提案・作成 

	 住環境点検活動実施後の代表者会議の場では、Ko16 仮設住宅団地の集会所不足の問題が

取り上げられていなかった。そこで、Ko16 仮説住宅団地の代表者と専門家が面会し、集会

所不足問題について、専門家が調査し、提案を作成して、町との交渉のサポートを提案した。

しかし、代表者は、代表者会議を通じてではなく、直接担当部署に相談をしているため、住

環境点検 WS の実施以上の支援をする必要はないと指摘した。したがって、専門家は Ko16

仮設住宅団地への介入を見送ることにした。 

図 2-9	 Ko16仮設住宅団地地図 
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	 その後、代表者は町の担当部署と折衝を繰り返し、飽き駐車スペースを活用して、集会所

が新設された。担当部署によれば、支援団体から集会所の寄付ができるところを探している

という相談があり、ニーズのある Ko16仮設住宅団地を紹介した結果であった。 

 

 

写真 3	 Ko16仮設住宅団地の住環境の様子（当時） 

 
4) K仮設住宅団地の特徴 

本事例の特徴をまとめると以下の通りである。 

・	居住者同士の交流促進の課題認識は共有することはできたが、自治組織が整備されてお

らず、活動の体制ができてはいなかった。活動の実施に対して、代表者の個人の意見が

強く影響し、実現には至らなかった。 

・	住環境点検活動は、集会所の整備の方針を代表者が固める場として機能し、その後の行

政への直接交渉を促した。 

 
2.3	仮設住宅団地の住環境の改善に関わる各主体間の相互作用	

2.3.1	庁内調整とコミュニティ対応	

	 大槌町の住環境の改善の成果を見ると、仮設住宅団地から提出された要望の多くに応えて

いる結果が見て取れた。こうした住環境の改善の要望実現について図 2-1のシステムがどの

程度効果があったのか検証することは難しいが、被災者にとっても住環境の課題が、このシ

ステムを通じて円滑に県や国に報告されたことの効果が少なからずあったことは考えられる。

このようなシステムが、仮設住宅が供与されるまでに構築されていたのも、災害救助法の存

在があったからに他ならない。一方で、災害救助法で規定される仮設住宅団地とは、仮設住
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宅が建設された敷地を対象にしているため、その敷地の外に関する住環境の課題は所管する

自治体に対応が求められていた。大槌町では、仮設プロジェクトチーム会議を設置し、そこ

で一元的に仮設住宅団地の課題を検討する体制を取っていたことで、各部署間で役割を調整

し、対応にあたることができていたことが指摘される。担当者によると、町が共通して実施

したこのような改善は、代表者会議などを通じてほぼ全仮設団地から強い要望があったもの

であったと証言している6。しかし、居住者からの課題をすべて実現したわけでもないと指摘

する。例えば、いくつかの団地で要望された共同水栓の整備は実現されなかった。それは、

担当者が情報収拾を行った結果、他の市町村で県が設置を認めなかった事例があることが判

明し、大槌町でも実施しない方針が取られた。このことからは、仮設住宅団地の敷地内の要

望は自治体ではなく、仮設住宅団地の管理者である県の意向が強く現れていることが示され

ている。 

	 しかし、こうしたシステムからは個別の仮設団地の特有の課題には対応しないケースが起

きている。住環境点検活動で指摘されたような、取り付け道路の舗装化や側溝の蓋がけ、集

会所の増設、横断歩道の設置などが要望されたが、これら団地特有の課題への対応は優先順

位が低いと行政によって判断され、対応が見送られようとされた。その後、居住者からの反

発や我々の提案が行われた後、一部対応されることとなった。町の担当者のヒアリングの結

果からは、こうした個別の仮設団地特有の課題についての問題点が指摘されている。町の担

当者は、無条件に改善の対応が可能ではないと指摘する Ko16 では支援者からの集会所の寄

付の申し出と余分な駐車スペースの条件が揃ったため増設されたが、予算や土地の制約によ

って集会所の増設には苦労していると言う。また、A地域の側溝の蓋がけのように、復興事

業と関係する地区での個別の対応は、財源上、復興事業に先行して整備することが困難であ

ることがわかった。さらに、支援者からはニーズと異なる提案をすることも少なくなく、ニ

ーズと支援のミスマッチがあったことも指摘する。例えば、遊具の寄贈を提案されることも

あったが、物が大きかったため、それがおけるだけの広い土地のある仮設住宅団地を探し、

設置していたと言う。 

	 このように、町全体でニーズの高い仮設住宅団地の問題には、庁内の各部署が国や県、支

援団体と交渉しながら、対応策を検討し、実行した。しかし、仮設住宅団地特有の住環境問

題については、条件整理等が煩雑であり、庁内調整の結果、対応から振るい落とされる傾向

が示された。そのため、居住者同士や専門家が行政に働きかける取り組みが必要となった。 

 
2.3.2	コミュニティと専門家集団の関係	

	 課題改善の提案のケースからは、住環境点検活動を実施したことで、専門家が行政と仮設

住宅団地コミュニティの役割を補完する役割を果たすことが明らかとなった。統治主体とし

ての能力を失っている行政には、個別の仮設住宅団地コミュニティの実態を詳らかに把握す

ることは困難である。また、行政の立場からの公共性として、個別のニーズよりも全体のニ
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ーズの方が優先度は高く、前述の通り、他で出ていない問題は後回しにする傾向になりがち

である。一方で、非営利組織の特徴で指摘した通り、コミュニティ組織やボランタリー組織

はニッチなニーズにフットワーク軽く対応することに強みがあるが、専門性に乏しいという

弱点もある。仮設住宅団地コミュニティも自分たちのコミュニティのニッチなニーズに敏感

ではあるが、専門性が乏しいため具体的に問題の構造を説明することを苦手とする。そこで、

住環境点検活動で専門家が関わって実施したことで、行政が把握しづらい問題を居住者から

提示し、その問題の構造を専門家が解説して、提案を作るという役割を果たした。こうした

ことで、セクター間のギャップの調整をし、対立を緩和することにも有用であることが指摘

される。さらに、住環境点検活動は、活動を通じて収集した個人で取り組める環境改善のア

イディアをまとめた「住みこなし通信」（図 2-10）を専門家チームが編集し、月１回発行す

る取り組みにも発展した。そうすることで、個人が市場を通じて、住環境の改善に取り組む

活動の支援ともなった。 

	 一方で、住環境点検活動が実施できる条件として、専門家チームと仮設住宅団地コミュニ

ティの間の信頼感も作られる必要があることも指摘しておきたい。仮設住宅団地の住環境を

巡って行政とある仮設住宅団地コミュニティの間で衝突が起き、行政の方から専門家チーム

に住環境点検活動を実施できないか依頼が行われた。そこで、専門家チームが点検活動実施

を企画するが、当該仮設住宅団地コミュニティから断られ、住環境点検活動が実現しないこ

 

図 2-10 「住みこなし通信」で紹介した改修例 
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とが発生した。その理由として、中立的な立場であることが明確でなかった点が考えられる

が、このことから住環境点検活動は選択的で補完的であるという限界を認識する必要がある。 

 
2.3.3	コミュニティの社会関係	

	 住環境点検活動では、居住者が活動に参加して、主体的に団地の住環境の課題を検討し、

共有する過程を重視して取り組む活動である。その結果として、活動を実施した 8団地のう

ち 5 団地で、コミュニティ形成を目的とした交流活動の実現ができている。また、2 団地で

は、行政や支援団体の取り組みから抜け落ちている住環境の課題に対して、課題改善の提案

を作成し、後押しを実施した。 

	 交流活動の実現の観点からは、居住者のキーパーソン間の意向調整の場として、住環境点

検活動が機能していたことが指摘される。いずれの団地でも自治会長などのキーパーソンの

意思決定によって実現されており、キーパーソンの意思が固まらない間は、そうした要望が

あっても具体的な形にならないことがわかった。住環境点検活動の過程の中で、専門家が情

報収集を果たしながら、仮設住宅団地の居住者の希望とキーパーソンが望む条件を調整し、

実現されてきた。逆に、実現できなかったところでは、キーパーソンが望む条件の調整がう

まくつかないことが原因であることが指摘される。この条件は、キーパーソンの価値観や思

想に関連するため、ケースバイケースで対処することが求められる。 

 
2.4	小括：仮設住宅団地の居住者が住環境点検活動を実施する意義	

2.4.1	仮設住宅団地特有の空間的環境の課題の特定と解決	

	 大槌町における仮設住宅団地の住環境改善のシステムを見ていったことで、災害救助法の

規定に応じて、仮設住宅団地の住環境の課題の対応先が仕分けられていることがわかった。

国や県は原則的に仮設住宅及び仮設住宅が建設された敷地内で発生する設備的不具合やイン

フラの不備・要求に対応し、その敷地外で発生する仮設住宅団地の住環境に関わる課題は自

治体の対応範囲として処理されることが明らかとなった。大槌町では、仮設プロジェクト会

議を庁内に設置したことで、仮設住宅団地の住環境課題として発生する諸問題に対し、関係

各課と調整するシステ 

ムを整備したことで、行政内の役割分担を可能にしたことは効果をあげている。逆にこうし

た公的組織のシステムが整備されたことは、個人や団地コミュニティが住環境の改善に取り

組む範囲を示すことにもつながり、一定のルールの上で独自に住戸の改修や敷地内の整備（花

壇の設置など）が行われた7。 

	 しかし、団地特有の空間的環境の課題は本システムによる解決から除外されてしまうケー

スが発生することが分析を通じて、明らかになった。その原因としては、行政のマンパワー

不足により、個別の特有の課題にまで目が行き届かない点が挙げられる。その結果、その課

題の重要性や緊急性を客観的に判断できなくなるためである。この点に関して、住環境点検
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活動を居住者が実施することは、利点が二つある。一つは、住環境点検活動を通じて、なる

べく多くの居住者が団地特有の空間的課題を共有し、コミュニティの課題として特定するこ

とができる点である。もう一つは、専門家集団の知見によって、コミュニティにとってどの

ような利益がもたらされるか、言語化できた点である。 

 

2.4.2	社会関係の醸成	

	 住環境点検活動を通じて、居住者同士が団地の課題を共有し、その解決を目標にすること

で、自分たちで課題を解決する主体性を引き出すことができた。HI仮設住宅団地のセルフヘ

ルプによる看板の設置や、HI仮設住宅団地およびA地域の地域活動の形成が良い例である。

これらは、居住者にとって共通の目標に対し、共同で取り組み、目に見える成果を出した。

この成功への過程を通じて、居住者同士の信頼感が増し、社会関係が強まる結果を導いた。 

 
2.4.3	住みこなしの知識の共有と蓄積	

	 個人にとっては仮設住宅の住みこなしの知識を共有し、蓄積する機会に住環境点検活動を

生かすことができる。住環境点検活動を実施することで、団地内の居住者個人が行なってい

る住みこなしの工夫（例えば収納の工夫など）を披露し、他の居住者と共有することができ

る。それは居住者同士の情報交換と交流の機会となり、信頼感の醸成につながる上、個人の

エンパワーメントにもつながる。また、それを機会に、専門家が監修に入ることで、より安

全性が考慮された住戸改修等のマニュアルが蓄積され、有益な情報提供が可能となった。し

かし、こうしたノウハウはボランティア団体と共有されず、被災者へのサービス開発には至

らなかった。 
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第３章	 医療・ケアの専門チームの支援を通じた見守りや支え合い体制の構築	

3.1	仮設住宅団地における見守りと生活支援の体制	

3.1.1	仮設住宅団地と家庭の壁	

	 仮設住宅団地における見守りと生活支援の体制を考えるにあたって、まずはその団地内に

おける「家庭の壁」について考えたいと思う。 

	 家庭の壁とは、浦（2014）によれば、「家庭と家庭との間の自由な往来を抑制する」こと

を指している。自由な往来を抑制することはすなわち、無条件で他者との接点を持たないこ

とを意味し、その結果、個人のプライバシーが守られることになる。価値が多様化し、人の

流動性も高い社会においては、各個人や家庭にとって家庭の壁を作ることは合理的な手段で

あっただろうし、経済発展の当然の帰結と言えるであろう。 

	 しかし、個人のプライバシーが守られる一方で、同時に地域内部での自然発生的な相互扶

助を減少させることにもなる。さらには、相互扶助規範の影響力が低下し、近隣関係への無

関心や社会的ネットワークからの孤立を生み出すことを促す。そうした地域コミュニティの

希薄化が進行すると、個人のプライバシーを守るために、家庭の壁をますます厚くすること

になる。結果として、地域内部での相互扶助はますます減少し、社会的孤立が深刻化する要

因を生み出すこととなる（浦 2014）。このように、家庭の壁の肥大化と地域コミュニティの

希薄化が相互作用することで、相互扶助で防いでいた社会的孤立を深刻化する可能性が高ま

るのである。 

	 さて、仮設住宅団地で考えて見たときに、社会的孤立の深刻化を防げるのであろうか。前

章でも見られた通り、仮設住宅団地の居住者は隣近所に誰が居住しているかわからないと指

摘していた。実際に、仮設住宅への入居は抽選式で行われ、必ずしも希望の地域の仮設住宅

に居住できなかったし、従前の社会関係を考慮して振り分けられることもなかった。したが

って、仮設住宅団地の入居が完了した時点で、すでにその団地の地域コミュニティは希薄で

あり、居住者は家庭の壁を厚くするようになる。被災者から団地の居住世帯の世帯主の氏名

等を提供してほしいという要望が上がるケースもあったが、家庭内暴力等の避難者の保護の

観点から、行政から個人情報を提供できないという対応を取られもした。このような状況下

においては、仮設住宅団地内部での「自然発生的な」相互扶助が生まれることは考えづらく、

入居が完了した時点で社会的孤立の深刻化のリスクが高い、あるいはすでにある程度進行し

ている可能性がある状況であったと言える。したがって、仮設住宅団地における見守りや生

活支援の相互扶助を生み出すために仕掛けが必要となってくるのである。 

 
3.1.2	希薄化した地域コミュニティにおける相互扶助	

	 伝統的には地域コミュニティ内の社会関係（近所づきあいなど）によって相互扶助が生ま

れ、社会的な孤立を防ぎ、心身の健康の維持に貢献してきた。それはというのも、地域コミ

ュニティが地縁と血縁によってかたく結びつきあいながら、他の地域の人々や縁のない人々
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に対しては多かれ少なかれ排他的に振る舞っていたためである。そのような社会では、逆に

家と家の間の心理的な壁は薄く、近隣に住む者同士が互いの過程を気兼ねなく行き来し、活

発な交流が当たり前のように行われていた。 

	 しかし、希薄化した地域コミュニティでは、家庭と家庭との間の自由な往来が抑制されて

いるため、地域内部での相互不信が増進し、地域コミュニティ内での相互扶助が生まれづら

くなる。そして、その結果、社会的な孤立を引き起こしやすくなることは前節で説明した通

りである。しかし、かつての地域コミュニティで見られたような相互扶助関係の再生は期待

できない。なぜなら、それは地域の壁を薄くすることで得られる様々な便益を諦めることに

なるためである。特に、経済的な豊かさは、交通網や情報網の発達によって、地域間の人材

や資源、情報の流動性を高め、効率化されたことで実現されてきた。また、その過程で発展

してきたネットワークや技術を活用して、新しい社会システムが形成されている。ネットワ

ークや技術が発展する前の社会に戻ることは、社会全体の経済的な衰退を招くことになり、

また、長い時間をかけて得られてきた自由とプライバシーが脅かされる環境に逆戻りするこ

とにもなりかねない。したがって、今の発展水準を維持しつつ、地域コミュニティ内部での

相互の関心を向け合うような仕掛けが必要であるだろう。浦（2014）はその具体的な方向性

として、個々人のもつ意欲や貢献意識を高め、具体的な行動の組織化を提案している。社会

心理学の研究知見をベースに、組織化された社会貢献活動は、単に地域的な問題の解決に役

立つだけではなく、活動している人自身の孤立予防、健康の維持・増進に役立つものとなる

ことを指摘している。そこで、さらに、公的組織の役割は住民の活動を主導することではな

く、住民が主体となった活動の立ち上げを支援することの重要性も説いている。これは社会

福祉のための「コミュニティ・オーガニゼーション」の理論の議論に通じるところである。

すなわち、コミュニティ集団への直接的な働きかけではなく、「一定の地理的範域もしくは機

能的領域における福祉ニードと社会福祉資源を調整し、維持するプロセス」を重視し、地域

の介入のあり方として、小地域を対象とした民主的な統合化が議論されている（山口 2010、

仁科 2013）。 

 

3.1.3	相互扶助の領域	

	 ここまで社会的な孤立の予防及び心身の健康の維持・増進において、地域コミュニティ内

部の相互扶助関係が役立つことを議論してきた。ここでは、相互扶助の領域について、深め

て行きたいと思う。特に注目したいのは、深刻化した社会的孤立を相互扶助関係で改善する

ことができるのかである。 

	 前述の議論では、希薄化した地域コミュニティでは、社会的孤立を深刻化させるため、そ

れを「予防」するために相互扶助の関係を再構築する必要があるという議論であった。しか

し、3.1.1で触れたように、仮設住宅団地では、そこに人が居住した時点で、希薄化した地域

コミュニティが形成されており、すでに社会的孤立が深刻化している恐れがある。現に、家
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庭内暴力の避難者の存在が行政から指摘されているため、一定の仮設住宅団地においては、

深刻な家庭問題を抱えている世帯が住んでいることは否定できない。伝統的な社会において

も、地縁・血縁による相互扶助関係が社会的孤立を生み出しづらかっただけであって、社会

的孤立した弱者の社会復帰に貢献していたとは必ずしも言えない。ゆえに、相互扶助関係の

再構築だけでは不完全であることが予想される。 

	 これは、「ボランタリーの失敗」からも説明ができる。1章で説明したように、行政と比較

したときに、ボランタリー組織の強みは、メンバーの合意のみで、きめ細やかなニッチな課

題に対応することではあったが、弱みとしてはその能力に限界があり、活動が小規模にしか

展開できないのと、専門性の高い活動が困難であることが指摘される。相互扶助関係を通じ

た活動や行動は原則、ボランタリーな活動であるため、高度に専門的な対応が必要な問題に

は手が出せない。そのため、いくら公的組織の支援があったとしても、問題解決の効果はあ

げづらいと考えられる。さらに、仮設住宅団地の地域コミュニティの特殊性として、時間的

経過とともに入居者構成が大きく変動するため、仮設住宅居住者の相互扶助の不安定性も指

摘されている（大塚・児玉 1999）。 

	 したがって、相互扶助関係を前提とした活動は、社会的弱者になる前の生活支援や見守り

等が主な領域とならざるを得ないと考える。一方で、社会的弱者を救済する制度化されたフ

ォーマルケアの体制も必要不可欠である。 

 
3.2	仮設住宅団地のコミュニティのケア環境の整備の特徴	

3.2.1	公的組織によるケアの体制の特徴	

	 前節では、社会的孤立を予防するためには、居住者やボランティアによる相互扶助の体制

の構築とともに、フォーマルケアの体制の構築の重要性を指摘してきた。ここでは、大槌町

の実際のフォーマルケアの体制を整理し、その特徴を明らかにする。大槌町のフォーマルケ

アの体制の構築を理解するには、地域包括支援センターと被災者支援室の二つの部署に着目

する必要がある。 

 

3.2.1.1 大槌町地域包括支援センター 

	 まずは、大槌町地域包括支援センターについてである。厚生労働省の手引きによれば、地

域包括支援センターとは、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助

を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目

的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関」とさ

れている（厚生労働省 HP）。すなわち、地域住民の心身が弱らないように介護予防を促し、

健康の不安があれば相談に乗って必要な支援につなぎ、ケアが必要になっても生活が継続で

きるような環境を整える支援を行う機関である。大槌町の地域包括支援センターは平成 18

年に設置され、被災前から事業が行われてきた。 
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	 東日本大震災の被災を受けた結果、大槌町地域包括支援センターの職員は、被災者の救援

業務に追われ、地域包括支援センターの機能が停止した。そこへ、日本社会福祉士会が支援

に乗り出し、地域包括支援センターの機能回復を促す取り組みが行われた。まずは、高齢者

等実態把握調査を実施し、仮設住宅と被災しなかった住宅に全戸訪問し、65歳以上の高齢者

の健康や生活状況、緊急連絡先等を調査した。続いて、二次予防高齢者把握事業を実施し、

介護認定を受けていない 65 歳以上の高齢者を対象に基本チェックリストを実施し、リスク

の高い高齢者の把握を実施した。こうした実態調査を実施し、見守りの必要な高齢者や要介

護手前の高齢者を割り出し、支援につなげる活動が行われた。そして、大槌町社会福祉協議

会に生活支援相談員を 24 人配置し、見守り業務を行いながら、孤立や孤独死防止、自殺予

防を図った。その業務には、介護支援専門員や介護福祉士等の専門職が主に雇用された。 

	 一方で、3 箇所の仮設住宅団地に高齢者等サポート拠点を新たに設置し、高齢者等の相談

支援や介護保険外のデイサービスの提供等が行われた。その運営は地域の福祉事業所に委託

した。さらに、いきいき岩手支援財団の支援によって、仮設住宅団地にある集会施設を定期

的に巡回し、健康相談や保健指導、体操を実施し、被災者の健康維持を図る取り組みも行わ

れた。 

	 このように、大槌町地域包括支援センターは、被災後は外部の支援を受けて、本来の事業

の立て直しを図り、介護予防や健康リスクの高い高齢者のケアを、生活支援員を通じて行な

っており、従来の民生員と保健師によるケアシステムを踏襲した形をとった。 

 
3.2.1.2 被災者支援室と地域支援員配置事業 

	 続いて、被災者支援室についてである。被災者支援室は、地域包括支援センターとは異な

り、被災後に設置された大槌町独自の部署である。前章で述べた通り、主に仮設住宅に住む

被災者を対象に、支援物資や義援金の交付を行ったり、代表者会議を開催し、仮設住宅団地

の自治会の要望の調整や交渉の窓口を行ったりする部署である。2011 年 9 月に部署が設置

されたのち、外部の人材 S氏を参事として招き入れ、運営の強化が行われた。 

	 被災者支援室では、各仮設住宅団地の住民ベースの活動を促すコーディネーターを育成し、

配置する方針を持っていた。一方で、仮設住宅団地の生活がまだ不安定だったため、被災者

支援室の元には、住環境の問題や仮設住宅でのトラブル、クレームなど多様な問題が問い合

わされていた。さらに、NPO 等のコミュニティ支援の仕組み導入の動きもあり、仮設住宅

関連の動きは混乱していた。S 氏は積極的に事態を解決するため、北上市と北上市にある

NPOと組み、地域支援員制度を整備することにした。 

	 この地域支援員は、国の緊急雇用創出事業の予算を使用し、仮設住宅団地のコミュニティ

支援を行う構想であった。そこで、導入にあたって、S氏は北上市にある NPOの K氏と共

に、町内の各仮設住宅団地の代表者と面談し、コミュニティ支援のニーズを把握した。その

結果、各代表者が仮設住宅団地の運営に負担を感じていることを把握し、地域支援員の業務
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を各仮設住宅団地の集会施設の管理、及び自治組織の援助、仮設住宅に住む高齢者の見守り

を行うこととした。2012年 1月に 100人ほどの求人募集を行い、94人が雇用され、各仮設

住宅団地に配置された。 

 
3.2.1.3 情報共有会議の設置 

	 このように、地域包括支援センター及び被災者支援室はそれぞれが仮設住宅に住む被災者

を対象にした半公的人員を雇い、業務に当たらせた。それぞれ目的は異なったが、実施して

いる業務は近かったため、似たような用件で、異なる人が被災者を訪問することで、被災者

に混乱が生じることが懸念された。そこで、両部署間での調整が必要となり、情報共有会議

が設置され、月に 1回の頻度で開催し、各団体の支援の調整を行うことが目指された。そこ

で、社会福祉協議会や地域支援員配置事業事務局にも参加し、相互の活動の調整を図ること

となった。 

 
3.2.2	居住者と専門家の連携によるインフォーマルケアの活動の立ち上げ	

	 大槌町のフォーマルケアの体制の再構築の進行の中で、我々はインフォーマルな立場で医

療・ケアの専門チームを立ち上げ、仮設住宅団地における見守り活動や生活支援体制の構築

の支援に取り組んだ。しかしながら、住環境点検活動とは異なり、コミュニティケア環境を

居住者と協力して点検し、課題や資源を共有し、事業を検討する一般的な手法はなかった。

そこで、住環境点検活動を参考に、「コミュニティ環境点検活動」を開発し、実施することと

した。本コミュニティ環境点検活動は、コミュニティ環境点検調査と報告会で構成されてい

る。 

(1) コミュニティ環境点検調査 

	 コミュニティ環境点検調査は、調査

対象の団地の居住者の行動や社会関

係、住環境評価、健康状態などに関す

る調査である。この目的は、専門家が

協力することで、仮設住宅団地の居住

者の生活実態を調査し、それをきっか

けに仮設住宅団地の見守り活動や生

活支援活動の必要性を検討し、インフ

ォーマルケアを推進することにあっ

た。 

	 調査は 20歳以上の居住者を対象に

仮設住宅に配布して行なった。個人ベ

表 3-1 コミュニティ環境点検シートの質問内容 

問１〜４ 外出と社会参加について 

問５ 生活の満足度について 

問６〜７ 社会関係について 

問８ 仮設住宅入居月 

問９〜１０ 家族構成について 

問１１〜１２ 住環境の満足度について 

問１３ 健康関連の QOLについて 

問１４ 生活習慣について 

問１５ K6 

問１６〜２１ フェイスシート 

問２２〜２３ （65歳以上のみ）ADLと介護認定 
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ースでの調査のため、事前に自治組織から各住戸の世帯人数の情報を聞いた上で実施してい

る。公衆衛生学や社会心理学等で使用される質問項目を厳選し、12ページ以内に収まる質問

シートを作成した。質問内容は表 3-1の通りである。 

	 調査には、専門家チームが戸別に訪問し、参加者に趣旨説明を行い、期日までにアンケー

ト用紙の回答を依頼した。高齢者で自分でアンケートの記入が難しい場合は、調査員がイン

タビューをし、その場でアンケート用紙を記入して行った。 

 
(2) 報告会 

	 調査後は結果をフィードバックし、具体的なインフォーマルケアについて検討するための

報告会を実施した。また、報告会の参加者を増やすために、健康づくりイベントや自主的な

健康チェック活動のプログラムを合わせて実施もした。 

	 このように、仮設住宅団地の物的環境の整備管理とは異なり、ケア環境については公的組

織の体制も業務も手探りで構築された（図 3-1）。一方で、専門家は個別の仮設住宅団地で介

入手法の試行錯誤をし、公的組織との連携を模索した。 

 
図 3-1	 ケアの体制の全体像及びコミュニティ環境点検活動の位置づけ 

 
3.3	仮設住宅団地におけるケア環境の整備・運営の実態	

3.3.1	情報共有会議の実態	

	 情報共有会議では、参加する各団体の活動の報告に終始し、建設的な議論の場にはならな

かったと、地域包括班の職員は指摘する。毎回参加する健康推進班、地域包括班、被災者支

援室、生活支援員（大槌町社会福祉協議会）、地域支援員配置事業事務局は、会議開催月の活

動報告と翌月の活動予定を説明することに多くの時間が使用された。参加者は相互の活動に

対して、質問をすることはなく、問題の共有や相互の活動の調整には至らなかった。専門家

チームのメンバーがコミュニティ環境点検活動の結果を報告し、課題を共有しても、それに

ついての解決策や課題の原因等について、議論されることはなかった。そこで、被災者支援

室の S 氏は 2012 年 8 月 24 日の会議で、ケースの検討のあり方を再考する提案を行い、困

n 

	

 

SC
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難ケースにも対応できる会議のあり方を模索しようとした。しかし、それでも、現場に関わ

る生活支援員や地域支援員は、業務の細かい遂行方法などの確認に終始し、解決策案に対す

る意見はほとんどされなかった。2012 年 11 月 30 日の会議の場で、仮設住宅団地の独居の

高齢者のケースの共有をきっかけに、家族がいない高齢者の見守りのあり方が話題になった

が、具体的な方策を深く議論することはなかった。このように、情報共有会議は、部署間の

調整の役割は果たさず、関係者の顔の見える関係を作り、維持することに終始する結果とな

った。 

 

3.2.3	コミュニティ環境点検活動の実態	

	 コミュニティ環境点検活動は、住環境点検活動の過程で実現できなかったコミュニティケ

ア環境の整備を進めるために展開された活動であった。そのため、コミュニティ環境点検活

動は、住環境点検活動を実施した仮設住宅団地や地域で行われた。特に、自治組織の役員と

信頼関係が構築された 3カ所で本活動が行われた。 

 

3.2.3.1 HI仮設住宅団地 

1) コミュニティ環境点検調査 

	 HI仮設住宅団地は住環境点検活動後、改めて自治会長に相談し、コミュニティに関するア

ンケート調査を実施し、その結果をもとに、高齢者や引きこもりがちの人の健康増進活動や

コミュニティ交流活動を考える取り組みをやってみることを提案し、取り組むこととなった。 

	 調査は 2012年 1月 21日および 22日の 2日間で行われた。対象戸数 62戸、20歳以上の

対象者 117人のうち、69人（回収率 71%）から回答を得られた。 

	 主な調査結果としては、団地全体の主な傾向としては表 3-1の通りであった。住環境の意

識については、住環境の改善は進んでいるものの、住戸の性能や生活基盤の水準が十分でな

いことが示された。特に後期高齢者や一人暮らしが閉じこもったり、家族との楽しい時間が

過ごせていなかったりしている可能性が示唆されており、そうした居住者の生活支援のニー

ズがあることが示唆された。一方で、外出をよくする 60 代未満は、団地内のつながりが薄

く、社会的な活動に参加してない傾向があり、精神的にも不安定な傾向があるため、社会関

係の醸成を図る取り組みが求められていることが示された。 

 

2) 報告会 

	 コミュニティ環境点検調査の結果をフィードバックするために、2012年 3月 24日に仮設

住宅団地の談話室で報告会を実施した。居住者の参加者は 3 人であった。自治会を通じて、

参加者を募ったが、住環境点検活動のときと比べると、少ない参加者数であった。また、被

災者支援室にも声をかけていたが、出席はなかった。 

	 これらの内容を報告したのち、参加者と意見交換を実施した。出てきた意見は表 3-2にま
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とめた。参加者が 3人であったため、限られた意見ではあったが、インフォーマルケアの推

進の問題点がいくつか指摘されている。第一に、家族以外の人をケアできるほどの社会関係

が成熟していないことがある。第二に、行政と問題を共有する場が不足していることがある。

第三に、コミュニティの状態が町全体の復興の状況に左右されることがある。 

	 参加した居住者はアンケート調査の結果に対し、不安や心配の声が出ている。しかし、調

査結果の解釈についても難しいと感じており、人数も少ないことからそれぞれの問題に優先

順位をつけることは難しかった。 終的には、比較的、取り組みやすい自治会活動に焦点を

当て、自治会長も納得する形で、ゴールデンウィークあたりにバーベキュー大会を開催する

こととなった。 

 
表 3-2 HI仮設住宅団地のコミュニティ環境点検調査の主な結果 

住環境の意

識 

・	団地は暮らしやすいが住戸は住みにくいと思っている人が多い 

・	生活に必要な物や情報が手に入れにくいと思っている人が多い 

社会関係 ・	「助けたい」という気持ちはとても強いが、団地内に知り合いと呼べる

人が少ない 

・	団地内での繋がりが弱い傾向があり、特に 60代未満は団地内の繋がりが

薄い 

・	夫婦および家族同居世帯では友人との繋がりが少ない 

外出や楽し

み 

・	閉じこもりの人が 15%いて、閉じこもり予備軍が 24%にいる 

・	後期高齢者の外出が少ない一方、家族と同居している人の方が外出をよ

くしている 

・	交流活動に全く参加していない人が 3 分の 1 おり、特に家族と同居して

いる人の方が交流活動に参加していない 

・	後期高齢者や一人暮らしの人は家族と楽しい時間を過ごす人が少ない 

健康状態 ・	体の痛みや健康不安を持つ人が一定程度いる 

・	不安・気分の落ち込み・イライラしている人が多い 

・	60代未満や夫婦および家族同居世帯では、気持ちの落ち込みや不安など

を抱えている人が多い傾向がある 

・	睡眠が全体的に 7 時間未満と短い傾向があり、家族世帯でも一人で夕食

を食べる人が 4割いる 

・	タバコとお酒は男性が多く嗜んでいる 

 

 



 

表 3-3	 H仮設住宅団地の報告会の意見交換のまとめ 
アンケートから思うこと、考える

こと 
心境の変化 人付き合いの現状 団地内の支え合いの現状 自治会活動 

・“満足”の範囲が年齢や世帯に

よって違うのではないか？ 
→アンケートの数字の意味はそ

れはそれであるけれど、解釈は

様々 
・高齢ほど望むものが違うのか

な？難しい 
・心の状態 
→夫婦が危ない 
→年齢が関係しているのでは？ 
・60 歳以前はもう少しどっかり
落ち着いて将来計画を考えるこ

とができる？ 
・前期シニアは焦るのでは（例え

ば、復興計画） 
・後期シニアは将来にあまり望ま

ないのでは？ 
→若い人はもっと違う心の悩み

や将来の不安があるのでは？ 
 

・一年経って疲れてきた。 
・みんなの気持ちも変化してい

る。 
・町の方とも相談しているけれど

も。 
・周りに迷惑をかけたくない。 
・途中から入居した人は、最初か

らの輪に入りにくい。バツが悪い

のでは？ 
・産業をいかに復興させるか 
一人で我慢する傾向。 

・名簿と違う人が住んでいること

もある。 
→訪問しても出て来ないが、生活

している形跡はある。 
・隣の人も分からない。名前も聞

きづらい。 
・大槌といえども、都会的な付き

合いなんだ（最近感じる） 
・アンケートに回答しない人はさ

らに心配だ。 
・談話室に入りづらい雰囲気。編

み物をしているグループの傍で

お茶だけ飲むのも申し訳ないと

いう声も聞いた。 
・夫婦でも会話がないから、翌日

にやることを自分で作っている。 
・今の団地内の人付き合いはどう

しても前住地が影響している。 
→一年経って、多分に理屈では解

釈できない事情ができている。 
・挨拶するなどのつきあいはある

けれど、深い付き合いは難しい。 
・あるおばちゃまはお茶っこなど

に行きたいと思っているが、嫁さ

んから「行くな」と言われて出て

来れないというケースがある。 
→各家庭の事情について、どこま

で近所が介入していいのか？分

からなくて困っている。 
→役所にもこの場や話を聞いて

欲しい。資格や権利がある人に対

応して欲しい。 

・助け合い、あいさつすることは

一人暮らしとか年齢によらない。

難しい問題だ。 
・一人暮らし（西棟）は助け合っ

ている。 
→西側は安渡出身、一人暮らしな

ど境遇が似ているので、助け合い

やすい。 
・東側はいろんな世帯、前住地が

異なるので、仲が作りづらい。 
→団地内で差ができている。団地

全体で交流しているのは少ない

のではないか？ 
・空き部屋がもう少しできると思

っていた。自宅を修理して戻る人

がもう少しいるとおもっていた

けれど、意外と少ない。 

・アンケートの結果は季節も関係

していると思う。 
・冬だから人が出て来ない。今年

の冬は厳しい。 
→暖かくなると外でバーベキュ

ーをやるといいのかな？ 
	 みんなができる料理なら良い

のでは？ 
	 4 月 25 日頃に桜が咲く GW
前。→花見！ 
	 自治会（ボランティアではな

く）でやる。「祭り」をやりまし

ょう。 
・以前集っていた人たちが仕事に

就き始めて、集るメンバーも減っ

てきている。 
→続けることが難しくなってい

る。 
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(3) HI仮設住宅団地のコミュニティ活動点検活動の特徴 

・	住環境点検活動の一環として、コミュニティ環境点検活動を実施した。住環境点検活動

の中で課題とされていた、団地内の交流活動を実現するきっかけとして、本点検活動が

作用した。 

コミュニティケアの推進の観点からは、社会関係の状態だけでなく、町全体の復興の状況や

ケア活動を支える体制が整っていないことが、自治組織や居住者の取り組みの阻害要因にな

っている。 

 

3.2.3.2 NAK仮設住宅団地 

1) コミュニティ環境点検調査 

	 住環境点検活動を実施後、自治会長に相談し、コミュニティに関するアンケート調査を実

施し、その結果をもとに、高齢者や引きこもりがちの人の健康増進活動やコミュニティ交流

活動を考える取り組みをやってみることを提案し、取り組むこととなった。 

	 調査は 2012年 2月 18日および 19日の 2日間で行われた。対象戸数 103戸、20歳以上

の対象者 306人のうち、103人（回収率 57.9%）から回答を得られた。 

	 主な調査結果としては、表 3-3の結果が分析された。住環境の意識については、住環境の

改善は進んでいるものの、住戸の性能や生活基盤の水準が十分でないことが示されたが、基

本的に閉じこもりがちの人は少ない結果であった。前期高齢者や一人暮らしの社会参加が多

いことから、この層が団地の社会的活動によく参加していると考えられる。一方で、前期高

齢者は精神面での健康の不安がある傾向であったため、社会参加を維持することが重要であ

る。夫婦のみ世帯が、家族や団地内の社会関係が薄く、精神面での健康の不安がある傾向が

あるため、夫婦のみ世帯の社会的活動の参加やケアを進めることが重要であることが示され

た。 

2) 報告会 

	 コミュニティ環境点検調査の結果をフィードバックするために、2012年 6月 27日に団地

の談話室で報告会を実施した。H仮設住宅団地では、参加者が少なかったことを踏まえ、健

康セルフチェックプログラムを実施し、参加者の引き込みを行なった。 

	 健康セルフチェックプログラムは、集会室に体組成計や握力計、唾液アミラーゼモニター8

等を用意し、参加者に自分で身体状態を測定してもらう取り組みである。全ての測定を終え

たら、専門家による結果の解説を全体に向けて行い、仮設住宅団地での生活と健康について

振り返ってもらうことを目標に行った。 

	 事前にチラシによって報告会の開催を周知した結果、21 人の参加があった。参加者には、

地域支援員が含まれていた。行政への案内を出していたが、出席はなかった。プログラムと

しては、まずは調査の報告をし、その後に健康セルフチェックプログラムを実施、最後に意

見交換を行うプログラムとした。 
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表 3-4 NAK仮設住宅団地のコミュニティ環境点検活動の主な結果 

住環境の意

識 

・	40%の人は団地は暮らしやすいが住戸は住みにくいと感じている 

・	生活に必要な物や情報が手に入れにくい 

社会関係 ・	「助けたい」という気持ちはとても強い 

・	65~74歳の人は家族との繋がりが非常に強い傾向がある 

・	夫婦のみの人は家族との繋がりが薄い傾向にある 

・	団地内での繋がりが弱い傾向があり、40~64 歳の人、夫婦のみおよび家

族と同居世帯が特に薄い傾向がある 

外出や楽し

み 

・	閉じこもりの人が 6%いて、閉じこもり予備軍が 21%にいる 

・	年齢が上がるほど外出頻度が少ない 

・	一人暮らしの人は他と比べると外出頻度が少なめである 

・	65~74歳の人や一人暮らしの人は社会参加の回数が多い傾向がある 

・	社会的活動に全く参加していない人が約半数いる 

健康状態 ・	約 70%の人が健康状態がいいと回答している 

・	不安・気分の落ち込み・イライラしている人が多い 

・	20~30 代、前期高齢者、夫婦のみ世帯では気持ちの落ち込みや不安など

を抱えている人が多い傾向がある 

・	睡眠が 7時間未満と短い人が約半数いる 

・	タバコとお酒は男性が多く嗜んでいる 

 
	 健康セルフチェックプログラムに時間が押し、意見交換の時間が短くなったが、 後の意

見交換で出てきた意見として、「病気や症状についての知識不足がある」「健康維持や改善の

対策を検討する必要があること」「健康の維持には処方薬に頼りがちであること」「食生活に

乱れが出ていること」といった自らの行動を反省する意見が多く出される結果となった。こ

のことから、イベントは啓発の効果があったと言える。 

	 これらの意見を踏まえて、半年後まで今の件状態を維持、改善することを目標にしようと、

参加者の間で共有されたが、具体的な行動までの検討には至らなかった。また、一方で、本

報告会に参加していない人ほど、健康状態の不安が強く、そうした人の巻き込み方を検討す

る必要があることの指摘もあったが、その人たちをどう巻き込んでいくのかという話にはな

らなかった。 

 

(3) NAK仮設住宅団地のコミュニティ活動点検活動の特徴 

・	住環境点検活動が終了し、新たな介入として、コミュニティ環境点検活動を実施した。

報告会は、居住者と課題を共有する機会になり、社会参加の少ない人へのアプローチの
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必要性の認識を高めたが、具体的な活動の検討には至らなかった。 

・	健康セルフチェックプログラムは、参加者の健康意識を増加させることには有効であっ

たと考えられ、コミュニティケアの推進の観点からは、介護予防の自主グループを作る

動機づけになり得る可能性を示した。しかし、実施にかかる人的コスト等を考えると、

事業としてのパフォーマンスはあまり低いと言える。 

・	地域支援員も参加していたが、地域支援員のコミュニティ支援の活動への影響は見られ

なかった。 

 

3.2.3.3 A地域のコミュニティ環境点検活動の実態 

1) コミュニティ環境点検調査 

	 住環境点検活動の実施後、自治会長に相談し、コミュニティに関するアンケート調査を実

施し、その結果をもとに、高齢者や引きこもりがちの人の健康増進活動やコミュニティ交流

活動を考える取り組みをやってみることを提案し、取り組むこととなった。 

	 調査は 2012年 2月 16日および 17日の 2日間で行われた。対象戸数 67戸、20歳以上の

対象者 142人のうち、78人（回収率 65.5%）から回答を得られた。 

	 主な調査結果としては、表 3-4の結果が分析された。住環境の意識については、住環境の

改善は進んでいるものの、住戸の性能や生活基盤の水準が十分でないことが示された。閉じ

こもりがちの人が少なくない結果であったことからも、外出を促す取り組みが重要であるこ

とが示唆されている。特に、夫婦のみの世帯は家族や団地内の社会関係が薄く、精神面での

健康の不安がある傾向があるため、夫婦のみ世帯の社会的活動の参加やケアを進めることが

重要であることが示された。一方で、身体の痛みを感じている人が少なくなく、高齢になる

程、外出頻度が少ない傾向があることから、高齢者の虚弱予防に取り組む必要性が示された。 

 

2) 報告会 

	 コミュニティ環境点検調査の結果を

フィードバックするために、2012年 6

月 7 日に仮設住宅団地の談話室で報告

会を実施した。HI 仮設住宅団地では、

参加者が少なかったことを踏まえて、

報告会と同時に健康教室を実施し、参

加者の引き込みを行なった。 

	 プログラムとしては、まずは調査の

報告をし、その後に健康教室を実施、

後に意見交換を行うプログラムとし 写真 4	 健康教室の様子 



 64 

表 3-4 A地域のコミュニティ環境点検調査の主な結果 

住環境の意

識 

・	団地は暮らしやすいが住戸は住みにくいと感じている 

・	生活に必要な物や情報が手に入れにくい 

社会関係 ・	「助けたい」という気持ちはとても強い 

・	20~30代の人は家族との繋がりが非常に強い傾向がある 

・	夫婦のみの人は家族との繋がりが薄い傾向にある 

・	団地内での繋がりが弱い傾向があり、特に 20~30代の人、夫婦のみおよ

び家族と同居世帯で薄い傾向がある 

外出や楽し

み 

・	閉じこもりの人が 20%いて、閉じこもり予備軍が 17%にいる 

・	年齢が上がるほど外出頻度が少ない 

・	夫婦のみの人は外出頻度が少なめである 

・	交流活動に全く参加していない人が３分の 1いる 

・	若い世代や一人暮らしは社会参加の回数が多い傾向がある 

健康状態 ・	約 70%の人が健康状態がいいと回答しているが、半数は日常生活に支障

があり、痛みで悩んでいる 

・	不安・気分の落ち込み・イライラしている人が多い 

・	20~30 代と前期高齢者、夫婦のみ世帯で気持ちの落ち込みや不安などを

抱えている人が多い傾向にある 

・	睡眠が 7時間未満と短い人が約半数いる 

・	タバコとお酒は男性が多く嗜んでいる 

 
た。健康教室は、「身体を動かすことは楽しい」と感じられるようになることを目標にして、

機会づくりのきっかけづくりを本プログラムでは試みた。内容としては、クイズ形式で高齢

者の家庭内の事故リスクなどの講義と、マッサージや下肢トレーニングなどの実技を組み合

わせたプログラムを行った。 

	 事前にチラシによって報告会の案内を行った結果 14 人の参加があった。行政への案内も

行ったが、行政職員や地域支援員の参加はなかった。 

	 健康教室に時間が押し、意見交換の時間が短くなり、 後の意見交換はほとんどできずに、

報告会は終了した。健康教室を実施した講師は、「参加者から『またやってもらいたい』とい

う声もあり、今回の目標はある程度達成できたのではないかと考える」と述べた上で、「介護

予防という視点で次を考えるのであれば、①今回の参加者が自分達で集まって（自主グルー

プを作って）、続けていけるような支援のあり方、②そういった取り組みの継続支援を行政等

のサービスとリンクさせる方法の検討が必要」と評価した。また、この結果は地域支援員事

務局に提案された（2012 年 6 月 12 日の報告）。しかし、その後、A 地域で介護予防の活動
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を立ち上げられる支援は行われなかった。 

 

(3) A地域のコミュニティ活動点検活動の特徴 

・	住環境点検活動が終了し、新たな介入として、コミュニティ環境点検活動を実施した。

時間の都合もあり、報告会は居住者と具体的な活動の検討をする場にはならなかった。 

・	健康教室は、参加者の健康意識を増加させることには有効であったと考えられ、コミュ

ニティケアの推進の観点からは、介護予防の自主グループを作る動機づけになり得る可

能性を示した。 

・	健康教室の講師による地域支援員事務局への提案による介護予防活動の立ち上げ支援は

実現しなかった。 

 

3.3	仮設住宅団地のインフォーマルケア環境の整備における各主体の関係	

3.3.1	庁内調整	

	 情報共有会議の実態からは、調整した結果を読み取ることはできず、あくまでも情報の共

有にとどまっていたことが明らかであった。それは、仮設住宅団地で発生した行動の変化が

地域支援員を通じて報告されても、参加者同士でその背景にある原因や影響について議論す

ることなく、その報告が終わってしまったことに、顕著に現れていると言える。こうした事

態が起きる背景を考察すると、2つの問題があったと考える。 

	 第一に、アウトプットの不足がある。情報共有会議で上がってきた情報や課題について、

どのようなアウトプットを出していくべきか、参考になる指針が示されていなかったため、

関係者間で支援の方向性に対するイメージが共有できていなかった。また、会議の場をコー

ディネートした S氏にもアウトプットのイメージが不足しており、S氏自身が会議の場で模

索することが発生している。 

	 第二に、コミュニティ支援の理解不足がある。地域支援員と生活支援員のどちらももとも

とコミュニティ支援や生活支援を専門として活動していた人を雇ったわけではなく、経験や

年齢などを問わずに従事者を雇っている。地域支援員制度の発案者である NPO法人の K氏

は、このようにも指摘している。 

「地域支援員の狙いは、仮設住宅団地のコミュニティの困りごとと、雇用支援

をつなげることにあるんです。被災して仕事を失っている人が多いため、被災

者の生活の立て直しができるような取り組みが必要なんです。しかし、女性や

高齢者が就ける仕事はほとんどなく、そういう人が困っています。その人たち

が簡単な仕事をしながら、次の職に向けたスキルを磨いてもらいたいと思って

います。だから、あまり難しい作業をやってもらうことは考えていないです。」

（2012年 1月 7日ヒアリング） 

	 このことから、地域支援員制度の導入の背景には、仮設住宅団地のコミュニティ支援より
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も、被災者の雇用支援の方が強く目的としてあったことが理解できる。その結果、地域支援

員は集会室や談話室に勤務し、「自治会活動のお助け役」として、集会施設の管理や仮設住宅

の居住者の安否確認を主とした業務が割り当てられ、従事者にはパソコンスキルアップ講座

などの研修の機会が与えられるようになっていった。コミュニティ支援に必要なスキルを現

場や研修で磨くよりも、事務等に活かせる能力向上の機会提供に主眼が置かれたことは明ら

かである。また、コミュニティが担う領域現場に配置される地域支援員のみならず、その管

理を任されるエリアマネージャーや全体マネージャーも同様のスタンスで募集されており、

現場で上がってくる情報をコミュニティ支援の観点から指示を出したり、関係部署と調整し

たりできる人材が欠如していた。 

	 一方で、大槌町地域包括支援センターは庁内の他部署間の調整を重視せず、福祉課内の連

携および町内外の社会資源の発掘に焦点があった。2012 年 5 月から地域でのネットワーク

構築の事業を日本社会福祉士会に委託し、日本社会福祉士会と連携して、組織内や関係者間

で協議して、地域の課題の特定作業と解決策の検討が行われていた（2013, 社団法人日本社

会福祉士会）。報告書に基づくと、大槌町地域包括支援センターは、仮設住宅の居住者のみに

焦点をおかず、それを含んだ広い地域で支援ネットワークを構築することを重視していたこ

とが読み取ることができるが、その地域内での個々のコミュニティ形成についての言及はな

く、コミュニティ支援と生活支援やケアの連携には関心が薄かったことが指摘できる。 

	 このように、大槌町庁内の関係に着目してみると、大槌町は「ニーズの全体性」と「個の

救済」を重視した結果、地域の当事者を組織化する「個の主体性」へのアプローチに欠けて

しまっていることが明らかとなった。そのアプローチの欠如には、「個の主体性」の形成を裏

付ける計画や制度及びそれを動かす人材の不足があった。 

 
3.3.2	行政とコミュニティ組織の関係	

	 行政と仮設住宅団地のコミュニティの代表者が対話する場として、代表者会議は存在して

いた。しかし、代表者会議の場では、コミュニティのケア環境の課題について共有し、議論

されることは行われなかった。これには、3つの問題があったと分析する。 

	 第一に、ケアの構造上の問題が、明らかに存在する。ケアの構造は、ケアを受ける主体、

ケアを提供する主体、社会の 3者間の関係性で捉えることができるが、コミュニティはこの

構造の外に置かれている。コミュニティがケアを提供する主体に参加していれば、社会に対

してニーズを主張することもできるが、コミュニティがケアという行為に参加するには、そ

もそも社会関係が醸成することが前提となる。そのため、社会関係の薄い状況下では、コミ

ュニティのケア環境を点検し、その団地の共同課題として認識したり、言語化したりする機

会を積極的に作る支援が必要である。 

	 第二に、代表者会議が行政の一方的な情報提供の場の性格が強くなってしまったことであ

る。2012 年 8 月の時点で、仮設住宅団地の代表者らは、代表者会議は要望をあげる場とし



 67 

て一定の評価をしていた。しかし、「行政からの情報を一方的に通達する場になっている。

これなら文書の送付で済む」や「行政と代表者、代表者間で内容の濃い意見交換が行

えることが理想」、「希望としては、他の団地の自治会の取組みを共有する場になると

良い。使える運営方法を知りたい。」などの発言を一部の代表者から出ており、情報

交換の場として十分に機能していなかったことが指摘される。  

	 第三に、被災者の復興優先意識の強さである。「復興のプロセスについての情報共

有をして欲しい。」や「町の復興に関する具体的なこと、現実的な話をして欲しかっ

た。」など復興の進捗に対する情報を求める意見が多く見られた。復興の先行きが見

えない中、仮設住宅団地におけるケアを議論することができなかったと推察する。  

	 このように、代表者会議の場では、ケア環境について、行政とコミュニティとの間で対話

が行われることはなく、コミュニティ側が自発的にケア環境を議論するインセンティブもな

かった。そのため、コミュニティの能力を補完したり、行政とコミュニティの間を橋渡しし

たりする専門家集団や支援組織の存在が重要であった。 

 

3.3.3	専門家集団の介入	

	 では、実際にコミュニティに専門家集団が介入し、コミュニティのケア環境や活動の推進

は可能だったのだろうか。コミュニティ環境点検活動では、コミュニティと専門家集団は、

住環境点検活動を通じて、信頼関係が作られた上で行われた。仮設住宅団地の居住者は、社

会関係の希薄を生活の中で感じていた。また、それを改善することの希望を持っていた。住

環境点検活動での発言から、それは明らかである。そこで、専門家集団がコミュニティ環境

点検活動を実施し、仮設住宅団地内の社会関係や社会参加、健康状態などを調査し、フィー

ドバックすることを行なった。専門家集団にとっては、居住者と信頼関係をさらに築くこと

で、居住者と連携して、見守りや生活支援などのコミュニティケア環境の整備に向けた活動

や体制を作ることが目的にあった。一方で、居住者にとっては、仮設住宅団地内の社会関係

を深める機会を検討するための材料が提供されるため、コミュニティ環境点検活動を開始す

る段階では、双方にとって利益がある関係ができた。 

	 コミュニティ環境点検活動を実施した結果、専門家集団から居住者に向けて、仮設住宅団

地の社会関係の薄い居住者の属性を提示することができた。しかし、それを通じて、自治組

織や居住者による見守りや生活支援の体制や活動を検討することはできなかった。3 事例の

取り組みの特徴からは、その背景には、3つの問題があったと考える。 

	 第一に、ケア課題の領域性がある。見守りや生活支援は、個人の生活に介入する行為とな

るため、介入される人のプライバシーや人権を尊重する必要があり、専門性が問われる分野

である。個人の領域とコミュニティの領域の境界が明瞭であれば、コミュニティの領域の範

囲で取り組めることが検討できるが、その領域が定かではなかったため、自治組織や居住者

が躊躇する意識が働いていた。特に HI 仮設住宅団地での意見交換の結果には、それが明確
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に現れている。顔見知りの範囲での助け合いの関係は構築できていたが、それ以外の人の個々

の事情に立ち入りたくないという意識があり、コミュニティ内で助け合いの関係を制度化す

る取り組みを議論することはできなかった。また、NAK 仮設住宅団地でも、社会参加の少

ない居住者の健康状態を気にしてはいるが、その人たちへのアプローチには消極的であった。

これらのことから、「個の主体性」を強めることは大事であるが、その個の集団を大きくする

には、より大きなコストが必要とされる。一方で、日本社会福祉士会が行った支援事業でも、

「『仮設住宅の住民同士がお互いにどこまで踏み込んでいいか分からず遠慮がち』という地域

の声が確認され」たことを報告しており、個人の領域とコミュニティの領域の境界問題が指

摘されているが、日本社会福祉士会はその課題への取り組みを支援者側に求めており、コミ

ュニティの領域を広げない提案を行っている（2013, 社団法人日本社会福祉士会）。 

	 第二に、自治組織の活動とコミュニティ環境点検活動との連携の不足である。問題の性質

上、自治組織の役員と課題を共有し、自治組織としての取り組みを居住者が話し合うことが

必要であった。しかし、実際には、コミュニティ環境点検活動の報告会は、専門家側が主催

するイベントとして開催され、自治組織の活動の場という意味合いが薄れていた。そのため、

報告会の参加者は、自治組織の活動の方針を検討する立場ではない居住者が集まってしまっ

ていた。さらに、その後も自治組織の会議の場で問題を共有する機会を設置していなかった

ため、仮設住宅団地のコミュニティの課題として、社会関係の希薄やケアの問題を共有する

ことができていなかったと考察される。 

	 第三に、専門家集団の提案力の不足である。専門家集団が求められていたのは、仮設住宅

団地内の社会関係の薄い居住者へアウトリーチをし、その居住者との社会関係を形成する機

会の提供の方法の助言や提案であった。しかし、専門家が提供できたのは、社会関係の薄い

居住者の属性であり、そのような居住者の社会参加のニーズや社会的活動の関わり方の意識

について分析して、彼らが参加しやすい活動の場や関わり方の提案に繋げることができてい

なかった。コミュニティ環境点検活動を開始する時点でその視点が欠けており、アンケート

調査の設計の時点で失敗していた。その結果、行政に向けて提案を作成することもできず、

報告会の開催を報告することに止まってしまっていた。 

	 このように仮設住宅団地のコミュニティと専門家集団との関係に着目してみると、コミュ

ニティケアの取り組みを進めるためのキャパシティがコミュニティ側には不足し、そのノウ

ハウが専門家集団に不足していたことが明らかとなった。それは、双方の信頼関係で補える

ものではなく、行政やその他の関係機関との連携が欠かせなかった。 

 
3.4	小括：インフォーマルケアの推進体制の整備の課題	

	 仮設住宅団地のインフォーマルケア環境の整備に関わった主体の関係や介入の結果を見た

結果、それぞれがバラバラに動いた実態が明らかとなった。すなわち、行政や関係機関のネ

ットワーク化によるニーズの全体性を重視した地域包括支援センターと、被災者の個の救済
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に寄った被災者支援室、コミュニティの主体的な助け合いを重視した専門家集団の間の方向

性の乖離が現場では生じており、それぞれが連携することができなくなっていた。 

3.4.1	垂直的な調整のシステムの運営	

	 大槌町では、代表者会議、情報共有会議、地域支援員制度によって、全体性を調整する行

政とコミュニティの個々のニーズを連結する体制にはなっていた。しかし、各団地に配置さ

れた地域支援員は、集会施設の管理人および団地の見回り要員として機能し、コミュニティ

が担える領域を一律に公的領域に含めてしまった。そのため、インフォーマルケアの推進に

おいて発生したであろうコミュニティの問題が発生せず、行政は仮設住宅団地コミュニティ

のキャパシティや資源を把握できないまま個人のケースと向き合うことになっていった。 

	 また、地域支援員が自治組織の代替的主体になっていったことで、仮設住宅団地コミュニ

ティの問題について、自治組織をバイパスして情報が流れることできるような構造となり、

自治組織にも仮設住宅団地コミュニティの問題が一部でしか蓄積されなくなった。そのため、

代表者会議では、コミュニティの共同課題としてわかりやすい住環境の問題が共有され、コ

ミュニティの助け合いや支え合いに関わる問題は共有されなくなっていた。 

	 このように地域支援員が配置されたことで、仮設住宅団地コミュニティがインフォーマル

ケアを進めるインセンティブは薄れ、コミュニティ支援の観点からは弊害をもたらしたと言

える。すなわち、行政の支援の方針とコミュニティのニーズを垂直的に調整するシステムを

機能不全にする結果となった。この機能不全には、この調整システムを運営する人材とプロ

グラムをきちんと整備する必要があった。 

 

3.4.2	フォーマルケアの体制の整備	

	 地域コミュニティの立場にしてみれば、インフォーマルケアを推進する前に、フォーマル

ケアの体制の整備を先に進めておくことが重要であると指摘できる。本章で取り組んできた

ように、フォーマルケアの体制が未整備なまま、インフォーマルケアの推進を図っても、希

薄なコミュニティには深刻なケアサポートを実施するキャパシティがなく、尻込みすること

になる。また、専門性にも乏しいため、同じ団地コミュニティの中で、深刻なケアサポート

の必要な人とそうではない人を選別することは難しいことも関係する。 

	 また、地域支援員の導入の弊害も、フォーマルケアの体制が未整備だったために起きたと

も言える。庁内の部署間の情報交換は徐々に整備が進められていったが、その場に参加して

いた専門家の証言では、そこでの議論は実のあるものではなく、情報の出し合いに終始し、

具体的な業務の調整や問題へのアプローチの検討が欠けていたと言う。そのため。ノウハウ

が蓄積されることも少なかったと言う。この原因の一端には、関係者の間で理想的な状態に

対するイメージの共有が行われておらず、またそれをどうやって評価して、フォーマルとイ

ンフォーマルに分けてケアを働きかけるかができずにいたことが考えられる。専門家チーム

として、コミュニティ環境点検調査や健康増進プログラムの提供を通じてその仕分けを試み
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ようとしたが、行政や地域支援員との関係構築が進まなかったことを考えると、フォーマル

ケアの体制の整備を早める必要があるとともに、専門家チームと行政との関係も同時に進め

る必要があることも明らかである。その実現のためには、首長の強いリーダーシップで、積

極的に関係構築を促進することも必要になりうる。 
 
【参考文献】 
浦光博, 「孤立を生む出す社会から互いに支え合う社会へ – 新たなサポートシステムの構築

に向けて– 」, 大橋謙策編『ケアとコミュニティ	 福祉・地域・まちづくり』, ミネルヴァ

書房, pp. 69-86, 2014 

社団法人日本社会福祉士会, 「2012年度	 地域ネットワーク再構築支援事業報告書（岩手県

大槌町）」, 2013年 3月 
                                            
8 唾液アミラーゼモニターとは、唾液中のアミラーゼの濃度を簡便に測定する機器である。唾液中の
アミラーゼの濃度を測定することでストレス度のチェックができるため、参加者がストレス度を知る

ことで、仮設住宅団地での生活を見直すきっかけの一つにしようと導入した。 
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第４章	 住民主体の活動の形成プロセスとコーディネート	

4.1	仮設住宅団地における交流と管理	

4.1.1 仮設住宅団地における交流活動の意義	

	 東日本大震災は、被災地に大きな被害をもたらし、発災から 2 年以上経過した時点でも、

多くの住民が仮設住宅で暮らしていた。一方で、各被災自治体では、復興基本計画が策定さ

れ、それに基づいて復興事業が徐々に行われつつあったが、用地取得や地権者の特定などの

困難により、全体としてのペースはゆっくりであるという認識が強かった。したがって、仮

設住宅での生活はしばらく続き、長期化することが予想されている。こうした状況下では、

いかに仮設住宅での生活を維持し、支え、復興後の生活再建の実現に結実させるかというこ

とが重要な課題となる。そこで、仮設住宅団地における自治体制の構築とボランタリー・ア

クション（以下、VAと略す）の発生に着目し、その実態を明らかにすることを目的とする。

また、自治体制があることでコミュニティの結束力や紐帯が高められ、VA の発生につなが

ったり、逆に VAが盛んであるために、自治体制の構築につながったりする可能性があると

考えるため、それらの相互関係についても考察する。 

	 仮設住宅団地のコミュニティ形成に関する研究は数多くある。例えば、中越地震の仮設住

宅のコミュニティ形成支援を行なった岩佐らの研究や学習支援を通じたコミュニティ形成に

関する研究（木村, 2012）があるが、住民自身が自発的にコミュニティ形成を行なうという

文脈で研究は行われてはいない。また、被災地における住民主体の組織づくりやまちづくり

会社の設立に関する研究もあるが（臂, 2012 など）、これらは基本的に仮設住宅団地の対象

とはしていない。 

	 仮設住宅団地の自治会形成に関する研究としては、柄谷（2011）の研究があるが、質的研

究であり、定量的な分析は行なわれてはいない。 

 

4.1.2	地域共同管理における自治組織	

	 近年、町内会などの地域集団を「生活機能集団（地域共同管理）」として捉え、地域コミュ

ニティを組織化することを、当該地域での共同生活の基盤を形成することとして肯定する見

方がある（中田，1990；松野，2004）。これは、町内会や自治会が閉鎖的で前近代的な存在

と見る見方に対し、逆に主体的に自覚的に彼らが担ってきた生活機能を果たそうという考え

方を与えるものである。このような考え方は、団地のように人が集合的に居住することを余

儀なくさせている環境では有効であると考えられる。なぜなら、共同生活の基盤を形成する

ことで仮設住宅の問題解決処理能力を高めるとともに、生活様式を維持し、再構築していく

ことが期待されるからである。そこで、仮設住宅での生活に地域共同管理の概念を当てはめ

ると、自治組織の必要性が指摘できる。自治組織があることで、団地の共同生活諸条件に対

する居住者としての関与や意志の表明ができる場となり、その意志の統合とつきあわせ、そ

の結果にもとづくり諸条件のより良い状態での維持、改善、統制ができる場として機能する
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ことが期待されるからである。また、円滑な意志の表明や決定の実現のために、規模に応じ

て、自治組織の構成要素となる班を設置することが必要となる。このように、地域共同管理

の適応を考えると、団地において班と自治組織の設置は重要であると言える。 

 
4.1.3	住民主体のボランタリーな活動	

	 地域社会論の立場からは、VA の必要性が指摘される。内藤（2001）によると、VA とは

「生活者が生活者の意欲にしたがって行なう主体的な自己実現の行為であって、生活構成へ

の意欲行為」としている。VA が行なわれることで、その地域の生活や営みに彩りを与え、

地域文化の再生へと導く力となることが主張されている。このことを仮設住宅での生活に置

き換えた場合、仮設住宅での VAが形成されることは、生活再建へと意欲が発現していると

解釈することができる。このような VAが具体的に起こる場所を団地内で考えた場合、集会

施設が主要な場所の一つである9。したがって、団地における VAとは、住民が自発的に主体

的に集会施設を使用し、活動することとして捉えることができる。 

 

4.2	仮設住宅団地の社会的物的環境の整備達成と住民主体の活動の形成成果	

4.2.1	団地のコミュニティの運営	

	 大槌町の各仮設住宅団地の自治組織の形成および代表者と居住者とのコミュニケーション

方法について、表 4-1にまとめた。表 4-1によれば、自治組織の設立が行われた時期が 2回

に分かれていることが読み取れる。 初の時期は、2011年 9月から 2011年 10月の期間で

ある。この期間に固まっているのは、仮設住宅の入居が完了し、大槌町から自治組織の設立

の提案が行われた後であるからと思われる。続いて、2012年 3月から 2012年 6月にかけて、

自治組織の設立の波が訪れている。これは、大槌町が地域支援員配置事業の影響があったと

思われる。自治組織がない団地で自治組織の設立を進めるために、大槌町は自治組織を対象

にした活動助成を始めた。この助成の申請支援を地域支援員が実施し、各団地の自治組織の

設立を促した。この結果、2012年 6月には、19団地で自治組織の設立が完了した。しかし、

依然、14団地では自治組織が設立されていなかった。しかし、仮設住宅団地を代表する居住

者の人数に着目すると、自治組織のない仮設住宅団地でも、副代表を選出しており、仮設住

宅団地に関わることを二人体制で対応していることも見て取れる。逆に、自治組織のある仮

設住宅団地でも役員がいない団地も存在する。これは、団地が小規模であるために、複数人

も役員が必要ではないという判断があったためである。 
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表 4-1各仮設住宅団地における居住者およびボランティア団体とのコミュニケーション方法 
 自治組織の設立と

体制  
居住者とのコミュニケーション  V団体とのコミュニ

ケーション  

団地  自治組織の

設立  
代表  
人数  

課 題 の

話合  
初の団地内

課題の内容  
共通の課題の把握方

法  
情報の周知

方法  
共 同 で

企画  
情報交換  

MAS 2011年 9月 4人 ○ 住環境 役員からの情報 会報 ○ × 

HI 2011年 9月 13人 ○ 住環境 班長からの情報 掲示板 × × 

SS 2011年 9月 3人 × 住環境 代表者の日常的な情報

収集 
なし × × 

FJ 2011年 9月 9人 ○ 住環境 なし なし ○ ○ 

Ko6 2011年 9月 3人 — — 代表者の日常的な情報

収集 
なし ○ × 

SY 2011年 9月 1人 ×  代表者の日常的な情報

収集 
会報 × × 

TO 2011年 9月 3人 — — 代表者の日常的な情報

収集 
なし ○ × 

MAB 2011年 9月 10人 ○ 住環境 代表者の日常的な情報

収集 
なし ○ ○ 

ASU 2011年 10月 5人 — — 班長からの情報 なし × × 

NAK 2011年 10月 8人 × 住環境 代表者の日常的な情報

収集 
掲示板・班長  ○ ○ 

WM 2011年 10月 10人 ○ 住環境 代表者の日常的な情報

収集 
会報 × × 

FG 2011年 10月 3人 × 住民トラブル なし 掲示板 × × 

SOU 2011年 10月 5人 — — 代表者の日常的な情報

収集・アンケート 
なし × × 

KIT 2012年 3月 10人 ○ 住環境 班長からの情報 回覧板・班長  × × 

Ko16 2012年 4月 20人 × 住民トラブル 班長からの情報 掲示板・会報 × × 

SAN 2012年 4月 3人 ×  なし なし × × 

DI 2012年 5月 16人 ○ 住環境 なし 掲示板 × × 

AN2 2012年 5月 16人 × 住環境 なし なし ○ ○ 

KT 2012年 5月 16人 — — なし 回覧板 × × 

MIK 2012年 6月 5人 ○ 住環境 役員からの情報 会報 × × 

WU なし 2人 × 住環境 代表者の日常的な情報

収集 
掲示板・会報 × × 

HY なし 2人 × 住環境 代表者の日常的な情報

収集 
なし × × 

AH2 なし 2人  住環境 代表者の日常的な情報

収集 
なし × × 

NAM なし 1人 — 住環境 なし 会報 × × 

NIS なし 1人 — — 班長からの情報 会報 × × 

KC なし 1人 × 住環境 代表者の日常的な情報

収集 
なし ○ ○ 
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表 4-1各仮設住宅団地における居住者およびボランティア団体とのコミュニケーション方法

（続き） 
 自治組織の設立と

体制  
居住者とのコミュニケーション  V団体とのコミュニ

ケーション  

団地  自治組織の

設立  
代表  
人数  

課 題 の

話合  
初の団地内

課題の内容  
共通の課題の把握方

法  
情報の周知

方法  
共 同 で

企画  
情報交換  

MAG なし 1人 × 住環境 代表者の日常的な情報

収集 
掲示板・会報 ○ ○ 

MSY なし 1人 × 住環境 代表者の日常的な情報

収集 
会報 × × 

HM なし 1人 × 住環境 なし なし × × 

KZ なし 1人 — — 代表者の日常的な情報

収集 
なし ○ ○ 

EK なし 1人 ×  なし なし × × 

Ko71
1 

なし 0人 — — 仮の代表者の日常的な

情報収集 
なし × × 

W なし 0人 × 住環境 なし なし × × 

TZ なし 0人 × 住環境 仮の代表者の日常的な

情報収集 
回覧板 × × 

 

	 代表者と居住者とのコミュニケーションの方法について見てみると、自治組織のある団地

でも、自治会長が単独で仮設住宅団地に関わる問題に対応している傾向があることが読み取

れる。仮設住宅団地の 初の共通課題は、住環境に関わる問題10が多かったが、一部の団地

では住民トラブルが 初の共通課題であった団地もあった。しかし、共通課題があるという

認識はあっても、居住者同士でそれを話し合って解決策を検討した団地は 7団地である。ま

た、 初以外の共通の課題についても、代表者や自治会長が日常的な会話の中で情報収集す

る団地は多く、役員や班長といった社会関係資源を活用する団地は 6団地であり、団地に関

わる情報の周知に班長を活用する団地は 2団地であった。 

	 一方で、ボランティア団体と自治組織の関係性については、ボランティア団体と自治組織

や代表者が活動を一緒に企画をする団地は 10 団地、情報交換をする団地は 8 団地であり、全

体の 3 分の 1 以下であった。 

	 このように、大槌町のコミュニティ政策として、仮設住宅団地の自治組織の設立が推し進

められ、過半数の団地で自治組織の設立が達成された。しかし、仮設住宅入居後 1年経過後

の実態をみると、団地内の運営について、実質的に集団的に取り組めている団地と、代表者

や自治会長が単独で取り組んだ団地、代表者や自治会長があまり団地の運営に関わらなかっ

た団地に分かれた。また、代表者が社会的資源を活用しやすい環境は作られていなかったこ

とが示された。	
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表 4-2	 2011年 12月までの各仮設住宅団地における集会施設の種類と管理方法 

団地  種類  鍵の管理  予約の管理  団地独自の取り組み  

MAS 談話室 居住者 自治会長 談話室の設備の充実 

HI 談話室 居住者 副会長  

ASU 談話室 居住者 自治会役員  

NAK 集会室 居住者 自治会長 開館時間の設定 

WM 談話室 居住者 自治会長 月 1回の清掃 

MAB 集会室 居住者 自治会長 談話室の設備の充実 

KIT 談話室（後付け） 居住者 自治会長  

NAM 集会室 居住者 居住者  

MAG 集会室 居住者 代表者  

MSY 談話室 居住者 自治会長  

AN2 談話室・仮設公民館 居住者 公民館館長  

TO 談話室 居住者 自治会長 開館時間の設定、管理人の配置 

W 集会室 居住者 居住者  

KZ 既存の公共施設の会議室 地域住民 代表者 開館時間の設定 

SOU 談話室 居住者 なし  

SY 談話室（後付け） 居住者 なし  

HY 談話室（後付け） 居住者 なし  

FG 談話室 居住者 行政  

WU 談話室 居住者 行政  

NIS 集会室 居住者 行政 開館時間の設定 

KC 談話室 居住者 行政 開館時間の設定（土日のみ） 

SS 集会室 行政 行政  

FJ 談話室 行政 行政  

Ko6 談話室 行政 行政 談話室の設備の充実 

Ko16 談話室 行政 行政 追加の集会施設の整備を町に要望 

SAN 集会室 行政 行政  

MIK 談話室 行政 行政  

EK 談話室 行政 行政  

DI なし   近くの寺院を必要なときには使用する 

KT なし   代表者が交流スペースとして居室を居住者に開放 

AH2 なし   近くの仮設住宅団地の談話室を借りる 

HM なし    

Ko711 なし   集会施設の整備を町に要望 

TZ なし   近くの弓道場を必要なときには借りる 
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4.2.2	団地のコミュニティの集会施設	

	 仮設住宅団地の規模に応じて、仮設住宅団地には談話室あるいは集会室が設置された。大

槌町では、8団地に集会室が設置され、16団地に談話室が設置された（表 4-2）。しかし、用

地の都合上、全ての団地に集会施設が設置されなかった。そこで、大槌町は団地内に空室が

あり、居住者の要望があれば、その住戸を談話室として転用することを行なった。その結果、

3団地で後付けの談話室が整備された。 

	 2011年 12月までの仮設住宅団地における集会施設の管理方法について、鍵と予約の管理

に着目すると 3つの管理方法のパタンがあったことが浮かび上がってくる。第一に、集会施

設の鍵も予約も行政が管理する「行政管理型」である。第二に、集会施設の鍵は団地の居住

者が管理をするが、集会施設の予約は行政が窓口となっている「管理人型」である。第三に、

集会施設の鍵も予約も居住者や自治組織で管理する「コミュニティ管理型」である。このコ

ミュニティ管理型では、集会施設の運営に自由度がでるため、団地独自の取り組みが行いや

すくなる。実際にコミュニティ管理型で集会施設を管理した団地のうち、5 団地では独自の

取り組みを行っていた。 

	 2012年 2月からは地域支援員が各集会施設に配置されることになり、平日の 9時から 17

時まで開館され、地域支援員が予約に対応し、日々の清掃が行われるようになった。これま

で行政や居住者、利用者が行っていたことが、地域支援員が代わりに担うことになった。一

方で、団地独自で取り組まれていたことが、一律的に取り組まれるようになったことも意味

した。 

	 このように、集会施設の管理について、当初は仮設住宅団地のコミュニティが担うように

進め、団地独自の取り組みが図れる環境になりつつあった。しかし、実際に団地独自の取り

組みが始められていた団地はわずかであった。そこで、大槌町は、地域支援員配置事業で、

集会施設の利便性を向上させ、集会施設での居住者同士の交流促進を図ることになった。 

 
4.2.3	住民主体の活動の推進	

	 前述の通り、大槌町では、自治組織の形成を促し、集会施設の追加整備や管理運営主体の

整備を行うことで、仮設住宅団地の居住者同士の交流を促すコミュニティ生活環境を整備し

ようと試みられた。それでは、仮設住宅団地における社会活動の場がどの程度形成されたの

だろうか。 

	 まずは、集会施設の利用実績を見てよう。表 4-3は大槌町生涯学習課が保管していた予約

簿、各代表者が自主的に独自の媒体で管理していた集会施設利用に関する情報および、地域

支援員配置事業事務局が管理するオンライン上の予約カレンダーからの情報をもとに、各団

地で行われた住民主体の活動を 3 ヶ月ごとに集計し、ひと月当たりの平均活動数を示した。

この結果によると、入居直後の 3ヶ月は、多くの団地では、住民主体の活動は月に 3回も行

われていなかった。さらに、月に 1回も活動が行われていない団地も半数近くあった。しか
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し、1 年後の同時期には、団地によって状況が変化している。住民主体の活動が月に 4 回以

上行われている団地は 9団地あるが、4団地では月に 1回以上 4回未満であり、7団地では

月に 1回未満の頻度で住民主体の活動が行われている。入居直後に比べると、団地間で居住

者の交流環境に差が出ていることがわかる。 

 

 

	 月 1 回以上継続しておこなわれている住民主体の活動に着目してみる。表 4-4 によると、

21 件の活動のうち、震災前から存在した既存の活動は 2 件あったが、それら以外は全て新規

に立ち上がった活動である。仮設住宅団地の集会施設は、既存の団体の活動の再開の場とし

ても機能していたが、仮設住宅団地の居住者の社会的活動の創出の場として機能していたと

表 4-3 各仮設住宅団地における 3ヶ月ごとの住民主体の活動頻度（単位：回/月） 
団地  2011.9-11 2011.12-2012.1 2012.3-5 2012.6-8 2012.9-11 

W 1.7 0.0 6.7 11.0 15.7 

NAK 2.7 7.0 8.7 11.7 14.7 

SOU 2.0 0.0 1.3 8.0 11.0 

HI N/A N/A 12.7 11.3 11.0 

SS 1.0 6.0 9.3 8.3 9.3 

MAS 2.0 3.0 10.0 9.0 6.7 

NAM 1.7 1.5 2.3 5.3 6.3 

MIK 1.3 1.0 2.3 4.0 4.0 

KIT N/A N/A 4.0 5.0 4.0 

Ko16 0.0 3.5 6.0 1.7 2.3 

ASU 2.3 6.5 10.0 4.7 1.7 

SAN 0.3 0.5 1.0 2.0 1.3 

WM 0.7 0.5 2.7 2.7 1.0 

FJ 1.3 2.0 0.3 1.7 0.7 

HY N/A N/A 0.0 0.0 0.7 

NIS 0.7 0.0 1.3 0.0 0.3 

MSY 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 

WU 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 

Ko6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 

EK 0.3 1.0 0.7 0.3 0.3 

KC 2.3 2.0 3.3 1.7 0.0 

TO 1.0 0.0 0.3 1.0 0.0 

AN2 0.7 0.0 0.3 0.7 0.0 

FG 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

上記以外 N/A N/A N/A N/A N/A 
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言える。	

 

表 4-4 住民主体の活動一覧（月 1回以上） 
 活動内容  活動場所  運営主体  対象者  活動頻度  活動開始時期  

新規 健康教室 NAK, SS 個人 仮設住宅団地 週 1回 2012年 1月 

新規 ヨガ教室 KC 個人 仮設住宅団地 月 1回 2012年 3月 

新規 手芸サークル活動 HI サークル 仮設住宅団地 週 3回 2011年 9月 

新規 手芸サークル活動 MAS 個人 仮設住宅団地 月 2~3回 2011年 10月 

新規 手芸サークル活動 ASU 個人 仮設住宅団地 週 1~2回 2011年 12月 

新規 手芸サークル活動 NAK サークル 仮設住宅団地 月 2回 2012年 4月 

新規 手芸サークル活動 SS サークル 仮設住宅団地 月 1~2回 2012年 7月 

新規 着物リメイク活動 MAB サークル 地域 週 1回 2012年 5月 

新規 ものづくり活動 NAM 個人 仮設住宅団地 週 1回 2012年 9月 

新規 サロン活動 MAS 自治組織 仮設住宅団地 週 1~2回 2011年 10月 

新規 サロン活動 Ko16 サークル 仮設住宅団地 月 2~3回 2011年 12月 

既存 サロン活動 SS 市民団体 全町 月 2回 2012年 2月 

新規 サロン活動 KIT 自治組織 仮設住宅団地 週 1回 2012年 3月 

新規 サロン活動 HY サークル 仮設住宅団地 月 2回 2012年 5月 

新規 サロン活動 W サークル 仮設住宅団地 週 1回 2012年 6月 

新規 サロン活動 W サークル 仮設住宅団地 週 1回 2012年 10月 

新規 サロン活動 W サークル 仮設住宅団地 週 1回 2012年 10月 

新規 サロン活動 WM 自治組織 仮設住宅団地 月 1回 2011年 10月 

新規 サロン活動 SS サークル 仮設住宅団地 月 2回 2012年 10月 

新規 ママサークル活動 SS, NAK, W サークル 全町 月 1~2回 2011年 10月 

既存 パソコンクラブ NAK, W サークル 全町 週 1回 2011年 11月 

 

4.3	住民主体の活動が頻繁な仮設住宅団地の特徴	

4.3.1	団地の環境との関係	

	 ここでは、団地の環境と住民主体の活動の頻度との関係をみるため、団地の規模と立地に

着目して分析を行う。 

	 まず団地の規模との関係については、図 4-1を作成して整理した。縦軸に活動の頻度、横

軸に団地の規模をとっている。この結果を見る限り、団地の戸数に応じて、活動の頻度の増

減は確認できない。 

	 一方、団地の立地との関係について見てみる。団地の立地については、まちの中心からの

距離で表すことにする。大槌町は市街地の形状が単純であり、中心部から離れれば離れるほ

ど農村に推移して行くため、中心部からの距離を取るだけで、その団地がまちなか、郊外、
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農村、山間という立地特性が反映されると考え、立地との関係を見るのに、中心部からの距

離を指標に使用している。そこで、縦軸に活動の頻度、横軸に団地と中心部からの距離の関

係図を作成した。その結果を見ても、住民主体の活動の頻度が、中心部からの距離に応じて

増減する傾向は見られない。 

 
	 図 4-1	 住民主体の活動頻度−団地の規模の関係図 

 

	 図 4-2	 住民主体の活動頻度−団地の立地の関係図 

	 各集会施設の鍵や予約の管理体制のパタンから分析を行ってみる。行政管理型は 6つ（集

団、単独が各 3つずつ）、施設管理人型は 4つ（集団、単独が各 2つずつ）、コミュニティ管

理型は 12 つ（集団が 7 つ、単独が 5 つ）が該当し、コミュニティ管理型が も多い。各自

治体制の管理体制パタンの分布に大きな相違は見られないため、自治体制と管理体制のパタ

ンの相関は少ないと考えられる。 
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	 ひと月あたりの一集会施設の平均予約件数を月別に、管理体制パタンで比較すると、図 4-3

の結果が得られる。図 4-3によると、コミュニティ管理型は両自治体制とも、ひと月あたり

10〜20件の頻度があり、比較的高い頻度である。一方で、施設管理人型および行政管理型は、

自治体制によって傾向に差があり、集団的自治体制の方がそれらの管理体制パタンでの頻度

は低い。 

	 予約主体別に見てみると、図 4-4のように企業や大学、NPOなど地域外から来る外部支援

団体による予約件数の傾向と全体の傾向が類似し、件数を見ると全体のおよそ半分の数を占

めている。一方で、住民主体の活動については図 4-5の結果が得られ、管理体制パタンによ

る顕著な違いは見られないが、集団的自治体制かつコミュニティ管理型の団地で、比較的住

民主体の活動が発生していることが読み取れる。しかし、12月以降は集団的自治体制かつ行

政管理型の団地でも住民主体の活動の発生が見られるため、集会施設の鍵や予約の管理体制

が、住民主体の活動の頻度に影響を与えているとは必ずしも言えない。 

	 これらのことから、仮設住宅入居後の比較的早い時期における集会施設の利用の特徴を 2

点指摘できる。第一に、主要な集会施設の利用者は地域外の主体であることである。全体か

ら見たときに、VA は少ないと言える。第二に、集団的自治体制の方が単独的自治体制の団

地よりも VA の発生が期待できるということである。逆に、VA と管理パタンについて直接

的効果的な関係性は確認されなかった。その要因は、VA を起こすには意欲を喚起させる必

要があり、その意欲が起きていない、あるいは起こすインセンティブがないことが考えられ

る。 

 
図 4-3 自治体制別	 管理パタン別 – 集会施設の平均予約件数（ひと月当たり） 
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図 5　自治体制別 管理パタン別一集会施設の平均予約件数（ひと月あたり）
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図 4-4 自治体制別	 管理パタン別 – 集会施設の平均予約件数（ひと月当たり）（大学・企業・

NPO等） 

 
図 4-5 自治体制別	 管理パタン別 – 集会施設の平均予約件数（ひと月当たり）（住民個人・

住民組織） 

	 インタビューの結果からは、仮設住宅団地のある環境が、居住者同士の交流の妨げになっ

ている要素が 3つ指摘されている。まずは、団地内の集会室の有無である。例えば、KIT仮

設住宅団地では、仮設住宅の入居時には談話室がなく、屋外でコミュニテケーションを取ら

ざるを得なかず、居住者にとって不便であることが指摘されていた。そこで、居住者から談
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図 6　自治体制別 管理パタン別一集会施設の平均予約件数（ひと月あたり）
（大学・企業・NPO等）
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図 7　自治体制別 管理パタン別一集会施設の平均予約件数（ひと月あたり）
（住民個人・住民組織）
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話室の要望が強まり、町と交渉し、空き住戸を談話室として開放するようになっている。そ

の結果、住民主体のお茶っこなどが開催されるようにもなった。また、HY 仮設住宅団地で

も、入居時に談話室がなかったため、居住者の署名を集めて、談話室の設置の要望を町に出

し、空き住戸を談話室として開放することに成功した。その結果、居住者が立ち寄って談話

したり、月に 2回は副代表者がサロン活動を行ったりしていた。 

	 二つ目は、集会施設の配置である。FG 仮設住宅団地では、団地そのものが急な斜面地に

作られており、談話室は坂の一番上に建設された。そのため、比較的日中団地で過ごしてい

る高齢者にとって、談話室を利用するのが難しくなっており、居住者同士が日常的なコミュ

ニケーションを取る場は屋外であることが指摘された。FG仮設住宅団地の自治会長は、「確

かにこういう部屋（談話室）は必要。ないところに比べれば、坂道のてっぺんでもあってよ

かった。泊まることもできるので。ただ、普段は利用価値はない」と指摘し、日常的な利用

の難しさを指摘している。一方、同じ斜面地型の仮設住宅団地である ASU仮設住宅団地は、

坂の下に談話室がある。ASU仮設住宅団地の居住者は、坂の下の団地の入り口にある談話室

は利用しやすく、外出の際や帰宅の際に寄りやすいと指摘している。このことからも、坂の

上に談話室を配置することは動線計画の観点からも、不適切であったと思われる。 

	 三つ目は、歩行環境の快適性である。SS仮設住宅団地で活動する手芸サークルの代表は、

SS 仮設住宅団地の集会室までの歩行環境がでこぼこしており、足の悪い高齢者にとっては

アクセスしづらいことを指摘している。 

	 以上のことから、物的環境の側面からは、住民主体の活動の促進において集会施設の有無、

配置、アクセシビリティは関係していることが示唆され、仮設住宅団地の立地や規模も住民

主体の活動の促進に影響を及ぼしていることは確認できなった。一方で、集会施設の管理体

制は、住民主体の活動の促進に関係していることは確認できなかった。これは、仮設住宅入

居後の比較的早い時期は、仮設住宅団地の自治組織の運営が未熟だったことが影響している

ことが考えられる。この点について、次節で考察する。 

 
4.3.2	社会的環境との関係性	

	 ここでは、社会的環境と住民主体の活動の関係性について考察する。 

	 まずは、自治組織の関係性を見ることにする。表 4-5に住民主体の活動の頻度の変化と自

治体制の変化を整理した。その結果から、1 年間集団的自治体制を取っている団地では、9

団地中 7団地で月 1件以上の住民主体の活動の維持または増加が確認された。途中で集団的

自治体制を取り始めた 2団地でも、住民主体の活動の頻度が月 1件以上を維持し、増加して

いる。一方、単独的自治体制の団地では、5団地中 4団地で住民主体の活動の頻度が月 1件

未満という結果を示している。 

	 さらに、量的な観点から見ると、継続して集団的自治体制を取った団地のうち、月 1件以

上住民主体の活動が行われた団地は 12 団地中 7 団地あるのに対し、継続して単独的自治体
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制を取った団地のうち、月 1件以上住民主体の活動が行われた団地は 6団地中 1団地であっ

た。また、途中で集団的自治体制を取り始めた 3団地では、全て月 1件以上の住民主体の活

動が行われている。 

	 次に、自治組織の力を総会の出席率で測って、住民主体の活動との関係を調べて見た。そ

の結果も表 4-5に示した。しかし、出席率が高いほど住民主体の活動の頻度が高いという結

果は得られることはできず、むしろ出席率が低い団地で、非常に高い住民主体の活動の頻度

が出ているという結果が出ている。 

表 4-5	 仮設住宅団地の住民主体の活動と自治組織関連指標 
団地  施設の種類  2011.9-11 2012.9-11 変化量  自治体制の変化  総会の出席率  

SS 集会所 1.0 8.7 +7.7 集団的のまま  31% 

San 集会所 1.0 1.3 +0.3 単独的→集団的  29% 

Ko16 談話室 0.3 3.0 +2.7 集団的のまま  90% 

Mik 談話室 1.7 4.3 +2.6 単独的→集団的  68% 

W 談話室 1.0 0.7 -0.3 単独的のまま  7% 

F 談話室 1.3 0.7 -0.6 集団的のまま  74% 

KC 談話室 2.3 0.0 -2.3 単独的のまま  63% 

Ko6 談話室 1.0 0.3 -0.7 集団的のまま  81% 

Ko2 談話室 0.3 0.3 0.0 集団的のまま  83%  

NIS 集会所 1.3 0.3 -1.0 単独的のまま  27% 

An2 談話室 0.7 0.0 -0.7 単独的のまま  53% 

An3 談話室 ー 0.0  集団的のまま  100% 

Ki2 集会所 2.0 6.3 +4.3 単独的のまま  ー 

Ki4 談話室 1.7 1.7 0.0 集団的のまま  ー 

Kit 談話室 ー 0.0  集団的のまま  100% 

Mag 集会所 ー ー  単独的のまま  ー 

Nak 集会所 2.0 14.7 +12.7 集団的のまま  19% 

Y 談話室 ー 0.3  単独的のまま  67% 

Sou 談話室 ー 11.0  単独的→集団的  65% 

Mas 談話室 2.3 6.7 +4.4 集団的のまま  45% 

WM 談話室 1.0 1.0 0.0 集団的のまま  44% 

H 談話室 ー 11.0  集団的のまま  56% 

 

	 続いて、代表者と居住者とのコミュニケーション方法に着目し、組織的な対応している団

地と個人的な対応している団地に分けて、結果を分析してみると、表 4-6の通りである。こ

の表によると、組織的な対応をとっている団地の方が、個人的な対応をとっている団地より

も、入居から 1年後の活動の頻度が高くなる傾向があることが読み取れる。 
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表 4-6 仮設住宅団地の住民主体の活動とコミュニケーションの方法 
団地  対応  2011.9-2011.11 2011.12-2012.1 2012.3-2012.5 2012.6-2012.8 2012.9-2012.11 

MAS 組織的  2.0 3.0 10.0 9.0 6.7 

HI 組織的 N/A N/A 12.7 11.3 11.0 

ASU 組織的 2.3 6.5 10.0 4.7 1.7 

NAK 組織的 2.7 7.0 8.7 11.7 14.7 

KIT 組織的 N/A N/A 4.0 5.0 4.0 

Ko16 組織的 0.0 3.5 6.0 1.7 2.3 

MIK 組織的 1.3 1.0 2.3 4.0 4.0 

NIS 組織的 0.7 0.0 1.3 0.0 0.3 

SS 個人的 1.0 6.0 9.3 8.3 9.3 

Ko6 個人的 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 

TO 個人的 1.0 0.0 0.3 1.0 0.0 

WM 個人的 0.7 0.5 2.7 2.7 1.0 

SOU 個人的 2.0 0.0 1.3 8.0 11.0 

WU 個人的 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 

HY 個人的 N/A N/A 0.0 0.0 0.7 

KC 個人的 2.3 2.0 3.3 1.7 0.0 

MSY 個人的 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 

FJ 個人的 1.3 2.0 0.3 1.7 0.7 

FG 個人的 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

SAN 個人的 0.3 0.5 1.0 2.0 1.3 

AN2 個人的 0.7 0.0 0.3 0.7 0.0 

NAM 個人的 1.7 1.5 2.3 5.3 6.3 

EK 個人的 0.3 1.0 0.7 0.3 0.3 

W 個人的 1.7 0.0 6.7 11.0 15.7 

 

	 さらに、入居直後期のコミュニティの共同作業が、その後の住民主体の活動と相関関係が

あるかを確認するため、住環境点検活動を実施した団地名を下線付きで表記し、図 4-7を作

成した。その結果、住民主体の活動が頻繁に実施されている 9団地のうち 6団地が住環境点

検活動を実施した団地と一致していることがわかった。残りの 3団地については、被災した

集落の近くに建設された仮設住宅団地であり、団地居住者も、その被災した集落出身の人で

構成されているところである。そうした団地は、強い社会関係がある団地であることを考慮

すると、住環境点検活動と住民主体のボランタリーな活動の頻度との相関関係はあることが

推察される。 
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	 図 4-7	 住民主体の活動頻度−住環境点検活動の関係図 

 

	 このように、自治組織の体制とコミュニケーション方法との照合の結果から、仮設住宅団

地の集団性や組織力の高さが、住民主体の活動の頻度が一定程度維持し、増加している傾向

があると考えられる。また、量的に見ても、集団的自治体制の団地の方が、住民主体の活動

が活発である。こうした団地は、住環境点検活動を行う傾向があり、その結果として、住民

主体の活動が活発に行われるようになったと考えられる。一方、形式的に自治組織の運営や

活動を行なっている団地では、住民主体の活動が低調である。 

 
4.3.3	キーパーソンの心理的要因の関係性	

	 ここまで、仮設住宅団地の物的環境および社会的環境の整備の観点から、住民主体の活動

の分析を行ってきた。本節では、仮設住宅団地で形成された新規の活動が、キーパーソンの

心理的要因によって促進されたのかに着目し、4つの事例の分析を行う。 

 

(1) NAK仮設住宅団地の健康教室 

	 NAK仮設住宅団地の自治会長を務め、鍼治療医を仕事とするA氏が開始した活動である。

2012 年 2 月から週１回の頻度で、自分が居住する仮設住宅の団地の集会施設を借りて、ス

トレッチや指圧、健康指導を無料で団地の居住者を対象に実施した。 

	 健康教室は仮設住宅団地の自治会長になってから考えた活動ではないと、A氏は指摘して

いる。A氏の本職は鍼治療医であり、東洋医学に精通しているため、もともと健康に対する

関心は高く、知識もある。一方で、被災前の地域では、自身が中心となって、町内会を立ち

上げ、町内会長にも務めていた。地域活動や住民自治の必要性には理解があり、経験も持っ

ていた。 



 87 

	 健康教室の開催のアイディアがでてきたのは、仮設住宅の入居からではなく、避難所での

生活からであった。避難所では多くの避難者があまり身体を動かさない生活をしており、そ

こでの生活が数ヶ月経過するにつれ、足腰の弱体化が進んでいることを A氏は懸念した。特

に避難所にいる高齢者を中心に、避難所の和式トイレが辛くて、トイレに行きたくないとい

う声が聞こえてきたことで、仮設住宅の入居後は、自分や周囲の人に足腰を弱らせない取り

組みを勧める必要があると強く思ったと本人は指摘する。 

	 しかし、仮設住宅に入居後、A氏は心理的に落ち込んでしまっていた。その原因は、震災

後の町議選に落選してしまったためであった。仮設住宅団地の自治会長をやらないかと、同

じ団地に居住する知り合いに声をかけられるが、そのやる気もわかず、辞退をした。関東に

住む自分の子ども家族の元に一時的に身を寄せることもしたが、1 ヶ月ほど滞在したが、無

気力から回復しなかったため、仮設住宅にまた戻ってくることを決めた。しかし、日々やる

ことを見つけられず、誰もいない集会施設で一人カラオケを歌うことも多かったという。 

	 そのような中、団地の自治組織が専門家チームと連携して、住環境点検活動を団地で行う

ことを知り、興味を持ち、A氏も活動に参加した。A氏は活動に参加した結果、居住者同士

で行い、町への要望を居住者同士でまとめた。また、住環境点検活動の報告会の日程を話し

合っている中で、報告会に合わせて、団地の忘年会を開催する案が出て、12月 17日の開催

が提案された。その日程がちょうど自身の誕生日であった A氏は、その場で「その日は私の

誕生日だ」と発言し、一層その場が盛り上がった。そして、専門家チームの支援のもと、そ

の日に報告会と忘年会の開催をすることが決定された。忘年会では、居住者同士で密に交流

をすることができた。A氏は居住者の輪に入ることができ、元気を取り戻す機会を得ること

ができたと言う。 

	 年明けには、団地の自治会長が自宅再建のため退去することになり、次の自治会長の選任

が行われることとなった。そして、協力的な人柄や顔の広さから、居住者の信頼を得て、新

しい自治会長として役割を引き継いだ。そこで、団地の中での自分の役割を再認識して、避

難所で思いついていた取り組みを実行に移すことを決意し、自治会長としてではなく、個人

として居住者のために、健康教室を集会施設で定期的に開始した。 

 
(2) MAB仮設住宅団地の着物リメイク活動 

	 MAB仮設住宅団地の居住者のB氏が始めた活動である。団地の自治組織に属しているが、

役員を務めてはいない。2012 年から週 1 回の頻度で、自分が居住する仮設住宅の団地の集

会施設を借りて、着物のリメイクや布製のグッズ制作を参加者と一緒に楽しむ活動を行った。 

	 B氏はこの活動を開始したのは偶然であると指摘していた。同じ団地に住む B氏の知り合

い O氏が、支援物資としてたくさんの着物を受け取り、その貰い手を探しているという連絡

が B氏にあった。そこで、B氏は仮設住宅団地の集会所でみんなに分けることを提案し、O

氏はそのイベントの企画を行うことにした。O氏は、遠野まごころネットワークの職員に相
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談し、遠野まごころネットワークの職員がイベントのコーディネートをすることとなった。

遠野まごころネットワークの職員は、洋裁サークルを立ち上げることと解釈し、岩手県の環

境アドバイザー11の K氏に講師に着物リメイクの指導を依頼し、サークル活動の立ち上げの

きっかけ作りに貢献することを目指した12。 

	 企画が固まり、O氏から B氏に着物リメイク講座の詳細が伝えられた。そして、B氏は人

に集まってもらうため、団地内の知り合いに直接声をかけて回った。また、地域支援員に協

力を依頼し、他の仮設住宅団地や周辺の住宅地の住民にも情報が行き渡るように、口コミで

情報伝達をお願いした。その結果、当日には、20人以上が集まった。 

	 着物のリメイクには、洋裁道具を持参する必要があった。しかし、洋裁道具は津波で自宅

と一緒に流されてしまったため、B氏は新しく手に入れる必要があった。かつての地域であ

れば、近所にお願いして借りることができたが、仮設住宅団地ではそれが難しいと感じたた

め、遠方の親戚に連絡をし、洋裁道具が余っていれば譲って欲しいとお願いをした。そして、

親戚からは小学生が使う洋裁セットが届いた。B氏はそれを持って、当日の着物リメイク講

座に参加したところ、団地内の知り合いの多くが、同じように小学生が使う洋裁セットを持

ってきており、みんな同じように知り合いから道具を譲ってもらったのだと理解し、集まっ

た知り合い同士で大いに笑いあったと言う。そして、講座も非常に刺激的で楽しい時間とな

ったため、今後も継続して活動したいという気持ちにみんなでなり、その場で、週 1回のペ

ースで活動を続けていこうと決まった。また、講師の先生も自分たちで依頼することとなっ

た。 

	 定期的な活動になってからは、初回ほどの参加者は集まらなかった。団地内で顔を合わせ

ることがあれば、声をかけたが、反応は薄かったと指摘する。結果的に着物リメイクを続け

たいと思う人 10 人弱が参加し続けた。講師の先生は、毎回は来れないので、講師がいない

ときは自分たちで教えあう必要があった。幸い、参加者の中に、仕立てに詳しい人がいたの

で、基本的にその人がアドバイスをしてくれたのが助かったと言う。B氏は家でぼーっとし

ていることが苦手なため、人と接したり、新しいことに挑戦できたりするこの活動に参加す

ることが何よりの楽しみであったと指摘する。 

 
 (3) H仮設住宅団地の手芸サークル活動 

	 袰岩仮設住宅団地の居住者の C 氏が始めた活動である。団地の自治組織に属しているが、

役員を務めてはいない。2011 年 9 月から週 3 回の頻度で、自分が居住する仮設住宅の団地

の集会施設を借りて、手芸活動を行った。 

	 手芸活動に関わるきっかけは仮設住宅団地ではなかったと C氏は指摘する。C氏は安渡地

域の出身であり、被災したときも自宅におり、安渡小学校の避難所に避難した。そこで、避

難所生活を送っている際に、避難所に訪れた盛岡の支援団体が手芸教室を実施した。もとも

と手芸は好きな方であったし、気持ちを落ち着かせたい動機もあったため、避難所で行われ
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た手芸教室に一参加者として参加していた。その際に、主催者とも話す時間も十分にあり、

顔なじみになったため、連絡先を交換していた。 

	 仮設住宅の入居先が決定し、避難所を退去し、仮設住宅に入居した。 初は誰が隣近所に

住んでいるのかわからず、仮設住宅での生活に不安を感じ始めていた。しかし、幸いにも、

自治組織の立ち上げの話し合いが開催されたときに、団地の居住者の多くが同じ地域出身で

あることを発見し、意外にも顔見知りが多くて安堵することができていた。そのような中、

避難所で手芸教室を主催していた人から個人的に連絡があり、仮設住宅団地で手芸教室の支

援ができる場を探しているが、C氏が入居した仮設住宅団地でやらないかという問い合わせ

を受け取った。C氏は、時間を潰すことができると思い、その提案を受け入れたことにした。

団地の談話室は、自治会長が所持しており、言えば開けてくれるようになっていたため、自

治会長に鍵を開けてもらうようにし、団地内の知り合いに声をかけて、参加を呼びかけた。

そして、5、6人が集まり、手芸活動を仮設住宅団地でも始めることになった。 

	 C氏にとっては、震災前に一緒の地区に住んでいた居住者がたまたま多かったことが幸い

した。自分のつてで、団地の集会施設で手芸教室が開催されることになった際にも、自治会

長との相談も気楽にできたし、他の参加者の顔も予想できたため、活動当初から不安を感じ

ることがなかったと指摘している。逆に、出身がバラバラで顔見知りが少なければ、不安が

大きかっただろうと指摘した。 

 
(4) SS仮設住宅団地のパッチワーク教室 

	 小鎚第５仮設住宅団地の居住者の D氏が始めた活動である。団地の自治組織に属している

が、役員は務めてはいない。2012 年 7 月から週 1 回の頻度で、自分が居住する仮設住宅の

団地の集会施設を借りて、パッチワーク活動を行った。 

	 D氏は震災前から隣の山田町の職場に勤めており、仮設住宅に入居後も仕事を続け、同じ

職場に通い続けていた。しかし、入居した仮設住宅のある団地は川の上流の中山間部であり、

車での通勤時間が増えていた。そのため団地の自治組織の立ち上げにも関わることができず、

仮設住宅と職場の往復に多くの時間を費やしていた。そして、大槌町の瓦礫のまちの様子を

通勤途中で眺めて、なぜ自分は大槌町のために何もせず、山田町に通い続けているのだろう

かと、疑問に思うようになっていた。そして、何か地元の復興に役に立つことを始めたいと

いう思いが芽生えていた。そのような中、勤め先の人員整理のため、D 氏は 2012 年 3 月末

に解雇されることとなり、それをきっかけに仮設住宅団地に住む女性が集まれる活動を始め

ようと決意した。 

	 仮設住宅に居住する被災者のコミュニティ形成に貢献することを目的に、釜石市で手芸洋

品店を営む友人に連絡をとって協力を要請し、パッチワーク教室を通じた女性たちの交流の

場づくりを企画した。男性の参加を促す機会を作ることも考えはしたが、まずは女性たちの

参加の場にしようと気持ちを固めた。企画にあたっては、活動に参加する人が無理なくお金
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を負担し、達成感が得られることを重視し、500 円程度でできるものを作ることにし、技術

的指導をする友人には無報酬でお願いした。活動の周知においては、地域支援員に協力を求

めた。自作のチラシを用意し、地域支援員に各戸配布を依頼した。その結果、当日は 10 人

強が参加した。 

	 その後もパッチワークが好きな人が活動に参加し続けた。パッチワークは細かい作業を要

するため、得手不得手が発生し、 初に集まった人の人数からは減ってはしまった。しかし、

D氏はそれはそれで良いと感じていた。 

 

	 このように、仮設住宅団地の社会的活動を開始したキーパーソンたちの発言に着目すると、

きっかけは決して仮設住宅団地内で起きたわけではない点に気づく。また、A氏と C氏に関

しては、きっかけが与えられた時期も仮設住宅の入居前からであることがわかる。 

	 きっかけを直接作っている要因に着目してみると、A氏と D氏は周囲の状況を見たり、体

験したりしたことがきっかけを作る要因となっている。さらに、活動につながる動機に着目

してみても、それぞれ「周囲の人の足腰を弱らせないようにしたい」や「まちに何か貢献し

たい」という地域貢献意識が強く働いていることが読み取れる。この二人の経歴を見てみる

と、もともと地域活動や職場において中心的に関わったり、活動を引っ張ったりしている。

個人の特性として、強い地域貢献意識を持っており、周囲の外的環境がその意識に強く作用

したことが伺える。 

	 逆に、B 氏と C 氏の場合は、同じ外的な要素を受けて、活動のきっかけを生んでいるが、

それは状況ではなく、サービスや資源であることが見て取れる。B氏と C氏の経歴を見てみ

ると、これまで地域活動などにおいて中心的な活動を担った経験はない。このことから、A

氏や D氏のように地域貢献意識は強くなく、個人の関心や興味が外部からのサービスや資源

に刺激を受け、活動のきっかけを生んでいることが指摘される。 

	 集会施設を利用して活動するキーパーソンにインタビューの結果、活動を始めることに対

して不安はなく、むしろ安心して始められていることがわかっている。この点について、深

く考察していこうと思う。 

	 震災前からも地域や職場で中心的に活動している A氏と D氏は、コミュニティをまとめた

り、リードしたりする経験や知識があるため、新しく活動を始めることへの心理的なバリア

は感じづらいと思われる。それでも、個人の置かれる状況次第で心理的なバリアがあること

も確認された。具体的には A氏が仮設住宅への入居後に落ち込んでしまって、活動の気力が

湧かなかったことである。有能な人でも心理的に弱っているときは、活動へのインセンティ

ブは発生しづらいことが A氏の発言から理解できる。一方で、住環境点検活動に参加し、団

地内の交流活動に参加するようになって、元気を取り戻し、活動への意欲が再生し、やりた

いと思っていた活動を思い出すことができるようになった。住環境点検活動をきっかけに、

仮設住宅団地内の社会交流が促され、社会関係が醸成し、個人がその恩恵を受けることで、
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心理的なバリアが緩和された経過がよく表れていた。 

	 一方で、B氏と C氏は、震災前まで地域活動や職場で中心的ではなかったが、仮設住宅団

地の活動のキーパーソンとして居住者や関係者から認識されている。前者の 2人に比べ、コ

ミュニティをまとめる経験に乏しく、率先して活動を引っ張っていくタイプではないことが

特徴である。そのため、活動を主導していくことへの心理的なバリアは高くなると予想され

る。この点について、自分の社会的環境が良好であれば、ここで予想される心理的なバリア

は緩和されることが確認された。C氏にとっては、同じコミュニティ出身同士のつながりは、

一緒に活動することへの心理的なバリアを緩和し、活動に前向きになれることを指摘してい

る。80 歳近い B 氏にとっては、裁縫キットからお互いの境遇の共同性を感じ、安心感を得

ている。 

	 B氏、C氏、D氏の事例からは、活動の始動において、情報の伝わりやすさの重要性も指

摘できる。B氏や C氏は自身のつてを活用して、参加者を募っている。しかし。D氏は団地

内での社会関係が弱かったため、直接参加を呼びかけることができなかった。そこで、地域

支援員を活用し、情報の伝達を徹底した。B氏も、直接関わり合いのない人へのアプローチ

に地域支援員を活用し、活動への参加を呼びかけている。 

	 このように、団地内の社会的交流を通じて、情報伝達のネットワークの形成や共同性の発

見、自身の役割の確認がキーパーソンの心理的なバリアを緩和し、その団地での活動が生ま

れる土壌に関わっていることが考えられる。すなわち、希薄な団地コミュニティであっても、

居住者から信頼が置かれる人が居住者同士のつなぎ役になったり、お互いの信頼感を高める

取り組みや環境が整ったりすることが、団地における活動を作り出すことにつながると考え

られる。 

 
4.4	小括：住民主体の活動の形成プロセスのモデルと介入方法	

	 本章では、仮設住宅団地における住民主体の活動の形成の実態を明らかにした上で、物的

環境、社会的環境、キーパーソンの心理的要因から住民主体の活動の形成を説明してきた。

この活動の形成プロセスを分析した結果をもとに、モデルを構築してみると、図 4-8のよう

に整理される。このモデルから、 後に住民主体の活動の形成の介入方法のポイントをまと

める。 

 

4.4.1	団地内情報ネットワークシステムの構築	

	 活動のきっかけとも言える動機付けや目的意識の形成は個人の特性や置かれている状況に

よって大きく左右される。さらに、団地の居住者を対象にした活動であっても、そのきっか

けを得る場所も団地内に限らないことが明らかになった。一方で、そのきっかけが開花する

のは、社会的環境が個人の心理的要素にインプットされ、意識や関心、役割の発見を繰り返

していく中で開花することが明らかになった。特に、団地内での社会的交流の機会と情報ネ
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ットワークが相互に作用し、その結果に発見される共同性や安心感の認識が個人にインプッ

トされ、活動の継続にもつながっていった。 

	 団地内の情報ネットワークや社会的交流は、自治組織の運営や活動が社会的なインフラと

して機能していた。団地の代表者と居住者の間の情報伝達を班長や役員を介して行えている

団地では、住民主体の活動の頻度が高い傾向があったことからも、自治組織が情報ネットワ

ークの形成や強化に影響を与えていたことが考えられる。一方で、それは代表者の運営能力

が高かったことによる影響も考えられ、形式的な自治組織の運営が行われた団地では、住民

主体の活動の形成が進まなかったところも少なくなかった。自治組織の活動を地域支援員が

サ ポ ー ト し て い た が 、 自 治 組

 
図 4-8住民主体の活動の形成のモデル 

織による社会的交流のサポートに止まっており、情報ネットワークの形成に向けた支援まで

は行っていなかった。むしろ、地域支援員が団地内およびその周辺の情報ネットワークシス

テムとして機能し、自治組織による情報ネットワークの形成を阻害していた側面もあった。 

	 このように、活動のきっかけは個人が持つスキルやアクセスできるリソースが活用されて

いた。それがコミュニティで活かされるには、社会的環境から生み出される共同性の発見や

安心感や信頼感の醸成が必要になってくる。社会的環境の整備において、自治組織の運営や

活動を支援することは、社会的交流だけでなく、団地内の情報ネットワークが機能する環境

を整える観点から重要であることが示された。それは、まさに住環境点検活動のような居住
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者で共通の課題を発見し、報告会等で共通の課題を共有し、コミュニティの事業を検討する

ように、自治組織の運営や活動に介入することの有益性を示している。 

 
4.4.2	ボランティア活動の調整	

	 物的環境においては、集会施設の整備やそこへのアクセシビリティの確保が住民主体の活

動に場を提供し、活動の形成に寄与することが明らかとなった。一方で、集会施設があるこ

とで、ボランティア団体の活動の受け皿として機能するようにもなっていった。ボランティ

ア団体の活動は、団地内の社会的交流に直接働きかけることはできる。しかし、その量が多

いと、自治組織の活動に影響を及ぼすことも起こってくる。代表者へのインタビューからは、

「会費を集めていないし、当初はボランティアも多く来ていたため、自治会として事業はせ

ず、一年様子を見ることにした。」「ボランティアがよくくるので、特に活動はしていない。」

「外部の団体が持ってくる企画に乗る。」という発言があり、ボランティア活動の多発が自治

組織の活動を自粛させるように作用した。しかも、ボランティア団体と自治組織や代表者が

活動を一緒に企画をする団地は 10 団地、情報交換をする団地は 8 団地であり、全体の 3 分の

1 以下であったことからも、多くの場合は、ボランティア活動に自治組織や代表者は関与せ

ず、行われていた。そうなると、自治組織という社会的環境のインフラの質が上がらず、間

接的に住民主体の活動の形成にも影響を与えていたこととなる。また、ボランティア団体の

活動においても、この状態はあまり良い結果を残さない。KIT 仮設住宅団地の自治会長はイ

ンタビューの中で以下のように指摘している。	

「（後で整備された談話室では）最初は N さんをはじめとした住民主体でのお茶っこ

などが行われ、それを知った NPO 等もだんだんと来る様になった。」	

このことからは、ボランティア団体にとって、集会施設のないところはボランティア活

動の場の対象に外していた傾向と、人が集まるところで活動の場を求める傾向が表れて

いる。したがって、集会施設があって、当初はボランティア活動が行われた団地でも、

社会的環境が弱いと、ボランティア団体による支援が減少することが起こってくる。	

	 仮設住宅団地の自治組織はあくまでも一時的で短期的な組織であるため、自治会費などを

取らない団地がほとんどであった。また、仮設住宅入居直後は居住者のニーズがわかりづら

いため、活動の見通しが立てづらい。そのため、コミュニティのための活動は、外部からの

リソースに頼ることが合理的である。しかし、自治組織とボランティア団体とのマッチング

には必ずしも成功していたとは言えない。したがって、自治組織とボランティア団体をマッ

チングするためのネットワークの整備を行政が 初から計画し実行する必要があった。	

 

4.4.3	集会施設の管理運営のマニュアル化	

	 居住者にとって自由な集会施設の利用が妨げられると、居住者のボランタリーな活動の創

造にも影響を及ぼしうる。そこで、集会施設が利用しやすい場所になる点を指摘する。第一
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に、自治組織による集会施設の鍵の管理の実現である。 

	 第二に、運営マニュアルの作成である。自治組織や代表者は、集会施設の鍵を行政から受

け取った後、手探りで集会施設の運営方法の検討を行う必要があった。自治組織が自主的に

会合を開き、検討できる能力があれば、あまり心配にはならないが、大槌町では、とりあえ

ず鍵を預かるというケースが少なくなかった。その結果、地域支援員の配置によって管理運

営を補うこととなった。居住者にとって集会施設が利用しやすい場所になるには、予約の受

付・管理や開館時間の設定、宿泊や法事など個人利用の許可、清掃や収納のルールなど、居

住者の特性を踏まえて、検討できるようなマニュアルを行政が事前に用意することが必要で

ある。マニュアルを配布しても、自治組織や代表者がその存在を無視する可能性は否定でき

ないが、多くの自治会長や代表者は集会施設を自由に利用できる場所であるべきだと指摘し

ているため、マニュアルの配布はある程度効果はあると考えられる。 
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第 5 章	 仮設住宅団地におけるコミュニティ生活環境の共創手法の提案	

	 第１章から第４章まで示唆された本研究の知見を要約し、本研究の目的である居住者や行

政、専門家、ボランティア団体による仮設住宅団地のコミュニティ生活環境の共創手法の構

図を示し、本手法の課題をまとめる。 

5.1	津波被災後の仮設住宅団地のコミュニティ生活環境の共創の実態	

	 第１章では、大規模災害後のコミュニティ崩壊と行政機能の低下によって引き起こされる

生活面の問題を整理した。特に、仮設住宅団地においては、住環境の不備、ケアサポートの

不足、社会的関係の希薄が被災者の心身の健康を破壊し、孤立死や孤独死などのリスクが高

まることを指摘した。また、行政の機能が低下することで、こうした問題への対応にも遅れ

が生じ、事態が一層深刻になり得た。そこで、コミュニティを形成し、コミュニティの力を

再生することで、仮設住宅団地の生活を安全で快適にしていくことが必要であった。そのコ

ミュニティの形成には、コミュニティ生活環境を整備する必要があった。すなわち、物的環

境を整えるだけではなく、社会的環境を整え、居住者が共有する生活空間で共同性を認識し、

主体性を創出することを促すことである。またそれは、外部の主体の支援や介入によって、

居住者の主体性の創出に至る過程を誘導されながら、達成される必要もあった。 

	 そこで、このプロセスを整理するために、ガバナンス論、コミュニティ活動論、ケア論の

3 つの観点の文献のレビューを行なった。ガバナンス論からは、コミュニティと行政、非営

利団体が相互の強みや弱みを補完し合う関係を構築することが必要である。財政危機や市場

の失敗を経験してきた結果、行政は公共の実現を統治する主体としての能力と信用を失って

いった。その一方で、ニッチなニーズをコミュニティや非営利組織が支えるようになってい

った。しかし、彼らは専門性や供給力の不足などの問題があり、行政をとって代わる主体に

はなれないため、双方の強みを阻害せず、協力関係を基盤とした新しいガバナンスが求めら

れることが明らかとなった。コミュニティ活動論からは、人が集団的な行動を取るためには、

社会的関係の醸成と個人の行動を誘導するための誘引や利益の創出を志向する必要がある。

集団は個人のような合理的な判断で行動を起こすのではなく、集団内で何かしらの強制やイ

ンセンティブが発生し、集団行動という現象を起こしていることが指摘された。さらに、共

通の目的の共有や集団内のつながりが行動に関わっていた。 後に、ケア論からは、コミュ

ニティを形成し、地域福祉活動を推進するには、伝統的なフォーマルなケア活動の構図から

脱却する必要がある。 

	 これらの知見を踏まえて、コミュニティ生活環境の整備のための 5つのステップを整理し

た。すなわち、（１）コミュニティの範囲の特定、（２）社会関係の醸成、（３）共同利益の特

定、（４）リソース・専門性の補完、（５）コミュニティ活動の実行である。コミュニティが

自然発生しないように、これらのステップを進めるためには、それをファシリテートするプ

ログラムと体制を構築し、共創的に実行することが求められる。そこで、その手法として、

住環境点検活動とコミュニティ環境点検活動を開発した。そして、その活動を通じて、各主
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体が相互作用し、仮設住宅団地の居住者の利益を誘導し、主体性を創出することが重要であ

ることを 後に指摘した。 

	 第２章では、住環境点検活動を実施し、仮設住宅団地における住環境の改善と居住者の交

流活動の促進を図り、その効果を検証した。災害救助法により、県と市町村の間で、仮設住

宅に関して明確な業務分担を行い、仮設住宅の建設、供与、維持管理を行う体制が作られる

が、大槌町では、さらに独自の仮設住宅の運営体制として、仮設代表者会議、仮設プロジェ

クトチーム及び被災者支援室を整備し、行政が仮設住宅団地のコミュニティ単位での要望や

協議ができる体制を構築した。そして、この体制のもと、住環境点検活動を実施することで、

代表者会議での行政と居住者とのコミュニケーションと庁内調整を促し、仮設住宅団地のコ

ミュニティの課題を行政と居住者の間で共有し、事業を誘導する効果が期待された。また、

住環境点検活動を実施することで、居住者同士のコミュニケーションを促進し、社会関係の

醸成を図り、コミュニティでの活動への主体性を創出する効果も期待された。そこで、庁内

調整、専門家との連携、社会関係について、主体間の相互作用の分析を行った。 

	 住環境に関するコミュニティ生活環境の共創への行政の関わりは、災害救助法によってそ

の空間的な領域が規定されており、スケール間の役割分担も明確に定められていた。そこに、

仮設プロジェクトチームのような横断的な組織を庁内に設置することで、市町村レベルでそ

の空間的領域外の対応を補完することができることが示された。このことからは、災害救助

法で想定されている救済のニーズと、津波被害による被災者の生活ニーズにはギャップがあ

ることが指摘される。それは、津波被害特有の市街地の面的な被害が起こり、生活インフラ

が弱った際の被災者の生活のニーズはこれまでにあまり蓄積されてこなかったためであるこ

とが考えられた。それに対し、仮設プロジェクトチーム及び仮設代表者会議のシステムは、

被災者の生活ニーズのギャップを埋める機会として十分な機能を果たした。行政と特定のコ

ミュニティの対話については、住環境点検活動によって、課題の認識のギャップを埋め、対

応の漏れを補完する機能が働いた。公的機関の体制と住環境点検活動の関係が相補完的であ

ることが示された。さらに、コミュニティによる共同課題の特定を促し、コミュニティの活

動の目的やイメージの共有を可能にしたことで、コミュニティの主体性を刺激することがで

きた。しかし、代表者会議に参加していないボランティア団体との情報共有には効果は限定

的であり、代表者会議のオープンな運営が要であることが示唆された。 

	 第３章では、コミュニティ環境点検活動を実施し、仮設住宅団地におけるコミュニティに

よるインフォーマルケアの推進を図り、その効果を検証した。まずは、コミュニティ環境点

検活動の位置付けを確認するために、ケア分野における公的組織による仮設住宅団地のコミ

ュニティに向けた支援について、地域包括支援センター及び被災者支援室の 2つの部署に着

目し、体制と内容を整理した。震災前から整備されていた地域包括支援センターの被災後の

行動を見てみると、通常の地域包括支援センターの機能の回復が優先され、コミュニティ単

位の支援体制には焦点が置かれなかった。被災者対応に追われ、その機能が停止していた地
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域包括支援センターは、外部の支援を借りて、機能の再生を図り、地域住民の生活状況を把

握し、福祉ニーズの高い高齢者の抽出に資源を投入した。そして、雇用した生活支援相談員

を配置し、抽出した福祉ニーズの高い高齢者に個別対応をする業務を行った。これは、従来

の保健師と民生委員の関係と同様の形式が取られたと言える。一方で、被災者支援室は、各

仮設住宅団地の代表者の負担を軽減することを目的に、北上市にある NPO 法人と連携し、

地域支援員配置事業を展開した。その主たる業務は仮設住宅団地にある集会施設の管理と仮

設住宅入居者の見守り支援となった。これらの 2部署はそれぞれが異なる文化と考えのもと

行動をとり、その結果、情報共有会議を設置し、相互の業務や活動の内容を共有し、調整す

る場が設けられるようになった。このように、仮設プロジェクトチームの設置とは異なり、

情報共有会議は事後的に設置され、参加するメンバーも限定的となった。 

	 コミュニティ環境点検活動は、居住者と医療・看護系専門家が連携し、仮設住宅団地の

QOLを調査し、QOLの低い居住者に対し、団地内の交流活動やインフォーマルケアの取り

組みを提供することを検討し、実行する活動である。本コミュニティ環境点検活動を通じて、

居住者が気付きづらい課題を専門家が指摘し、共有することで、共同の課題として認識する

ことを促し、主体的なコミュニティの活動を創出する効果が期待された。また、本活動から

コミュニティによるインフォーマルなケアの推進方策を行政に提案し、行政の支援をコミュ

ニティにつなぐ効果が期待された。しかし、こうした期待は、仮設プロジェクトチーム及び

代表者会議の機能が衰退したことで、関係者間の協力やコミュニケーションにおける相互の

理解不足や認識のずれが発生し、実現が困難になることが明らかとなった。この衰退には、

行政側の問題としては、強いリーダーシップ及び実行可能なアウトプットの不足があり、コ

ミュニティ側の問題としては、ケアの領域の当事者意識及び知識の不足があった。さらに、

この両者に対して、あるいは両者の間を専門家や外部の支援組織が介入することができず、

それはフォーマルな位置付けが不足していたためであった。その結果、主体間で協力関係を

作れず、ケア環境に関して、共創的にコミュニティ生活環境を整備することができなかった。

仮設住宅団地の住環境の整備のように進めるには、法や指針などを通じて、上からフォーマ

ルな領域を規定し、それを補完するように、市町村やコミュニティの独自の取り組みを検討

できる体制を作る必要が示唆された。そうした体制が整うことで、コミュニティ環境点検活

動を活かすことができたと考察された。 

	 第４章においては、仮設住宅団地における物的環境及び社会的環境の整備が、住民主体の

活動の形成を促進するプロセスを検証した。各団地における集会施設を利用した住民主体の

活動は、団地によって頻度にばらつきが発生し、特に入居直後と比べると、1 年後ではその

差は広がっていた。実際の活動の内容に着目すると、頻度の高い活動のうち、震災前からの

活動よりも仮設住宅団地で新たに形成された活動の方が多い結果となった。仮設住宅団地の

集会施設は、既存の団体の活動の再開の場としても機能していたが、仮設住宅団地の居住者

の社会的活動の創出の場として機能していたと言える。それが特定の仮設住宅団地で発生し
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ていたことが示された。 

	 大槌町では、社会的交流の促進のために、自治組織の設立と集会施設の整備を進めてきた

が、1 年後には団地によってその整備に差が出ていたことが明らかとなった。すなわち、自

治組織および集会施設の運営能力の高低差が発生していた。この集団性や組織性が高い団地

では、住民主体の活動の頻度が高い傾向が見られた。また、住環境点検活動の有無からも分

析すると、住環境点検活動を実施した団地で、活動の頻度が高い傾向も見られ、自治組織の

活動や運営が住民主体の活動の創出に関係していることが示された。	

	 さらに、活動を展開するキーパーソンの心理的要因にも着目し、典型的な 4 つの活動事例

を分析してみると、団地内の社会的交流を通じて、情報伝達のネットワークの形成や共同性

の発見、自身の役割の確認がキーパーソンの心理的なバリアを緩和し、その団地での活動が

生まれる土壌に関わっていることが考えられた。すなわち、希薄な団地コミュニティであっ

ても、居住者から信頼が置かれる人が居住者同士のつなぎ役になったり、お互いの信頼感を

高める取り組みや環境が整ったりすることが、団地における活動を作り出すことにつながる

ことが示された。 

	 以上の観点から、住民主体の活動の形成の構造として、社会的環境の熟度と個人の心理的

要因、外部のリソースの相乗効果であることが示され、それを支える物的環境として集会施

設が存在する構造になっていることが示された。このように、活動のきっかけは個人が持つ

スキルやアクセスできるリソースが活用されていた。それがコミュニティで活かされるには、

社会的環境から生み出される共同性の発見や安心感や信頼感の醸成が必要になってくる。社

会的環境の整備において、自治組織の運営や活動を支援することは、社会的交流だけでなく、

団地内の情報ネットワークが機能する環境を整える観点から重要であることが示された。そ

れは、まさに住環境点検活動のような居住者で共通の課題を発見し、報告会等で共通の課題

を共有し、コミュニティの事業を検討するように、自治組織の運営や活動に介入することの

有益性を示した。 

 
5.2	コミュニティ生活環境の共創手法の構図	

	 以上の実態からの考察の結果を踏まえて、共創のガバナンス、すなわち各主体が仮設住宅

の居住者の共同利益の誘導と主体性の創出に向けた相互作用に着目すると、仮設住宅団地に

おけるコミュニティ生活環境の共創手法の構図を図 5-1 のように示すことができる。以下に、

それぞれの主体の行動をもとに、構図の関係性について説明する。	

 
5.2.1	公的組織の行動	

	 公的組織の行動について、まずは、庁内プロジェクトチームの有用性について分析する。

住環境改善の取り組みでは、公的組織の役割は非常に明確で、仮設住宅団地の敷地内の物的

環境の課題は県の管轄で、それ以外の住環境の課題は市町村の管轄であることが明確であっ
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た。したがって、敷地内の住環境に関わる課題は県と協議をし、敷地外の住環境に関わる課

題は庁内で協議を行えばよかった。庁内の協議の場としては、大槌町では仮設プロジェクト

チームを設置し、県の対応しない様々な課題を調整し、解決策が検討された。その結果、街

灯の整備や巡回バス路線の運行などが整備され、仮設住宅団地の居住者の利益につながった。

この仮設プロジェクトチームは地方自治を推進する自治体機構として効果的に機能した。そ

れに対して、ケア環境のガバナンスは異なる様相を示した。まず、公的組織の役割について

は、住環境の整備に比べると、ケア環境の整備では明確化されていなかった。厚労省の通達

により、仮設のサポートセンターの建設が行われ、高齢者等のサポートを行う拠点として位

置づけられたが、具体的な運営方法まで指示はなかった。そのため、業務内容が明確化され

ないまま町内に建設されたサポートセンターは民間事業者に運営を委託され、仮設住宅団地

に住む元気な高齢者のサポート業務が行われた。しかし、その業務と地域包括支援センター

が行う事業との直接のリンクはなかった。その一方で、被災者支援室では、地域支援員を配

置し、仮設住宅団地の住民のサポートと見守りを業務とした。両者の間で、業務の情報を共

有し、役割を整理して、双方の強みと弱みを補完することが取り組まれたが、それは達成さ

れなかった。さらに、その頃には仮設プロジェクトチームは解体され、仮設住宅団地での問

題の一元的窓口の被災者支援室だけが残り、仮設住宅団地の問題を関係各課で調整する機能

が損なわれ、被災者支援室がタコツボ状態に陥っていた。 

 
図 5-1 津波被災後の仮設住宅団地におけるコミュニティ生活環境の共創のガバナンス環境 
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	 このように、仮設住宅団地におけるコミュニティ生活環境の共創において、公的組織内の

仮設プロジェクトチームのような分野横断的な会議の場が主導権を発揮することで、庁内の

調整が進み、居住者の利益となる事業や施策などのアウトプットが検討できていた。また、

そのアウトプットは、災害救助法などの制度的な裏付けがあったことも影響している。これ

が、一部署が庁内の調整を図ろうとしても、目指すべき像が共有できず、計画もないため、

具体的なアウトプットを検討することができない。特に、被災の影響で機能回復に努めなけ

ればいけなかったり、震災後に新たに設置されたばかりであったりすると、マンパワーもノ

ウハウも不足する結果となる。したがって、強いリーダーシップのもとに、庁内の調整を推

し進める必要がある。 

	 続いて、代表者会議の有用性について検討する。代表者会議は、市民のニーズを吸い上げ、

調整する場として機能していた。特に住環境改善の取り組みにおいては、各団地のコミュニ

ティの問題を取りまとめ、仮設プロジェクトチームにつなぐ役割を果たしていた。一方で、

本研究の結果からは、公的組織はニーズの全体性を重視する傾向が示されており、仮設住宅

団地特有の課題解決には、公的組織の行動はネガティブな方向に作用した。ニーズの全体性

を重視することは、行政の特性上、明らかであり、ニッチなニーズに対し、柔軟に即応的に

対応することは難しい。しかし、非営利組織等の支援を活用するなどを模索することはせず、

一方的に方針を示し、コミュニティと共同で課題解決する姿勢を見せなかった。 

	 また、代表者会議が機能するためには、代表者の存在も必要不可欠であることは自明であ

る。社会的環境の整備においては、代表者の選出を町が支援し、仮設住宅団地の居住者をま

とめることを促した。これは、選出方法の不透明性に対して不満を述べる人が一部存在した

が、多くの代表者からは妥当で適切な取り組みであったと評価した。しかし、その後は、町

は自治組織への直接の支援は行わず、地域支援員配置事業を人材派遣会社に委託して、コミ

ュニティ支援が行われた。その結果、自治組織が担うべき機能を地域支援員が補完してしま

い、居住者の主体性を阻害する構造を作り出してしまっていた。 

	 これらは、行政とコミュニティの間に「構造上の空洞」（Burt, 1992; Gallent & Robinson, 

2013）があり、代表者会議でその空洞を埋めることはできていなかったことを示している。

さらに、ガバナンス空間の存在だけでは、この問題を解決することは難しいことを示してお

り、インターミディアリーが主体間の対話と関係性をつなぐ役割を担う必要がある。しかし、

地域支援員のように専門性に乏しい主体が関与すると、むしろネガティブな影響を及ぼすこ

とも示された。故に、後述する住環境点検活動及びコミュニティ環境点検活動における専門

家集団の役割が重要になってくる。 

 

5.2.2	ボランティア団体の行動	

	 ボランティア団体は即応力があることが本研究でも確認された。ニーズの隙間を埋めるよ

うに個人に対して物資支援をボランティア団体が行い、ベンチやベランダ、家具などの提供
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や低廉販売を実施し、ニッチなサービスを個人に提供した。こうした改修は、高齢の居住者

の生活環境の改善に寄与し、例えば、ベランダを設置することで、洗濯物を外に干すことが

できるようになり、住戸内のカビの発生を抑えられ、健康的な生活が送れるようになるとい

うことができるようになった。それらを自分で手配するにも、移動手段の不備や商業施設の

不足があり、簡単に市場から手に入れることができない問題もあった。高齢者の生活を支え

るという観点からは、「公の失敗」と「市場の失敗」が発生していたが、ボランティア団体の

行動がそれを補完していた。 

	 社会環境に着目すると、ボランティア団体の行動は、仮設住宅団地の居住者の主体性につ

いて、ポジティブにもネガティブにも影響を与えていた。集会施設がある仮設住宅団地は公

開されており、ボランティア団体はその情報をもとに、仮設住宅団地で支援活動を展開し、

居住者に様々なイベントを提供した。そうしたイベントを通じた社会的交流から住民主体の

活動の機運が生まれたり、個人を介して団地内の住民主体の活動のきっかけを提供したりし、

居住者の主体性の創出にポジティブに作用している。しかし、多発するボランティア活動は、

自治組織の活動の機運を下げ、自治組織の運営や活動から形成される情報ネットワークや社

会的交流を抑制する影響も出ていた。 

	 このように、ボランティア団体は、ニッチなニーズに対して即応力はあるが、他の主体と

の繋がりが薄く、独自に行動する傾向があり、仮設住宅団地のコミュニティ生活環境の整備

においては、居住者の内発的発展へのサポートにはあまり貢献してこなかった。稲垣（2013）
13は、中越地震の復興を対象に、復興プロセスにおける地域住民の主体性形成や当事者意識

の変化などの内発的発展性の進展を調査した結果、専門家による技術的支援の隙間に住民の

内発的発展へのサポートが陥っている実態を示した。まさに、東日本大震災の仮設住宅団地

においても、居住者の内発的発展へのサポートは、ボランティア団体の支援の隙間に陥って

いた。大槌町は、自治組織の設立を促し、居住者による自治によって、社会関係の醸成を促

そうとしたが、結果的に、フリーライダーが発生し、その目標は十分には達成できなかった。

フリーライダーの対策には、強制、小集団形成、インセンティブが理論的には有効である。

しかし、これらの条件を整えるには、ボランティア団体の行動を制御する必要があり、ボラ

ンティア団体への情報提供やコミュニティとのマッチングを可能にするネットワークや中間

支援団体の整備が求められると言える。 

 

5.2.3	住環境点検活動とコミュニティ環境点検活動	

	 仮設住宅団地コミュニティの社会関係の醸成および共同利益の特定において、住環境点検

活動およびコミュニティ環境点検活動の有用性について検討する。住環境点検活動とコミュ

ニティ環境点検活動は、共創のプロセスとしては、同様のプログラムであったが、仮設住宅

団地の居住者の利益の誘導と主体性の創出においては、全く異なる結果を示した。この結果

からは、プログラムの質とプログラムが実行されるガバナンスの環境の違いの両側面ある。
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2 章で見た通り、住環境点検活動を仮設住宅団地のコミュニティに対して提供したことで、

仮設住宅団地特有の課題について、住民が行政に交渉する道筋を提供することができた。そ

の結果、ニーズの全体性を重視する公的組織を説得し、団地特有の住環境の課題解決につな

げることができた。これには、専門家集団の強みとして、岩手県や国交省と交渉することの

できる独自のネットワークを有していた影響もある。また、住環境点検活動を通じて、仮設

住宅団地の居住者の主体性を刺激することができていた。団地の共通課題を整理し、居住者

と課題を共有し、話し合い、解決していくことで、信頼感が醸成され、次の活動への機運が

生まれていた。その結果、住環境点検活動を行った団地では、住民主体の活動は多く、主体

性の創出に大いに寄与したことが考えられた。これは専門家集団が、ノウハウの提供や活動

のファシリテーションを通じて、市民ニーズを政策主体に橋渡しするインターミディアリー

として、機能したことを意味する。 

	 一方で、コミュニティ環境点検活動は、参加の場に出ない居住者にアウトリーチし、共同

利益の特定につなげる活動であるため、住環境点検活動とはプログラムの質的な違いはここ

にある。その観点から見れば、大槌町の事例では、コミュニティ環境点検活動から社会関係

の薄い居住者の属性を理解することができてはいた。インフォーマルケアの主体的な取り組

みを検討することはできなかったが、アウトリーチするための条件が不足していたと理解す

ることができる。それについては、ガバナンス環境に課題があった。 

	 住環境の整備に比べると、専門家集団はフォーマルな位置には付けなかった。コミュニテ

ィ環境点検活動の結果を情報共有会議で報告し、支援の検討を依頼したが、公的組織による

事業の見直しや新しい事業の立ち上げを促すことはできなかった。これには、前述の公的組

織の構造と特性が影響していたと考えられるが、専門家集団側にはこの分野での県や国との

独自のネットワークも持っていなかったため、公的組織と政策協議する場を独自に設定もで

きなかった。したがって、仮設住宅団地コミュニティのニーズの調整やノウハウの提供を行

政に実施することはできなかった。このことからは、インターミディアリーが行政に対し、

フォーマルにノウハウの提供や計画策定に関われる立場を持つことが重要であることが示唆

され、そのような位置付けの不足は、インターミディアリーの機能を阻害することが示され

た。また、前述の庁内プロジェクトチームや代表者会議の機能が不十分であると、住環境点

検活動やコミュニティ環境点検活動などのプログラムも機能しないことを示唆している。 

 

5.2.4	仮設住宅団地におけるコミュニティ生活環境の整備の共創手法の今後の実装に向けて	

	 プログラムの質の問題としては、コミュニティ環境点検活動は、新規に開発したプログラ

ムであるため、これまでの知見がほとんどない存在しなかった。したがって、どのような情

報を把握することで、コミュニティによるインフォーマルなケア活動を企画することができ

るのかがわかっていなかった。しかし、今回の経験を踏まえて、今後の点検活動で改善する

と良い点は、居住者の社会参加の意向を聞くことである。居住者の社会参加の意向が不明で
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あるため、社会関係の薄い居住者が何に関心があるのか、どんな活動に参加したいのかを把

握することができなかった。この点を改善することで、共同利益の特定を促し、インフォー

マルなケア活動の企画をより進められると考えられる。 

	 一方、プログラムが実行されるガバナンスの環境については、図 5-1が示すように、本研

究では以下の特徴が示された。第一に、公的組織内にプロジェクトチームを設置し、総合性

を確保する横断的な議論の場を設置し、維持することで、コミュニティ生活環境の整備を進

める役割分担が図られることである。住環境の改善においては、仮設住宅団地のコミュニテ

ィの課題が代表者を通じて集約され、可視化されていた。その結果、庁内において対応の調

整を実現することにつながった。しかし、ことにケアの問題になると、個人に関わる問題と

して捉えられやすくなり、コミュニティの課題として可視化されづらくなる。したがって、

住環境の課題への対応にある程度、目処がついてくると、仮設プロジェクトチームを通じた

庁内調整へのインセンティブが下がり、ケア環境の整備を模索している間に、そのような場

が解消された。関係する部署にキャパシティがあれば、その間で調整を図ればそれでも問題

はないが、被災後は機能の回復に努める既存部署や新設部署では、マンパワーやノウハウに

課題があり、庁内の調整が困難になる。ゆえに、仮設住宅の退去が進むまでは、強いリーダ

ーシップのもと、プロジェクトチームは継続して運営するべきであると思われる。 

	 第二に、代表者会議を通じた市民ニーズの調整である。第一の場が機能するためには、市

民とのコミュニケーションの場が必要であり、代表者会議がその機能を果たすのが重要であ

る。そのためには、コミュニティに関わる情報を行政やボランティア団体なども提供し、一

緒に議論する環境である必要がある。地域包括支援センターは、市民ニーズを把握するのに、

個別に調査を行ったが、その成果をコミュニティの代表者と共有し、調整することを行わな

かった。その結果、ケア環境の整備において、コミュニティの取り組みを立ち上げる機運を

起こすことができなかった。しかし、単にその成果を報告するだけでは、関心の薄い代表者

とのコミュニケーションは発生しづらいため、復興との関係を踏まえて情報を出すことも必

要になると考えられる。ただし、行政からの一方的な情報提供の場にならないように、運営

にも気をつける必要がある。 

	 第三に、自治組織の立ち上げによる社会的インフラの整備である。第１章において、社会

的環境がコミュニティの活動に関係していることを指摘したが、本研究からは、自治組織が

形成する情報ネットワーク及び社会的交流が、住民主体の活動を推進に影響を与えているこ

とが示唆された。特に、この情報ネットワークの運用は仮設住宅団地の代表者が貢献してお

り、代表者のマネジメント能力の影響があることが示唆されている。そこで、住環境点検活

動やコミュニティ環境点検活動を実施し、居住者同士の話し合いを促し、社会的交流や情報

ネットワークの構築を進め、住民主体の活動の形成に備える必要がある。 

	 第四に、コミュニティ支援に関して、専門家集団や支援組織にフォーマルな立場で介入で

きる位置付けを用意し、ノウハウや専門性の補完を行う。住環境点検活動においては、行政
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と専門家集団が連携し、支援を希望する仮設住宅団地のコミュニティに介入した。その結果、

行政への提案も円滑に行われ、その後の行政の判断にも影響を与えた。しかし、コミュニテ

ィ環境点検活動においては、行政との協力関係は薄れ、専門家集団単独の介入の性質が強く

なった。それゆえに、コミュニティ環境点検活動の成果を行政の事業や施策に活かすことが

できなかった。 

	 第五に、ボランティア団体のネットワークを設置し、コミュニティとのマッチングを図る

ことである。社会的環境の脆弱なコミュニティは、ランダムなボランティア活動の介入によ

って、自治組織の求心力を高めることができなくなっていった。多くのボランティア活動は

仮設住宅団地の集会施設で行われていたため、集会施設を居住者中心に利用できるように運

営することで、その問題への対処はできた。しかし、柔軟な集会施設の運営ができる団地は、

その団地の社会的環境が強いことを示す。したがって、自治組織の成熟に合わせた支援がで

きるように、行政が運営するネットワークの整備が重要である。 

	 第六に、上記の内容を反映した計画やプログラムの作成である。被災後は、被災者の救援

に追われるため、一から計画を作る余裕はない。したがって、仮設住宅建設マニュアル等に

上記の方針を示し、仮設住宅の入居後のコミュニティ生活環境の整備に取り組めるようにす

ることが望ましい。 

 

5.2.5	仮設住宅団地におけるコミュニティ生活環境の整備の共創手法研究の今後の課題	

	 以上、東日本大震災の被災地である大槌町をフィールドでの介入の実態から、共創手法の

構図を明らかにした。しかし、本研究からは明らかにできなかった点もある。それらについ

て、以下に示し、今後の研究の課題とする。 

	 庁内プロジェクトチームを強いリーダーシップで運営する必要性を指摘したが、その強さ

と性質によっては、庁内の関係性を破壊するリスクがある。情報共有会議では、強引な会議

の進行を進めた結果、部署間での軋轢を一部で起こしていた。その結果、関係性が改善され

ず、お互いが一定の距離を保つようになっていった。そのようなリーダーシップの暴走に対

し、制御するシステムを本研究から明らかにすることはできなかった。専門家集団や支援組

織の乱立にも同様のことが指摘でき、情報やノウハウを蓄積し、共有するシステムを模索す

る必要がある。 

	 仮設住宅団地における住民主体の活動の形成において、集会施設の運営手法及び活動支援

のあり方は、今後の研究で明らかにする必要がある。各仮設住宅団地の集会施設は、一度は

自治組織の管理下に置かれたが、その運営が成熟する前に、地域支援員配置事業が開始し、

独自の取り組みが行われなくなった。その結果、住民主体の活動の形成における集会施設の

運営の柔軟性が与える影響を十分に検証することはできなかった。 

	 みなし仮設住宅の居住者や平時のまちづくりにおいても、本共創手法が有効なのかを検証

する必要がある。本共創手法で行われるプロセスは、既存のガバナンス論やケア論、コミュ
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ニティ活動論に基づいて構築されているため、津波被災特有の条件下でしか行えない要素は

存在しない。したがって、プロセスそのものはみなし仮設住宅や既存地域にも適用できると

考えられる。しかし、そのプロセスのうち、共同の利益の特定において、仮設住宅団地の居

住者と大きな差が出てくることが予想される。また、本手法が効果を発揮した背景には、災

害救助法などガバナンス環境を構築する際に軸となる制度が存在したためでもあった。ゆえ

に、みなし仮設住宅や平時の地域のコミュニティ生活環境整備においては、公的組織の体制

づくりの進め方に、仮設住宅団地のケースとは異なる工夫が必要になることが予想される。

応急仮設住宅団地以外におけるコミュニティ生活環境の共創の推進体制の研究は、今後の課

題である。 
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資料１	 大槌町仮設住宅団地一覧	
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資料２	 大槌町仮設住宅団地位置図	
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資料３	 HI 仮設住宅コミュニティ住環境点検報告	
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資料４	 A 地域コミュニティ住環境点検報告	
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資料５	 Ko16 仮設住宅コミュニティ住環境点検報告	
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資料６	 HI 仮設住宅団地環境改善提案	
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資料７	 A 地域環境改善提案	
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資料８	 大槌町コミュニティ環境点検シート	

 

 
 

 



 120 

 
 

 

 



 121 

 
 

 



 122 

 
  



 123 

資料 9	 コミュニティ環境点検報告会シナリオ	
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資料 10	 NAK 仮設住宅団地コミュニティ環境点検報告	
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資料 11	A 地域コミュニティ環境点検報告	
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資料 12	仮設住宅団地代表者ヒアリング結果の取りまとめ	
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資料 13	集会施設ごとの利用実績集計データ（一部）	
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